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報告書 概要 

本報告書は、平成 20 年度 地域情報プラットフォーム推進事業（地域活性化分野）住

民生活向上系（健康増進）に関して報告するものである。 

報告書は、全 6 章より構成されている。 

[第 1 章 事業の概要]では、地域情報プラットフォーム推進事業の目的と実施内容・実

施体制を示すと共に、実証フィールドである福岡県福岡市の背景を整理した。その上で、

特定健診を対象として実施した、住民向け健康管理ワンストップサービスの実証実験につ

いて、目的及び検証内容についてまとめた。 

[第 2 章 全体設計]では、健康管理ワンストップサービスの実現に関係する、主な国の

ICT 施策等について整理した上で、健康管理ワンストップサービスに関する、2020 年ごろ

の実現を想定した将来（To-Be）モデルと、2010 年ごろの実現を想定した次期モデルの検

討を実施した。また、これらモデルを実現するための課題等について検討した。 

[第 3 章 実証実験モデルの設計]では、本事業において住民向け健康管理ワンストッ

プサービスの検証を目的に開発した「住民向け特定健診ポータルサイト」の対象範囲を定

め、実証実験システムの概念及びシステム構成を検討している。また、地域情報プラットフ

ォーム標準仕様に準拠した、この実証実験システムを構成する健診ユニットや、健診予約

サービスの機能要件も整理した。 

[第 4 章 実証実験による効果測定と課題解決方法の検討]では、本実証実験における

効果の測定手法として採用した、公共サービスや政策を体系的に測定・評価するための

理論である「ロジック・モデル」による「電子行政の評価フレームワーク」を使用した評価方

法について示し、評価指標を整理した上で、実証実験の実施内容および、その評価結果

について報告をする。 

[第 5 章 今後の展開にむけて]では、本事業の実証フィールドである福岡市の市民の

健康増進に向けた目標とその現行の取り組みについて、市民の健康づくり活動の支援の

観点と、行政内部における観点から整理すると共に、地域情報プラットフォーム技術の活

用や展開が、これらの目標に向けた取り組みに対し、どの様に寄与できるかについて検討

した。 

[第 6 章 地域情報プラットフォームの普及に向けて]では、本事業において実施した相

互接続検証について報告し、さらに、本実証実験の成果を活用し、健康増進分野におけ

る住民向けワンストップサービスの実現に向けた実用仕様案を提案している。 

また、本事業を通じて実施した、地域情報プラットフォームの普及に向けた普及啓発活

動の内容について整理した。 

実証実験の対象範囲 
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第 1 章 事業の概要 

本章では、地域情報プラットフォーム推進事業の目的と、実証対象地域である福岡市

の健康増進分野の状況や背景、および実証実験の実施概要と実施体制について示す。 

1.1. 地域情報プラットフォーム推進事業の目的 

現在、総務省では、地域内の様々な地方公共団体における情報システムを連動させ、

または地域を越えて連携させるための基盤の標準仕様（地域情報プラットフォーム）の策

定を進めている。これが実用化され、普及すれば、機関・地域を越えた「ワンストップサービ

ス」が可能となり、例えば、「移住・交流ポータルサービス」、「住民健康ポータルサービス」

および「子育てポータルサービス」等が実現できることになる。 

また、標準仕様に準拠することで情報システムの開発や高度化等が容易となり、コスト

削減に繋がると共に、相互活用が可能となることから、広く他団体への普及にも繋がるもの

と期待される。 

しかし、実際にこのような標準仕様に準拠した情報システムが実用化されるためには、

連携するシステムの脆弱性の評価等、運用面の課題抽出とその解決方策の提示が必要と

なる。また、このような標準仕様が所期の効果を上げるためには、多くの地域で早急に普

及することが不可欠となる。 

そこで本事業では、標準仕様に準拠した地方公共団体における情報システムの構築

等に関する実証実験を実施し、効果を実証するとともに、実現・普及のための課題や解決

策の提示を行うものである。 
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1.2. 実証フィールドの背景と実証実験の目的 

（1） 実証フィールドの背景 

わが国の平均寿命は、世界でも高い水準にある一方で、高齢化の急速な進展に伴い

疾病構造も変化し、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病が増えている。これ

らは、食生活の見直し、適度な運動などで予防できることが分かってきている。 

そこで、国は、平成 20 年 4 月から健康保険組合や国民健康保険などの医療保険者に

対し、40 歳以上の加入者を対象としたメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群）に着目し

た特定健診（特定健康診査）および特定保健指導（特定健診の結果から、生活習慣病の

発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対

して、生活習慣を見直すサポート）の実施を義務付けることとした。 

このため、地域活性化の住民生活向上系（健康増進）分野について、市民の健康づく

りに力を入れている福岡市を実証フィールドとした。 

福岡市では、市長による「特定健診からはじめる健やかな街づくり」のかけ声のもと、市

民の暮らしや心身が健全であり続けることで、街の活力を生むための大きな力にしていくこ

とを目指し、市民の健康づくりに力を入れている。 

福岡市は、国民健康保険加入者の健診で、これまで約 15％（平成 19年度基本健康診

査受診率）であった受診率を、平成 24 年度には 65％に向上させるために、官民連携で健

康づくり活動を応援する「特定健診推進応援団」を発足させるなど様々な取り組みを実施

している。 

（2） 実証実験の目的 

本事業は、健康に関する各種情報をワンストップで提供することで、福岡市におけるこ

れらの健康増進意識の向上という取り組みをより活性化し、受診率の向上に寄与すること

を目指して実施するものである。具体的には、地域情報プラットフォーム標準仕様 V2.0 に

準拠した健康管理ポータルサイト（以下、「住民向け特定健診ポータルサイト」とする）を構

築し実証実験を行うことで、ワンストップポータルの実現に向けた技術、制度・運用に関す

る課題の抽出と解決方法の提示を行うものである。 
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1.3. 対象地域の概要 

本事業の対象地域である福岡市の概要を以下に示す。 

 

 

項目 内容 備考 

産業構造 第１次産業 0.1% 

第２次産業 11.6% 

第３次産業 88.3% 

従業者数による比率 

（平成 18 年事業所・企業統計調査

による数値） 

自治体分類 政令市 東区・博多区・中央区・南区 

・城南区・早良区・西区(全 7 区) 

本 事 業 に 関

連する施策等 

・平成 12 年 3 月：保健福祉総合計画を策定

・平成 14 年 3 月：健康日本 21 福岡市計画

(※1) 

・平成 20 年 4 月：福岡市国民健康保険特定健

康診査等実施計画

（※２） 

 (※3)

(※1)平成 16 年度に見直しを実施 

  

(※2)厚労省「２１世紀における国

民健康づくり運動（健康日本２１）」

に基づく地方計画 

（※３）「高齢者の医療の確保に関

する法律」（平成 20 年）に基づく実

施計画 

その他 過去 3 年以内の市町村合併なし  

図 1-1 地域の概要（福岡市） 

出典：福岡市公式ウェブサイト（福岡市政要覧） 
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1.4. 本事業の実施内容 

本事業においては、図 1-2 に示すような体系で実証実験を実施する。 

  【目標】：住民向けの健康管理ワンストップサービスの実現 

【全体設計】： 
 ワンストップサービスの実現に向けた将来（To-Be）モデル・次期モデルの検討への寄与 

【住民向け健康管理ワンストップサービスの実証実験】 
 

【個別設計】： 健康管理ワンストップサービスの設計 

【課題の解決】： 健康管理ワンストップサービスにおける制度面・運用面での課
題抽出と解決策の検討 

【効果の測定】：健康管理ワンストップサービスの地域活性化効果の測定 

【相互接続設計検証】： 「地域情報プラットフォーム標準仕様書 V2.0」に準拠し
た業務ユニット及び分野横断基盤と基準分野横断基盤との間で相互接続性の確認 

【実用仕様案の策定】： 
  健康管理分野のワンストップサービスの業務に係る実用仕様案の策定 

【普及啓発の実施】： 実証実験成果に関する普及啓発（セミナー）の実施 

・健康管理分野における既存調査・研究の整理 ・追加調査・検討 
・将来（To-Be）モデル（2020 年頃）の検討 ・次期モデル（2010 年頃）の検討 

・一般的な制度面での課題抽出   ・フィールド特有の課題抽出 
・協議会による課題解決検討 

・要件定義 ・業務サービス XML 定義 
・ポータル機能等の設計 

・地域課題の原因把握     ・原因に基づいた測定指標の設定 
・実証実験による効果の測定 

・健康管理分野内での検証 ・基準分野横断基盤との接続検証 
（・事前準備 ・相互接続確認の実施 ・結果分析 ・実施結果の整理） 

・個別設計の成果にもとづくワンストップサービス定義成果物作成 

・総務省や APPLIC 主催のセミナーなどでの発表 
・福岡地域における特定健診・特定保健指導ＰＲイベントにおける活動  

図 1-2 本事業の体系 

本実証実験は、将来的に住民向けの健康管理ワンストップサービスを実現・運用する

事を大きな目標とする。 

この目標に向けて、全体設計として、ワンストップサービスの実現に向けた将来モデル

と、次期モデルの検討を行う。 

また、実証実験用の住民向け特定健診ポータルサイトを構築し、実証実験を行いその

効果を測定する。この測定結果に基づき、健康増進の取り組みの推進と地域活性化につ

なげるための効果の検証と、地域情報プラットフォーム技術の有効性や課題の検討を実施

した上で、実用仕様案の策定を行う。 

さらに、この実証実験成果を、福岡市における市民の健康づくり意識の向上や健診受

診率の向上のための取り組みと連動させて、今後の展開につなげるための検討を行うとと
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もに、普及啓発を実施する。 

本実証実験の成果である実用仕様案は、地域情報プラットフォームの標準仕様の検討

にフィードバックされることを想定する。また、将来モデル（To-Be モデル）や次期モデルは、

ワンストップサービスの実現に向けた今後の具体的な検討の参考となることを想定する。 

図 1-3 に、本事業の成果の今後の活用方法を示す。 

 

図 1-3 本事業の成果の活用方法概要 

 

1.4.1. 全体設計の概要 

住民の健康増進分野に関するワンストップサービスについて、将来実現するべき機能

や仕組みのモデルを将来（To-Be）モデルとする。この将来モデルの実現時期は、２０２０

年頃を想定して検討する。また、将来モデルが実現する前段階のモデルとして、２０１０年

頃を想定した次期モデルを検討する。 

さらに、この次期モデルの一部の機能を実装した実証実験モデルを構築し、実証実験

により実装や運用上の課題を明らかにし、健康増進分野におけるワンストップサービスに

必要な機能要件と実現可能性、実装時に想定される技術的な課題や制度的な課題、それ

らの解決方策を検討する。また、実証フィールドの現状を踏まえた現状モデルも調査す

る。 
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これらの現状モデルの調査結果や、実証実験を通じて明らかになった課題や解決方

策等の検討結果を反映した将来モデルと次期モデルの例示を行い、住民の健康増進分

野に関する、ワンストップサービス全体の将来（To-Be）モデルおよび次期モデルの検討に

参考となることを目標とする。 

図 1-4 に、将来モデル・次期モデルの検討の流れを示す。 

将来モデルを検討現状モデルの作成

既存の調査・標準仕様福岡市における現状

次期モデルを検討

［目標］
健康増進分野の将来的なワンストップサービス実現
に向けた今後の具体的な検討の参考となる

例示

 

 図 1-4 将来モデル・次期モデル検討の流れ 

1.4.2. 住民向け健康管理ワンストップサービスの実証実験 

将来モデルや次期モデルの実現に向けて、住民向け特定健診ポータルサイトを構築し

実証実験を行うことで、技術面や制度・運用面での課題を抽出する。 

具体的には、以下の 2 点の観点で実証実験と検証を行う。 

（1） 住民向け特定健診ポータルサイトの構築と有効性の検証 

福岡市で運用される既存の健診システムに地域情報プラットフォーム標準仕様 V2.0 に

準拠した業務サービスを設計・構築し、住民向け特定健診ポータルサイトによるワンストッ

プサービスを実証実験により仮想的に実現することで、その有効性を検証する。 

（i） 特定健診サービス 

特定健診サービスでは、受診対象者への利便性の向上を図るために、特定健診の受

診予約をインターネットから利用できるようにし、特定健診の受診のしやすさの効果と、受

診率の向上に対する有効性について検証する。 

さらに、健診結果を「いつでも」・「どこでも」閲覧可能とすることで受診対象者の健康増



第 1 章事業の概要 

1.4 本事業の実施内容 

［8］ 

進に関する意識向上の有効性について検証する。 

特定健診の流れ特定健診の流れ 地域情報プラットフォームによる
住民向け特定健診ポータルの構築

地域情報プラットフォームによる
住民向け特定健診ポータルの構築

特定健診対象者

特定保健指導特定保健指導

保健指導非対象者保健指導非対象者 保健指導対象者保健指導対象者

特定健診の受診特定健診の受診
オンライン予約オンライン予約

オンライン結果通知オンライン結果通知

特定健診の受付特定健診の受付

特定健診結果の通知特定健診結果の通知

 

図 1-5 特定健診サービス（イメージ） 

（ii） 健康管理協力店申請サービス 

福岡市が実施している「禁煙協力店・施設登録事業」・「栄養成分表示店事業」等の各

申請手続について、地域情報プラットフォーム技術を使ったオンラインサービスで実現し、

そのサービスの有効性を検証する。 

従来、手続の所管部署ごとに申請が必要という煩雑さを解消し、申請のワンストップ化

を図り、申請手続きの利便性向上を踏まえ、その結果として健康協力店の申請の増加にと

もなう地域活性化に対する有効性について検証する。



第 1 章事業の概要 

1.4 本事業の実施内容 

［9］ 

 

図 1-6 健康管理協力店申請サービス（イメージ） 

（2） 健康・保健分野におけるGISユニット活用の有効性検証 

福岡市では、地域医療対策を目的として、地理的要因に即した施策検討および分析

に GIS をすでに活用している。これらの先進的な取り組みをさらに前進させるためには、よ

り有効な GIS の活用方策の検討と推進が必要と考えられる。 

今回の実証実験では、地域情報プラットフォーム標準仕様 V2.0 に準拠した GIS ユニッ

トとの連携により、住民向け特定健診ポータルサイトから地理空間情報を活用したサービス

提供を実現することで、GIS による付加価値向上について検証する。 
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1.5. 事業の実施体制 

本事業の実施にあたり、医療関係有識者を含む学識者、行政機関および関連民間事

業者により構成される協議会を組織し、協議会の場において事業の方向性や検討内容に

ついて、確認・協議をしながら事業を推進した。 

1.5.1. 協議会の構成メンバーと役割 

協議会の構成メンバーを図 1-7 に示す。また、その役割について、図 1-8 に示す。 

プロジェクトリーダ
国際航業株式会社

民間企業

富士通株式会社
システム構築

（PF基盤、健診ユニットIF）
実証実験担当

国際航業株式会社
システム構築

（PF基盤、GIS、ポータル環境）
実証実験担当

福岡市役所

保健福祉局
保険年金課
計画課
介護保険課

総務企画局
情報化推進室

オブザーバ
学識経験者
九州大学 信友教授
九州大学 江崎教授
民間事業者関係
ソフトバンクリブラ㈱
㈱ルネサンス

協議会

アドバイザ
学識経験者
東京大学 柴崎教授

 

図 1-7 協議会の体制 
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民間企業民間企業

APPLIC技術委員会アドバイザの立場からの技術的・制度的
助言

東京大学 柴崎亮介教授東京大学 柴崎亮介教授

富士通株式会社富士通株式会社

ソフトバンク リブラ株式会社ソフトバンク リブラ株式会社

株式会社ルネサンス株式会社ルネサンス

保健福祉局 保険年金課保健福祉局 保険年金課

九州大学 信友浩一教授九州大学 信友浩一教授

実証実験フィールドの提供

医療情報システムに関する学識者の立場からの技術的・制
度的助言

実 証 実 験 シ ス テ ム 構 築 （ 健 診 シ ス テ ム IF ）
実証実験・モデル検討の一部サポート

総務企画局 情報化推進室総務企画局 情報化推進室

全体取りまとめ・協議会事務・運営

要件策定への助言・実証実験の協力

実証実験の実施協力

市関連部局とりまとめ

福岡市役所福岡市役所

プロジェクトリーダプロジェクトリーダ

九州大学 江崎哲郎教授九州大学 江崎哲郎教授 実証実験地域における地理空間情報及びＧＩＳに関する学
識者の立場からの技術的・制度的助言

健康管理・健康増進に関連する事業者の立場からの技術
的・制度的助言

保健福祉局 計画課保健福祉局 計画課

保健福祉局 介護保険課保健福祉局 介護保険課

国際航業株式会社国際航業株式会社

国際航業株式会社国際航業株式会社

オブザーバオブザーバ

アドバイザアドバイザ

実証実験システム構築（PF基盤導入・ポータルサイト開発・
GIS構築）・実証実験作業

 

図 1-8 協議会メンバーの役割 
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1.5.2. 事業全体の実施イメージ 

事業全体の実施イメージを図 1-9 に示す。 

 

図 1-9 事業全体の実施イメージ 

学識経験者には、サービスモデル実現に向けたあるべき姿や課題等について提言を

いただいた。 

また、行政機関（福岡市）には実証フィールドの提供をしていただくと共に、健康福祉に

関連する行政施策との整合性や、庁内連携の推進に関する課題の観点や、市民への情

報提供のあり方の観点からご意見をいただいた。 

民間関連事業者には、主に本事業におけるビジネスモデルの観点から助言をいただ

いた。 
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1.5.3. 事業の実施内容とスケジュール 

本事業の実施にあたり、4 回の協議会開催と実証実験用システムの構築および実証実

験を中心として、次表のとおり事業を実施推進した。 

表 1-1 実施スケジュール 

2008年
8月

9月 10月 11月 12月
2009年
1月

2月 3月

・健康管理分野における既存調査
・研究の整理　・追加調査/検討

・将来（To-Be）モデル（2020年頃）の検討
・次期モデル（2010年頃）の検討

○
住民向け特定健診ポータルサイトの設計
(・要件定義・業務サービスXML定義・ポータ
ル機能等設計)

○ システム構築

○ 単体試験・結合試験

○ 実証実験（フィールド試験）の実施

○
実証実験データ収集・分析・効果測定
・課題抽出/解決案の検討

作業項目

①事業全体設計

協議会

協議会開催

○ワンストップサービスの実現に向けた将来
（To-Be）モデル・次期モデルの検討への寄与

②実証実験・実験データ収集・効果の検証

○ 成果報告書のとりまとめ

③相互接続性の確認の実施

○ 相互接続検証の実施

○ 実用仕様案の策定

④課題整理・分析・検討・取りまとめ

将来モデル・次期モデルの検討

★第１回
9/11

★第４回
3/13

★第２回
11/13

★第３回
1/19

福岡市における現状調査
現状モデルの作成

見直し

既存資料・
標準仕様調査
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また、協議会の開催日とその検討テーマは次のとおりである。 

 第１回協議会（平成20年9月11日）
– 事業の位置付けとねらいの確認
– 将来モデル（to-beモデル）素案の提示
– 実証実験システムのイメージの提示

 第１回協議会（平成20年9月11日）
–– 事業の位置付けとねらいの確認事業の位置付けとねらいの確認
–– 将来モデル（将来モデル（toto--bebeモデル）素案の提示モデル）素案の提示
–– 実証実験システムのイメージの提示実証実験システムのイメージの提示

 第２回協議会（平成20年11月13日）
– 第１回協議会における意見の確認と検討方針について
– 将来モデル（to-beモデル）と次期モデルの検討について

– 実証実験の進め方について

 第２回協議会（平成20年11月13日）
–– 第１回協議会における意見の確認と検討方針について第１回協議会における意見の確認と検討方針について
–– 将来モデル（将来モデル（toto--bebeモデル）と次期モデルの検討についてモデル）と次期モデルの検討について

–– 実証実験の進め方について実証実験の進め方について

 第３回協議会（平成21年1月19日）
– 実証実験の実施方法・評価方法について
– GISによる統計データ利活用性の検証

– 実証実験システムの開発について

 第３回協議会（平成21年1月19日）
–– 実証実験の実施方法・評価方法について実証実験の実施方法・評価方法について
–– GISGISによる統計データ利活用性の検証による統計データ利活用性の検証

–– 実証実験システムの開発について実証実験システムの開発について

 第４回協議会（平成21年3月13日）
– 実証実験結果の報告
– 本事業の成果及び報告書取りまとめの方針の確認
– 課題等の整理

 第４回協議会（平成21年3月13日）
–– 実証実証実験実験結果の報告結果の報告
–– 本事業の成果及び報告書取りまとめの方針の確認本事業の成果及び報告書取りまとめの方針の確認
–– 課題等の整理課題等の整理

 

図 1-10 協議会実施日程・検討内容 
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第 2 章 全体設計 

はじめに、本事業が最終的に目指すべき姿である「特定健診・特定保健指導の目標達

成」について明確にした上で、この姿に向けた福岡市における現状の取り組みについて整

理した。さらに、地域情報プラットフォーム技術を活用することで、これらの福岡市の現状の

取り組みをより効果的なものとするための仕組みや、有意なシステムを検討した。 

その上で、これらを盛り込んだあるべき姿を素案とし、協議会を通じて得られた意見を

踏まえ将来モデルおよび次期モデルを検討した。 

2.1. 目指すべき姿 

本事業では、将来的に住民向けの健康管理ワンストップサービスを実現・運用する事を

大きな目標とし、この目標達成の成果として、特定健診の受診率の向上や医療費の適正

化がある。 

一方、市民の健康づくりに力を入れている福岡市では、市民が年に 1 回は必ず健康チ

ェックをしていることが目指すべき姿であり、「健診制度の周知」、「受診しやすい環境づく

り」、「受診することによるメリット」といった観点での取り組みを実施している。 

これにより、特定健診・特定保健指導の数値目標を平成 24 年度には健診受診率 65％、

特定保健指導実施率 45％、メタボリックシンドローム該当者・予備軍 10％減少とし、ひいて

は､疾病予防（生活習慣病医療費負担の適正化）を目指している。 

したがって、本事業で検討する健康管理ワンストップサービスは、目標達成に向けた､こ

れらの活動の一助となるものである。 

受診しやすい環境づくり

健診制度の周知

受診することによるメリット

特定健診・特定保健指導の
目標達成

地
域
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

 

図 2-1 目指すべき姿（目標） 
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2.2. 福岡市における特定健診の流れ 

現状のモデルを整理するために、福岡市の国民健康保険被保険者が特定健診を受診

する際の流れについて、関係者ごとにその役割や実施内容の概要を示す。 

（i） 国民健康保険被保険者 

① 福岡市から、対象となる国民健康保険被保険者のうち特定健診対象者に対し、

受診券を郵送される。 

② 対象となる国民健康保険被保険者は、（A）病院等の医療機関で受診するか、

（B）福岡市の各区に配置された保健福祉センター（保健所）で実施される健診を

受診するか、選択する。 

③ 選択した受診予定機関に連絡し、受診日について相談・予約をする。予約の際

に、受診券に印字された受診券番号と国民健康保険証番号を申告する。 

④ 指定された日時に受診する施設へ出向き受診する。その際、受診券と国民健康

保険被保険者証を提示する。 

⑤ 1～2 週間程度で受診結果が明らかになるため、面接にて結果説明、及び必要

な方は保健指導を受ける。 

（ii） 福岡市保健福祉局（特定健診担当部局） 

① 年度当初に健診システムを使用し、特定健診の対象者となる対象となる国民健

康保険被保険者をリストアップし、受診券を郵送する。 

② 各区の保健福祉センターで健診の予約を受付ける。 

③ 受診日当日に集合した対象者の受診券番号と国民健康保険書を確認し、特定

健診を受診してもらう。 

④ 1～2 週間程度で判明する検査結果等を健診システムに登録すると共に、健診

受診者への結果説明と必要な方への保健指導を行う。 

⑤ 健診結果に基づき、健診データの集計及び受診勧奨を実施するための統計デ

ータの整備、GIS を活用した分析を実施する。 

 

（iii） 福岡市医師会に所属する特定健診を実施する医療機関 

① 国民健康保険被保険者より健診の予約を受付ける。 

② 対象者の受診券番号と国民健康保険書を確認し、特定健診を受診してもらう。 
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③ 実施した特定健診の情報を福岡市医師会に報告する。 

 

（iv） 福岡市医師会 

① 福岡市医師会に所属する各医療機関において実施された特定健診の情報を電

子化して取りまとめる。 

② 電子化されたデータを福岡市へオンラインにより送信する。 

③ 福岡市医師会から国保連へ健診の費用を請求する。 

 

 

国（厚生労働省）
福岡市

健診機関
（福岡市保健福祉センター

（保健所））

福岡市健診システム

特定健診対象者
（被国民健康保険者）

受診

オンライン・CSVで
データ送付
（即時性が高い）

各健診機関
（福岡市医師会所属医療機関）

福岡市医師会
（福岡市より特定健診を委託）

国民健康保険団体連合会
（各都道府県に設置）

特定健診の受診

健診結果

健診結果の
取り込み

医師会とりま
とめデータ
医師会とりま
とめデータ

県サーバ
（国保連）
県サーバ
（国保連）

健
診
結
果
の

取
込
み

国
へ
報
告

□特定健診担当部署
・健診データの分析
・受診率の向上対策（施策等）

受診の予約

健
診
予
約
情
報

保福GIS保福GIS 地区診断
サポート
地区診断
サポート

健診結果

病院A病院A 病院B病院B 病院C病院C 病院D病院D 病院E病院E

特定健診の受診

受診の予約

電話等で予約・職
員の方による予約
情報入力

分析
結果

分析
結果

生涯健
康情報
生涯健
康情報

健
診
結
果
の
通
知

支
払
い
請
求

受診から数ヵ月後

  

図 2-2 福岡市における特定健診の流れ 
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2.3. 健康増進分野に関する福岡市の取り組み（現状） 

福岡市では、市民の健康づくりを目指し、社会や地域全体を巻き込んだ様々な市民の

健康増進のための取り組みを推進中である。 

例えば、国民健康保険加入者を、その職場や、かかりつけの病院、保険者である福岡

市が一体となり直接的に支援し、さらにそれらを関連する企業や、NPO などの地域団体、

研究機関が支えることで、社会全体を巻き込んだ運動への展開をねらいとする「特定健診

推進応援団」の取り組みもその一つである。 

また、情報システムを活用した市民の健康増進に向けた取り組みも多岐にわたる。稼

働中の健診システムは、福岡市の国民健康保険被保険者である限り、生涯健診データの

管理が可能であると共に、保険者の福岡市は、健診結果が早急に把握できる点が特長と

なっている。 

健診システムのサブシステムに位置づけられる「地区診断サポートシステム」は、医療

費データや健診データなどを、総合的、時系列的視点で分析し、健康保険事業における

現状把握やモニタリング評価を行い、効果的な事業を行うためのデータ整備を目的として、

整備が推進されている。 

さらに、市職員が、福岡市におけるコミュニティの基礎的な単位とされる小学校区ごとに、

保健福祉情報を集約し、施策立案の基礎的なデータを整備することができるようにするた

めに開発された「保健福祉 GIS」の導入を進めている。 

本節では、福岡市におけるこれらの健康増進に対する取り組みについて整理する。 

2.3.1. ICTを活用したインフラ整備 

（1） 健診システム 

福岡市では、1992 年から庁内の基幹系システムの一つとして健診結果を管理するため

の健診システムを運用している。 

福岡市の健診システムの特長の一つは、通常の自治体における健診結果データの管

理が、受診単年度や受診後数年間の管理、あるいは健診結果記録の紙ベースによる管理

であるのに対し、国民健康保険被保険者であれば、生涯の健診データが管理できるように

なっている点である。 

すなわち、福岡市の国民健康保険被保険者の健診データは、経年的に記録・管理さ

れている。このような健診データは、市民の健康増進に向けた市民サービスに活用するた
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めの基盤として非常に重要である。 

（2） 地区診断サポートシステム 

地区診断サポートシステムは、上記の健診システムのサブシステムとして、医療費デー

タや健診データなどを、総合的、時系列的視点で分析し、健康保険事業における現状把

握やモニタリング評価を行い、効果的な事業を行うためのデータ整備をする目的として、

整備が進められている。 

本システムは、健康医療・介護などのデータを活用して地域課題を経年的に把握する

ことや、保健事業の計画評価に活用されることが期待される。また、地区診断サポートシス

テムの統計情報を市民への情報提供や、地区説明会等の資料としても利用することも、今

後期待される。 

（3） 保健福祉GIS 

保健福祉 GIS は、福岡市におけるコミュニティの基礎的な単位とされる小学校区ごとに、

保健福祉情報を集約し、市職員が施策立案の基礎的なデータを整備することができるよう

にするために開発された。 

具体的には、次の三点を目指すものである。 

 地域の状況のきめ細かな把握・分析とそれに基づく施策展開 

 職員の業務省力化 

 市民に対する情報提供体制の向上 
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図 2-3 保健福祉 GIS 事例 

保健福祉GISは、既存のデータを使い地域分析を行うことを目指し、地域の情報をきめ

細かく把握できるようなデータ収集を行うことと、それを施策に生かすことを意識して開発さ

れている。 

このため、例えば、校区別の高齢化率や、保育所整備計画と学校区別待機児童数の

関係など、GIS 上で色分け分析をして、はじめて地域ごとの特異性を確認できる課題や、

行政を進める上で学校区よりもっと細かなケアが必要となる場面も明らかになっている。 

また、今後は国勢調査と毎年公開される福岡市の住民基本台帳データ（町丁目単位）

を積み重ねて傾向をつかむなど、経年的な変化を把握できるようにしたり、現状把握のみ

ならず、５年後や１０年後のシミュレーションの機能を設けたりすることを計画しており、市民

の生活環境の検討にも活かすとともに、区役所などに設置して市民に情報提供するため

のツールとすることが検討されている。 

2.3.2. 健康増進の普及啓発 

（1） 特定健診推進応援団 

特定健診の普及・啓発を通じて、福岡市民の健康づくりを推進することを目的に結成さ
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れた。福岡市民の健康づくり活動を応援する多数の地域団体・企業・教育機関により組織

されている。主な活動内容は、次のとおりである。 

 医療保険者・地域団体・企業・教育機関の連携のサポート 

 福岡市民の特定健診・特定保健指導と健康づくりの推進 

 特定健診受診者数の増加に向けた普及活動の実施 

 特定保健指導等の推進（運動・食を通じた健康づくり） 

 福岡市民の健康づくりを支援する活動の実施 

各種イベントを通じた、健診受診の促進活動を活発に進めているほか、ホームページ

等による特定健診の普及・啓発を図っている。 

 

図 2-4 福岡市・特定健診推進応援団公式サイト（http://kaf-web.jp/） 

「特定健診推進応援団」の取り組みは、国民健康保険被保険者を、その職場や、かか

りつけの病院、保険者である福岡市等が一体となり直接的に支援し、さらにそれらを関連

する企業や、NPO などの地域団体、研究機関がノウハウを結集して支えることで、社会全

体を巻き込んだ運動への展開をねらいとしている。 

（2） 商店街等出前健診 

福岡市内の主要商店街において「出前健診」を通じて、受診機会を増やすことを目的
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とした、受診勧奨活動を実施している。実際に、商店主の方にとっては、店を休業せずに

健診が受けられることで利便性が図られ、好評を得ている。また、出前健診に合わせて健

康イベントなどを開催することで、周辺住民の集客につながり、商店街の活性化にも寄与

している。 

（3） コールセンターの設置 

未受診者への受診勧奨を目的としたコールセンター（「市国民健康保険ご案内センタ

ー」）を設置し、健診対象者のうち、未受診者に対し電話で直接受診を促すことで、対象者

一人ひとりの受診意識の向上をはかり、受診行動へ結びつける活動を実施している。 

また、この電話による受診勧奨を通じて、未受診者に対し受診しない理由等を尋ねるこ

とで未受診者の実態把握を行い、今後の受診促進に向けた施策に役立つ情報の収集も

実施している。 

 

（出典：「戦略的ヘルスプロモーションで受診率向上を目指す 福岡市における特定健診・特定保

健指導への挑戦」 ㈱社会保険研究所編『社会保険旬報』No.2379,2009,p.10-19） 

図 2-5 「福岡市国民健康保険ご案内センター」（コールセンター） 

（4） 地域の医師会との連携 

国民健康保険被保険者が福岡市医師会に所属する地域の医療機関等で健診を受診

すると、その健診結果は、福岡市医師会により取りまとめられる。取りまとめられた健診結

果は、電子データとして福岡市の健診システムへ、ほぼリアルタイムで提供される。 

このため、市民は診療機関で受診した健診の結果をタイムリーに受け取ることができる

と同時に、本人の健康状況に応じた保健指導へとスムーズに移行することができている。 

また、福岡市にとっては、集約された健診データを元に、未受診者への的確な受診勧

奨や、リアルタイムな受診状況の地域分析などが可能となっている。 
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岡市へ送付される

各健診機関
（医療機関）

病院A病院A 病院B病院B 病院C病院C 病院D病院D 病院E病院E

福岡市の場合 他の市町村の場合

 

図 2-6 健診の流れ（福岡市の場合と他の市町村） 

（5） 健康管理協力店制度 

福岡市では、地域の健康づくり環境の整備の推進を目的とし、市内の飲食店等に栄養

成分表示を推進する「福岡市栄養成分表示の店」の登録や、受動喫煙防止対策に取り組

む施設等を応援する「福岡市禁煙協力店・施設」の募集などを行っている。 
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2.4. 健康増進分野に関する国の ICT 施策等の動向 

健康管理ワンストップサービスの実現に関係する、主な ICT施策等について整理する。

これらは、将来的に住民向けの健康管理ワンストップサービスを実現・運用する事を目指

すべき姿として、この目指すべき姿に向けて検討する将来（To-Be）モデルおよび次期モ

デルを検討する上で考慮すべき事項となる。 

（1） 内閣官房「重点計画 2008」 

 

 

（出典：IT 戦略本部「電子私書箱（仮称）構想の実現に向けた基盤整備に関する検討会」 

第１回会合 参考資料；平成２０年８月２２日） 

図 2-7 「国民本位のＩＴを活用した医療・社会保障サービスの実現」のための施策の将来像と工程表 

平成２０年７月に、「国民本位のＩＴを活用した医療・社会保障サービスの実現」のため
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の施策として以下の将来像と工程表を公表している。また、この 2008 年度の重点計画で

は 2010 年までに「健康情報活用基盤」を整備するとされている。 

（2） 電子私書箱構想 

 

（出典：首相官邸「電子私書箱（仮称）による社会保障サービス等の IT 化に関する検討会【報告

書】」平成 20 年 3 月 17 日） 

図 2-8 電子私書箱構想 

平成 19 年 7 月の IT 戦略本部が策定した「重点計画-2007」において、「情報を希望す

る国民が自らのものとして簡単に収集管理可能な仕組み『電子私書箱（仮称）』の創設を

検討し、この電子私書箱が生活をサポートする重要なツールとして利活用される社会の実

現を図る。」ことが盛り込まれている。 

この電子私書箱構想は、国民視点に立って、国、自治体、保険者等が保有する個人の

情報を簡単に入手、閲覧、管理する仕組みを実現しようとするものであり、電子行政にお

ける活用を通じて、ワンストップサービスに資する可能性が高いとされている。 
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（3） 健康情報活用基盤実証事業（総務省・厚生労働省・経済産業省） 

 
（出典：第２回医療評価委員会資料「健康情報活用基盤実証事業について」 

平成 20 年 9 月 5 日総務省・厚生労働省・経済産業省） 

図 2-9 三省連携による健康情報活用基盤実証事業 

平成 20 年 8 月 20 日の IT 戦略本部が策定した「重点計画-2008」において、「ＩＴによる

医療の構造改革 - 生涯を通じた健康管理、レセプト完全オンライン化- 」として、健康情

報を活用した高度な予防医療の支援と医療機関による質の高い医療の実現に向けて、次

の内容が盛り込まれている。 

 ２０１０年度までに個人の健康情報を「生涯を通じて」把握できる基盤を作ること 

 国民が自らの健康情報を活用し、健康増進に努めること、および保険者による高

度な保健指導の実現を支援すること 

 電子カルテ等の医療情報システムの普及を推進し、医療の質の向上、医療安全

の確保、医療機関間の連携や全国的な健康情報の活用等を飛躍的に促進する

こと 

そこで、総務省、厚生労働省、経済産業省の３省による「健康情報活用基盤実証事業」

は、実証フィールドを沖縄県浦添市として、個人の健康情報（診療情報・健診情報等）に
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ついてネットワークを介して電子的に活用するための基盤の構築に向けて実証実験を行う。

また、この仕組みにより、医療機関間の継続性ある医療や個人の健康増進対策等に役立

てることを目的としている。 

本実証事業における各省の役割分担は次のとおりである。 

○ 総務省：ネットワークの構築整備、セキュリティ・認証基盤の設計・運用 

○ 厚生労働省：地域連携のためのＡＳＰ型電子カルテの構築・運用、診療情報保管デー

タベースの構築・運用、電子処方箋の実現の可能性の検討・実証 

○ 経済産業省：個人の健康情報を活用した健康情報サービスの実証、生涯健康情報デ

ータベースの構築・運用 

（4） APPLICのアプリケーション委員会による検討 

（財）全国地域情報化推進協会(APPLIC)策定の「医療・健康・福祉アプリケーション基

本提案書 V2.0」において、住民向け保健医療福祉サービスの諸課題解決のーつの方向

性として「生涯健康情報基盤（EHR）」が提案されている。 

この提案においては、保健・医療・介護・福祉サービスについて、重点的に解決すべき

課題が示されおり、このうち、本事業の実証フィールドである福岡市と共通する、健康増進

サービスに関する課題として、以下のものがある。 

 地域保健対策における生活者個人の視点を重視した施策の実施。 

 住民の多様なニーズに対応したきめ細かなサービスの実施。 

 身近で利用頻度の高い保健サービスが一元的に提供されるよう保健センター

等の拠点の整備。 

 地域特性を生かした保健と福祉まちづくり。 

 保健センター等の保健活動の拠点、保健所、福祉事務所等の行政機関、老人

介護福祉センター、医療機関、薬局等の施設を結ぶ地域特性に応じたネットワ

ークの整備。 

 現行の基本健診等の実施部署と特定健診・特定保健指導の責任部署間で連

携し、住民保健情報を共有しつつ特定健診事業を進める必要性。 
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図 2-10 医療・健康・福祉アプリケーション 情報連携図 

（引用：APPLIC 医療・健康・福祉アプリケーション基本提案書 V2.0） 

さらに、医療・健康・福祉アプリケーション基本提案書(第 2 版)では、「生涯健康情報基

盤」における住民向け健康情報サービスのあり方として、次の点を提示している。 

 「いつでもどこでも必要な時に自身の健康情報を参照し、活用できる」機能を提

供する 

 住民の健康情報（健診・保健指導情報、医療情報など）、介護・福祉情報等の

収集、維持、閲覧を行う機能が最低限必須である 

 

（5） 日本健康情報コミュニティ構想（仮称） 

政府が平成 21 年 3 月にとりまとめた「デジタル新時代に向けた新たな戦略～三か年緊

急プラン～（案）」では、次の 3 つの柱を掲げている。 

①デジタル特区等による三大重点プロジェクト（電子政府・電子自治体、医療、教育・人

財）の推進 

②産業・地域の活性化及び新産業の育成 

③あらゆる分野の発展を支えるデジタル基盤の整備推進 

この中で、「①デジタル特区等による三大重点プロジェクト（電子政府・電子自治体、医

療、教育・人財）の推進」では、「日本健康情報コミュニティ構想（仮称）の実現」として、地

域医療連携の促進に資する医療機関の機能の強化、健康情報の高速通信ネットワークの

整備、地域住民の健康長寿促進に向けた取組等により、質の高い医療の提供、医療人財

の確保を通じた医療再生、国民健康の増進等を実現することを目指している。 

 実証実験対象

サービス 
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（出典：「デジタル新時代に向けた新たな戦略～三か年緊急プラン～（案）」 

平成２１年３月２４日 IT 戦略の今後の在り方に関する専門調査会） 

図 2-11 日本健康情報コミュニティ構想（仮称） 

（6） デジタル日本創生プロジェクト（ＩＣＴ鳩山プラン）-骨子- 

                                 （平成２１年３月１７日：総務省） 

総務省では、ICT ビジョン懇談会の緊急提言を踏まえ、当面 3 年間に集中的に実施す

べき重点施策として「デジタル日本創生プロジェクト（ICT 鳩山プラン）‐骨子‐」を取りまとめ

た。この中で健康管理ワンストップサービスの実現に関係する ICT施策としては、次の二点

がある。 

 ＩＣＴ利活用の推進による地域住民の利便性等の向上 

ユビキタスタウン構想と連携しつつ、情報化の推進により、地域住民にとっ

て高い利便性等の向上が期待される健康医療分野、教育分野及び農業分野

などにおいて、関係府省と連携してＩＣＴの徹底的な利活用を図る。 

 健康医療分野における国民の安心の実現 

健康医療分野における国民の安心を実現するため、厚生労働省等と連携

して、ＩＣＴの活用による医療現場の改善、患者サービスの向上等に取り組む。

具体的には、遠隔医療の実現、健康医療情報の共有・活用による健康増進対

策、ASP・ＳａａＳやユビキタスネットワーク技術を活用した医療業務の効率化や

安心・安全の確保等を推進する。 
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2.5. 将来(To-Be)モデルと次期モデルの検討 

2.5.1. 基本的な考え方 

前節までの取り組みを参考にし、健康管理ワンストップサービスは将来(To-Be）モデル

として以下を実現することとする。 

（1） 個人の健康情報の管理と活用の実現 

住民の健康情報が継続的に蓄積・管理され、「いつでも」「どこでも」必要な時に自身の

健康情報に基づく様々なサービスを受けられる。 

サービスの例として、オンラインでの健診予約や健診情報の閲覧、保健指導、遠隔医

療サービスなどが挙げられる。 

これらの実現のためには、生涯健康情報基盤やPHR1

 

のような情報基盤の仕組みが必

要である。 

（2） 健康情報の活用による地域活性化 

蓄積・管理された個人の健康情報を、地域の医療・保健に関係する行政、医師、民間

企業が地域情報プラットフォームを通じて活用し、住民の健康維持・増進を支援する。 

これにより、健康増進分野の新たなサービスによるビジネスの創出が見込まれ、地域活

性化につながると考えられる。 

住民は、サービス提供事業者から自己の健康情報を活用したサービスを受ける際など

に、地域情報プラットフォームにより連携された行政の保有する地図データベースや、医

療機関のリスト情報を活用したＧＩＳを利用することができる。 

これらの実現のためには、電子私書箱や社会保障カード等の個人情報を適切に管理

できる仕組みが必要である。 

 

                             
1 PHR(Personal Health Record)システム:個人が自らの生活の質(QOL=Quality of Life)の維持や向上を目的

として、個人が自らの健康情報を収集・保存・活用する仕組み」 

出典：「個人が健康情報を管理・活用する時代に向けて」～パーソナルヘルスレコード(PHR)システムの現状と将来

～,2008 年 3 月,日本版 PHR を活用した新たな健康サービス研究会 
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（3） GIS を活用した地域の分析と施策の立案・実行 

住民の健康増進に関する意識や行動の違いを把握するために、行政の持つ情報を位

置に紐付けて分析し、施策の立案と実行につなげる。 

これにより、健康増進に関する適切な施策が遂行されることになり、住民サービスの向

上につながる。 

これらの実現のためには、行政内の基幹システム同士と GIS との連携が必要となる。 

 

2.5.2. 学識経験者等の示唆 

本事業の協議会における学識経験者等の意見から、将来モデル・次期モデルの検討

にあたっては以下の事項を前提とする。 

 個人 ID 制度の運用に関して 

 特に将来モデルにおいて、個人 ID については、社会保障カードなどにより

統一的に ID 管理されている事を想定する。 

 2010 年に「電子私書箱」が運用開始されることを考慮し、自己に関する情報

を一元管理できる仕組みが運用されることを前提とする。 

 GIS の果たす役割に関して 

 GIS を活用し分析された情報を用いた行政支援の仕組みをモデルに取り入

れる。例えば、健康増進を推進するための必要な市民の医療機関の受診に

ついて、適切な医療機関への受診行動に誘導を図るために、GIS を利用し

て受診対象者の現状について分析・把握をする。 

 想定するユーザーに関して 

 初期の段階においては、住民の健康意識の向上を図るための施策を打ち

出すために必要な仕組みが重要となることから、例えば GIS で特性を検討し、

どういう被保険者を対象に受診勧奨していくべきか情報収集・分析するため

の仕組みを取り入れるなど、次期モデルは、医療保険者である行政の側へ

の支援に主眼をおいたモデルとする。 

 将来モデルは、被保険者である住民へ今までにない新たなインセンティブと

なる情報が提供されるサービスも含めた、健康増進に関わる産官学民の

様々な人々を対象としたモデルとする。 

 健康管理ワンストップサービスの運営主体に関して 
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 最終的に「地域活性化に資する」という観点から運営主体を想定する。 

 次期モデルは、行政に主眼をおいたモデルとして、特定健診実施者を運営

主体と想定する。 

 

2.6. 将来モデル 

将来モデルは、実現想定時期を 2020 年ごろと想定する。 

将来モデルでは、被保険者である住民も含めた健康増進に関わる産官学民の様々な

人々を対象としている。 

また、すでに住所などの位置情報が、頻繁かつ汎用的に利用されるていることや、地

域情報プラットフォームでは、インタフェースの標準化により地理空間データに対して様々

な情報登録を実現していることから、今後も医療分野に限らず、防災・防犯・福祉・介護な

ど、様々なサービスや情報が、位置情報に紐づいて提供されることが想定される。このた

め、地域情報プラットフォーム上では、住民の健康情報とそれに紐付く、国、自治体（保険

者）、医療機関、民間の関連産業等のあらゆるサービス及び情報が、位置情報をキーにし

て連携することを想定している。 

医療機関医療機関医療機関医療機関
位置と時間に関連づく

リアルタイムな健康情報
（生体情報）

健康指導

災害時支援サービス

住民向け
健康管理ポータル

生涯健康情報

位置情報

自己の健康情報を中心として、あらゆるサービスや情報が連携しあう姿

電子申請

その他様々な
サービス

遠隔医療サービス

社会保障
カード

自己情報の分析

地方公共団体地方公共団体

地域情報プラットフォーム

△△△
ＤＢ

ＧＩＳ
基幹

システム
健診シス
テム

住民基本
台帳

庁内連携

行政担当者

住民

地域の医療機関と連携

民間事業者
（健康関連産業）

民間事業者
（健康関連産業）

民間事業者
（健康関連産業）

民間事業者
（健康関連産業）

GIS機能
 

GIS機能
  

電子私書箱電子私書箱

生涯健康情報基盤生涯健康情報基盤

□□町□□町

△△市△△市

○○県○○県

国国

 

図 2-12 将来モデル 

また、住民が自分自身の健康情報を中心として、これらの様々な情報やサービスが位



第 2 章 全体設計 

2.6 次期モデル 

［33］ 

置情報に紐づいて提供されると共に、相互に連携しあう姿から、将来モデルにおいては、

健康管理全般に関するポータルサイトと位置づけ「住民向け健康管理ポータル」とする。 

各個別機関が所有する個人の健康情報は、生涯健康情報基盤へ電子的に集約され

る。「住民向け健康管理ポータルサイト」では、特定健康診査に限らず、自己の健康に関

する様々な情報に一元的にアクセスすることが可能であり、その他の分野の情報にも第三

者事業者が運用する電子私書箱と連携することでアクセスできる。これらの情報は、社会

保障カードなどの一元的な個人 ID をベースに、本人確認を受けた上で、本人の意向に基

づき安心・安全にオンラインで収集及び活用される｡ 

各自治体内においては、地域情報プラットフォームによる庁内連携により様々なシステ

ムやデータベースが位置情報をキーに連携することを想定している。また、屋内外の測位

センサや加速度センサ、健康状態測定センサ（生体センサ）等を備えた携帯機器が普及し

ているものとする。 

医療機関医療機関医療機関医療機関
位置と時間に関連づく

リアルタイムな健康情報
（生体情報）

健康指導

災害時支援サービス

住民向け
健康管理ポータル

生涯健康情報

位置情報

電子申請

その他様々な
サービス

遠隔医療サービス

社会保障
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自己情報の分析

地方公共団体地方公共団体

地域情報プラットフォーム

△△△
ＤＢ

ＧＩＳ
基幹

システム
健診シス
テム

住民基本
台帳

庁内連携

行政担当者

住民

地域の医療機関と連携

健康増進サービスの提供

民間事業者
（健康関連産業）

民間事業者
（健康関連産業）

民間事業者
（健康関連産業）

民間事業者
（健康関連産業）
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電子私書箱電子私書箱
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（１）
個人の健康情報の管理と活用の実現

（３）（３）GISGISを活用したを活用した

地域の分析と施策の立案・実行地域の分析と施策の立案・実行

（２）
健康情報の活用による地域活性化

・個人の生涯にわたる健康情報が、ポータルサイトを通じて、いつでもどこ
でも必要な時に閲覧できるようになる。

・健康情報を個人の責任で自ら管理することで住民の健康管理への意識も高
まる。

・地域と個々の住民の実情に応じた行政施策の立案及び実行を支援すること
が可能となる。

・リアルタイムな行動を捉える携帯機器と連動したモニタリングシステムを
構築することで、感染症やバイオテロ等の緊急時にも迅速に対応できる。
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図 2-13 将来モデルと期待されるメリットの関係 

将来モデルの基本的な考え方との関係を、エラー! 参照元が見つかりません。に示す。
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ポータルサイトにおけるサービスの適用範囲は、個人のあらゆる情報の管理や、健康情報

に基づく個々に最適な健康増進サービスと、GIS の利用に紐付けられるサービスの提供で

ある。 

将来モデルで想定した環境が整備されることにより、以下のメリットが期待される。 

（１） 個人の健康情報の管理と活用の実現 

医療機関が保有する通院歴、投薬歴をはじめ、健診結果の履歴、フィットネスクラブな

ど民間事業者の利用記録、健康測定値（血圧や心拍数等）の変化など、個人の生涯にわ

たる健康情報が、ポータルサイトを通じて、いつでもどこでも必要な時に閲覧できるようにな

る。 

また、集約された個人に関する情報に対して自己分析を行うことにより、医療機関によ

る検査や薬の投与の重複等を避けることも可能となる。このように、健康情報を個人の責任

で自ら管理することで住民の健康管理への意識も高まる。 

さらに、ポータルサイトが医療機関への受診予約をワンストップで担うことで、社会保障

カード等による本人確認を受けた住民は、様々な医療機関の予約データベースにアクセ

スでき、予約の混み具合や当直医師等から受診したい日時を即時にオンラインで予約で

きるようになる。受付時間にとらわれず、簡易に予約できるようになるとともに、予約が集中

する時間帯が回避されることによる混雑緩和が期待され、受診率の向上につながる。 

（２） 健康情報の活用による地域活性化 

高度なモニタリング技術により健康状態や行動を把握し、過去の健康情報と合わせて

医師や保健師と共有することで、リアルタイムに疾病予防や健康管理に関する個別指導を

受けることができるようになる。 

また、政府が今後 3 年間の医療分野における緊急対策としてまとめた「日本健康情報

スーパーハイウェイ構想（仮称）」と地域情報プラットフォームとが相まって、医療機関間の

情報伝達の円滑化が実現すれば、へき地の医療機関でも地域の中核病院等の専門医に

よる先進的かつ高度な医療や診断等のバックアップを受けられるようになる。これにより、

住民の健康づくりを全面的に支援する体制が整い、全国で均一に質の高い医療サービス

を提供できるようになる。これにより、住民の健康水準の向上に伴う疾病予防（生活習慣病

医療費負担の適正化）が期待できる。 

一方、担当医に処方された運動療法処方箋、栄養食事指導処方箋、生活習慣病療養

計画書等の診療情報を基に、民間の健康サービス事業者は個人に即した健康指導プロ

グラムを提供できるようになり、ビジネスチャンスを創出することによる地域活性化も見込め

る。 
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（３） GISを活用した地域の分析と施策の立案・実行 

庁内において基幹システム同士および GIS が連携することで、匿名化された健康情報

や、性別、職種、世帯構成といった個人の基本情報から、住民の世代別、地区別の病気

の分布傾向等の地域特性や制度改革による影響等を的確に把握できるようになる。地域

と個々の住民の実情に応じた行政施策の立案及び実行を支援することが可能となり、リア

ルタイムな行動を捉える携帯機器と連動したモニタリングシステムを構築することで、感染

症やバイオテロ等の緊急時にも迅速に対応できる。 

2.7. 次期モデル 

2.7.1. 次期モデルの例示 

次期モデルは、将来モデルへの過渡期における 2010 年に実現可能な姿を示してい

る。 

 

図 2-14 次期モデル 

将来モデルの実現想定時期（2020 年）に向けて、初期の段階となる本モデルにおいて

は、住民の健康意識の向上を図るための施策を打ち出すために必要な仕組みを重視し、

特定健診の対象受診者が、健診予約や健診結果の閲覧ができるという、住民向け特定健
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診ポータルサイトの基本機能を実現すると共に、特定健診を中心とした情報連携に範囲を

絞り、保険者である行政の側での利用・行政の側への支援に主眼を置く。 

特定の地域内において地域情報プラットフォームにより、自治体、保険者、健診機関、

民間の関連産業等が、特定健診に関わる情報を特定健診ポータルと連携できるようになる

ことを想定している。 

行政内においては、一部のシステムやデータベースが GIS ユニットと連携することで、

特定健診ポータルサイトに対して、個人による健康情報の管理と活用の実現を目的とする

必要性から、地図情報を伴う健康増進情報の提供を実現する。 

次期モデルで想定した環境が整備されることにより、以下のメリットが期待される。 

（1） 個人の健康情報の管理と活用の実現 

自宅のパソコンや医療機関の専用端末などからポータルサイトを通じて、特定健診の

結果を過去から遡って閲覧できるようになる。これにより、個人の健康管理に対する「自分

の健康は自分で守る」という意識改革を促進する。 

ポータルサイトが特定健診の受診予約サービスを提供することで、特定健診対象者は、

本人確認を受けた上で受診したい地域の医療機関を容易にオンライン予約できるようにな

り、特定健診の受診率向上が期待できる。 

（2） 健康情報の活用による地域活性化 

ポータルサイト上で、民間事業者による健康増進活動に関する様々な情報（健康関連

施設の所在やサービス内容等）を公開することで、特定健診対象者がそれらの広告を検

索・閲覧し、自分に合ったサービスを選択できるようになるとともに、健康サービス事業の市

場拡大にもつながる。 

（3） GISを活用した地域の分析と施策の立案・実行 

行政内では、医療費データや、特定健康診査対象者や特定保健指導対象者の健診

結果、個人が記録した日々の健康状態や行動履歴（匿名）等から、世代別、地区別の現

状や経年変化について GIS を活用して分析・解析できるようになり、現状と比べて効果的

かつ効率的な行政施策の立案を支援することができようになる。また、庁内の一部のシス

テムおよび GIS 間の情報連携が促進することによる行政効率化も見込める。 

2.7.2. 将来モデルと次期モデルの関係 

将来モデルと次期モデルの関係を表 2-1 に示す。 

将来モデルでは、市民の健康増進のために役立つあらゆる健康情報を取り扱うととも
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に、GISを活用したサービスの提供により、市民の自主的な健康増進活動をサポートするこ

とで、疾病予防（生活習慣病医療費負担の適正化）や健康増進活動の活発化による地域

活性化を実現するモデルとして位置づけている。 

次期モデルでは、行政側での利用または、行政によるポータルの運営を主眼としたモ

デルを想定している。具体的には、庁内の既存の一部システムやデータベースがGISユニ

ットにより連携され、地域特性の把握など、行政業務の支援を行う。また、行政が持つ健診

情報を住民向け特定健診ポータルサイトを通じて提供し、結果閲覧等のサービス提供を

実現することで、市民の健康意識の向上を促進し、啓発することを目的とするモデルと位

置づけている。 

表 2-1 将来モデルと次期モデルの関係 

・自己の健康情報を中心として、あらゆるサー
ビスや情報が連携して提供

・特定健診ポータルを通じて受診予約と
結果の閲覧をワンストップで実現

基本サービ基本サービ
スス

・地域のポータル運営会社等が運営（地域の
経済的活性化に貢献）

・特定健診実施者が主体的に運営ポータルサポータルサ
イトの運営イトの運営

・住民向け健康管理ポータルサイト・住民向け特定健診ポータルサイト名称名称

・社会保障カードなどの公的個人認証サービ
スとの連携により、高いレベルのセキュリ
ティを提供

・公的個人認証サービスとの連携により、
高いレベルのセキュリティを提供

個人の識個人の識
別別

・行動をリアルタイムに観測・解析し、個々人
に最適な保健指導（食事・運動指導）を実施

・未実施行動把握行動把握

（保険者）GISを利用した特定検診対象者や特
定保健指導対象者の分布・行動特性等の解
析を実施、施策を立案する
（住民）健康増進に役立つＧＩＳを活用した
サービスを利用する

（保険者）
GISを利用した特定健診対象者や特定保
健指導対象者の分布・行動特性等の解
析を実施、施策を立案する

GISGISの利用の利用

・庁内および国内にある様々なデータベース
とGISユニットにより連携し、民間にもGIS
サービスを提供

・保健福祉GISや地区診断サポートシス
テムなど、一部のデータベースとGISユ
ニットにより連携

GISGISユニットユニット
による連携による連携
範囲範囲

・引越し等に関わらず、日本全国でサービス
を享受

・県や市などの特定の地域内対象地域対象地域

・健康情報に基づく、個々人に最適な健康増
進サービスの提供

・GISを利用したサービスの提供

・健康増進活動に関連する、さまざまな
情報（サービス）をワンストップで提供

・電子私書箱との連携により、生涯にわたる
健康に関する個人のあらゆる情報の管理

・自己の健康情報がいつでも・どこでも閲覧可
能

・特定健診の受診予約・結果閲覧ポータルサポータルサ
イトイトにおけにおけ
るるサービスサービス
の範囲の範囲

・被保険者である住民へのサービスも含めた
健康増進に関わる産官学民の様々な人々
を対象としたモデル

・保険者である行政の側での利用・支援
に主眼をおいたモデル

モデルの対モデルの対
象者象者

将来モデル将来モデル（（20202020年年））次期モデル次期モデル（（20102010年年））内容内容

・自己の健康情報を中心として、あらゆるサー
ビスや情報が連携して提供

・特定健診ポータルを通じて受診予約と
結果の閲覧をワンストップで実現

基本サービ基本サービ
スス

・地域のポータル運営会社等が運営（地域の
経済的活性化に貢献）

・特定健診実施者が主体的に運営ポータルサポータルサ
イトの運営イトの運営

・住民向け健康管理ポータルサイト・住民向け特定健診ポータルサイト名称名称

・社会保障カードなどの公的個人認証サービ
スとの連携により、高いレベルのセキュリ
ティを提供

・公的個人認証サービスとの連携により、
高いレベルのセキュリティを提供

個人の識個人の識
別別

・行動をリアルタイムに観測・解析し、個々人
に最適な保健指導（食事・運動指導）を実施

・未実施行動把握行動把握

（保険者）GISを利用した特定検診対象者や特
定保健指導対象者の分布・行動特性等の解
析を実施、施策を立案する
（住民）健康増進に役立つＧＩＳを活用した
サービスを利用する

（保険者）
GISを利用した特定健診対象者や特定保
健指導対象者の分布・行動特性等の解
析を実施、施策を立案する

GISGISの利用の利用

・庁内および国内にある様々なデータベース
とGISユニットにより連携し、民間にもGIS
サービスを提供

・保健福祉GISや地区診断サポートシス
テムなど、一部のデータベースとGISユ
ニットにより連携

GISGISユニットユニット
による連携による連携
範囲範囲

・引越し等に関わらず、日本全国でサービス
を享受

・県や市などの特定の地域内対象地域対象地域

・健康情報に基づく、個々人に最適な健康増
進サービスの提供

・GISを利用したサービスの提供

・健康増進活動に関連する、さまざまな
情報（サービス）をワンストップで提供

・電子私書箱との連携により、生涯にわたる
健康に関する個人のあらゆる情報の管理

・自己の健康情報がいつでも・どこでも閲覧可
能

・特定健診の受診予約・結果閲覧ポータルサポータルサ
イトイトにおけにおけ
るるサービスサービス
の範囲の範囲

・被保険者である住民へのサービスも含めた
健康増進に関わる産官学民の様々な人々
を対象としたモデル

・保険者である行政の側での利用・支援
に主眼をおいたモデル

モデルの対モデルの対
象者象者

将来モデル将来モデル（（20202020年年））次期モデル次期モデル（（20102010年年））内容内容
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2.8. 将来モデル・次期モデルの実現にあたっての課題等 

将来モデル・次期モデルを実現にあたって想定される課題等を以下に整理した。 

（1） 施策や法制度上の課題 

 政府の IT 戦略および電子行政に関する施策との整合 

 統一的な個人 ID を管理できる制度（社会保障番号など）への対応 

 個人情報を扱うため個人情報保護に関する法や条例に基づいたデータの取り

扱い 

（2） システム構築・運用上の課題 

 ネットワーク環境の制約 

 自治体によっては、健診システム等が基幹系ネットワーク上にあり、インター

ネットに接続できずポータルとのオンライン情報連携ができない場合がある

事への対応 

 データ標準の必要性 

 連携対象となるデータに標準仕様がない場合、円滑な連携の妨げとなる 

 GIS の制約 

 自治体がGISを活用する上で、地名辞典や地図データが十分に整備できて

いない場合がある 

 情報提供方法の検討 

 通常のポータルサイトの利用方法と同様に、ポータルサイトを通じて利用者

が必要な情報を収集するしくみに加え、ポータルサイトへのアクセスをせず

に、利用者の携帯端末等へ利用者の必要な情報を送り出すしくみについて

の検討が必要。 

（3） 体制上の課題 

 ポータルサイトの運営主体 

 健康管理ポータルでは、様々な機関が所有する個人に資する情報を扱う可

能性があるため、ポータルサイトの運営主体については何らかの資格条件

の設定について検討が必要 
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第 3 章 実証実験モデルの設計 

3.1. 適用範囲の設定 

3.1.1. 実証実験システムの考え方 

現状調査の結果、福岡市ではすでに健康診断の受診率の向上に向けた取り組みが進

められていることから、地域情報プラットフォームの技術を活用し、官民のそれぞれの取り

組みを効果的に連携させることにより、より一層の健診の受診率向上に向けた効果を得ら

れることが期待できると考えられる。また、健康診断の受診率の向上のためには、受診対

象者に対し受診しやすい環境を整えることや、健康増進に関する有意な情報を提供する

ことが重要であると考えられる。 

これらのことから、第２章では次期モデルとして、特定健診の予約から結果の閲覧およ

び健康増進に関わる情報の提供を住民向けワンストップサービスとして実現するモデルを

設定した。 

この次期モデルを実現するにあたり、実証実験を実施して効果や課題を抽出するため

に実証フィールドで実現可能な”住民向け特定健診ポータルサイト”を実証実験システムと

して構築する。 

実証実験システムでは、地域情報プラットフォーム標準仕様 V2.0 に準拠する事を前提

に、健診の予約から結果閲覧のサービスを実現するとともに、GIS ユニットと連携した健康

増進に関わる情報の提供を実現する。 

平成２０年度地域情報プラットフォーム推進事業平成２０年度地域情報プラットフォーム推進事業の目的の目的
「地域情報プラットフォーム標準仕様書V2.0」に準拠したシステムの実証実験を行

い、様々な運用面などにおける課題の抽出と解決方策の提示を行うことで、国民
の利便性向上、行政事務の効率化及び地域の活性化に資する公共情報サービス
の早急な実用化と普及を図ること。

要件の整理

実証実験対象の設定

実証実験システムの対象範囲実証実験システムの対象範囲
「特定健康診査」（特定健診）に関する、上記の要件を満足する機能（サービス）を有し
たミニマムスペックの実証実験モデルを仮定する
GISユニットを導入することにより、地理空間情報を活用したサービスを実現する

実証実験システムに求められる要件実証実験システムに求められる要件
「地域情報プラットフォーム標準仕様書V2.0」に準拠したシステムであること
ワンストップサービスを実現すること
国民の利便性向上、行政事務の効率化及び地域の活性化に寄与するものである

こと

 

図 3-1 実証実験システムの対象範囲 
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3.1.2. 実証実験の対象範囲 

本実証実験では、特定健診と特定保健指導のうち、特定健診の予約から健診結果の

確認までに着目するため、対象範囲を特定健診とする。 

地域情報プラットフォーム技術により、福岡市で運用している既存の健診システムと連

携させることで、特定健診の予約から健診結果の閲覧までが可能な”住民向け特定健診

ポータルサイト”を構築し、その効果を測定する。また、GIS ユニットと連携し、健康増進に

関わる情報を地図情報として提供するとともに、BPM による健康管理協力店の申請手続き

のワンストップサービスを実装する事で、その効果について検証する。 

特定保健指導については、今回の実証実験では直接の対象範囲とはしないが、将来

的には、福岡市の取り組みや、他の地域情報プラットフォーム推進事業の実証実験等と連

携してサービスを拡張する事で、次期モデルや・将来モデルにつながるものと考えられる。 

特定健診の流れ特定健診の流れ 地域情報プラットフォームによる
住民向け特定健診ポータルの構築

地域情報プラットフォームによる
住民向け特定健診ポータルの構築

特定健診対象者

○既存の健診システムと連携
- 特定健診の受診予約～健診結果閲覧まで

のワンストップ化

○ＧＩＳと連携したサービス提供
- 健診機関の検索・受診の予約
- 健康管理協力店情報の検索・閲覧

特定保健指導特定保健指導

保健指導非対象者保健指導非対象者 保健指導対象者保健指導対象者

特定健診の受診特定健診の受診
オンライン予約オンライン予約

オンライン結果通知オンライン結果通知

特定健診の受付特定健診の受付

特定健診結果の通知特定健診結果の通知

実証実験対象範囲

 

図 3-2 実証実験の対象範囲 
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3.1.3. 実証実験システム概念図 

実証実験システムの概念図を図 3-3 に示す。 
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図 3-3 実証実験システム概念図 

実証実験システムは、実証実験で効果を測定するための観点として、次の 3 点を考慮

し、機能の構成を設定した。 

（1） 健診を予約しやすくする 

健診率アップへの効果につながるかを確認するために、従来は、電話で行われている

健診の予約を、住民向け特定健診ポータルサイト上からオンライン予約ができるようにす

る。 

（2） 過去から現在までの健診結果の閲覧 

住民の健康に対する意識向上の効果につながるかどうかを確認するために、従来は、

紙で通知される健康診査の結果を、過去の履歴も含め住民向け特定健診ポータル上から

オンラインで閲覧できるようにする。 

また、既存の健診システム上の健診結果情報を地域情報プラットフォーム準拠の業務

サービスインタフェースで適切に連携できるかどうかの確認も実施し、健診結果情報連携



第 3 章 実証実験モデルの設計 

3.1 適用範囲の設定 
 

［42］ 

のための実用仕様案の検討を行う。 

（3） 健康増進活動への誘導 

住民の健康に対する意識向上、および地域活性化の効果につながるかどうかを確認

するために、健康管理協力店等の情報を地図情報として住民向け特定健診ポータルサイ

トで提供すると共に、紙申請ベースで実施されている複数の健康管理協力店申請をオン

ラインワンストップサービスとして申請できるようにする。 

また、地図表示の機能には、ＧＩＳ共通サービス標準仕様 V2.0 に準拠した GIS ユニット

を導入し、地域情報プラットフォーム準拠のインタフェースで適切に連携できるかの確認も

実施し、GIS ユニットを活用した実用使用例の検討を行う。 
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3.2. システム構成 

3.2.1. システム構成図 

実証実験システムは、次の 5 つで構成されるものとする。 

 健診システム（健診ユニット） 

 健診予約サービス 

 GIS ユニット 

 健康管理協力店申請サービス 

 住民向け特定健診ポータルサイト 

これらの 5 つの構成要素と機能の関係をシステム構成図として図 3-4 に示す。 

市職員市職員

健康管理
協力店舗

健康管理
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健康管理
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図 3-4 システム構成図 
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3.2.2. システムの機能要件 

システムの構成要素ごとに、その概要及び機能の要件概要を表 3-1～表 3-3 に示

す。 

表 3-1 機能要件(1/3) 

1 健診システム（健診ユニット） 

 (概要) 健診データを管理し、提供するための業務ユニット。 

既存の健診システムを活用し、健診データを提供するための業務サービスインタ

フェースを「地域情報プラットフォーム標準仕様 V2.0」に準拠し実装する。 

  （既存システムとの関係） 既存の健診システムに追加して、分野横断基盤として

健診ユニットインタフェースを開発。 

 (機能) 受診結果提供 受診結果情報を提供できること。 

  特定健診対象者情報提供 特定健診対象者情報を提供できること。 

2 健診予約サービス 

 (概要) 特定健診の予約を実施するための業務サービス。業務サービスインタフェースは

「地域情報プラットフォーム標準仕様 V2.0」に準拠し実装する。 

  （既存システムとの関係） 分野横断基盤として開発。 

 (機能) 予約スケジュール情報提供 受診施設に対する予約スケジュール情報を提供で

きること 

  予約申込受付 

（申込/キャンセル） 

受診予約、キャンセルの申込ができること 

3 GIS ユニット 

 (概要) 地理空間データを管理し、提供するための業務ユニット。「地域情報プラットフォー

ム標準仕様 V2.0」に準拠した GIS 共通サービスインタフェースを備える。 

健康管理協力店の登録で登録された店舗情報も提供する。 

GIS ユニットの地理空間データは福岡市既存の統合型 GIS データを活用する。 

  （既存システムとの関係） 既存の統合型 GIS との連携とデータの活用を考慮し、新

たに GIS ユニット製品を導入。 

 地名辞典サービス 

 (機能) 地物情報提供 住所文字列による地理空間座標取得ができるこ

と。 

  地理識別子情報検索 地理識別子検索ができること。 

本実証実験では健康管理協力店の検索に用いる。 

 

地図表示サービス 



第 3 章 実証実験モデルの設計 

3.2 システム構成 

［45］ 

 

(機能) 地図画像情報提供 地図画像の提供ができること。 

表 3-2 機能要件(2/3) 

4 健康管理協力店申請サービス 

 (概要) 健康管理協力店の申請を受け付けるための業務サービス。 

業務サービスインタフェースは「地域情報プラットフォーム標準仕様 V2.0」に準拠し

実装する。 

また、各申請に対する登録処理などを行う業務ユニットも、健康管理協力店申請ユ

ニットとして構築することとする。 

（承認機能など一部の処理は、「地域情報プラットフォーム標準仕様 V2.0」準拠外

機能とする） 

※本実証実験では、「健康管理協力店」は、「禁煙協力店」「栄養成分表示店」「ＡＥ

Ｄ設置施設」のことを指す。 

  （既存システムとの関係） 分野横断基盤として開発。 

 健康管理協力店申請用ＢＰＭ 

 (機能) 登録申請受付 健康管理協力店登録申請の受付ができること。 

また、受付後に申請ユニットに対して登録申請キャ

ンセルを行えること。 

  登録申請状況照会 健康管理協力店登録申請の申請状況照会が行え

ること。 

 健康管理協力店申請ユニット 

 (機能) 登録申請受付 健康管理協力店登録申請の受付･キャンセルがで

きること。 

  登録申請状況照会 健康管理協力店登録申請の申請状況照会が行え

ること。 

  一覧表示情報提供 登録済み健康管理協力店の一覧情報を提供でき

ること。 

  新着情報提供 健康管理協力店に新規登録された情報を提供でき

ること。 

  申請承認 申請された情報に対して、承認処理が行えること。 

ただし、本機能は業務ユニット内部処理と位置づ

け、「地域情報プラットフォーム標準仕様 V2.0」準拠

外機能として設計、構築する。 
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表 3-3 機能要件(3/3) 

5 住民向け特定健診ポータルサイト 

 (概要) 各業務ユニットが提供するデータや業務サービスを活用し、特定健診対象者や民

間企業等に向け健康管理に関するワンストップサービスを提供するためのインター

ネット上に構築されるポータル。 

  （既存システムとの関係） 分野横断基盤として開発。 

 (機能) 特定健診予約機能 住民向け特定健診ポータルサイトから、医療・診療

機関、受診日付を選択し、健診予約が行えること。

本機能は、「2.特健診予約サービス」と「地域情報プ

ラットフォーム標準仕様書 V2.0」の技術仕様に基づ

き連携する。 

  特定健診機能 住民向け特定健診ポータルサイト利用者に対応す

る健診データを、健診システム（健診ユニット）から

取得して表示できること。本機能は、「1.健診システ

ム（健診ユニット）」と「地域情報プラットフォーム標

準仕様書 V2.0」の技術仕様に基づき連携する。 

  地図画像表示機能 住民向け特定健診ポータルサイト利用者の住所な

どに対応した周辺地図や、健康管理協力店登録で

登録された店舗情報も表示できること。本機能は、

「3. GIS ユニット」と「地域情報プラットフォーム標準

仕様書 V2.0」の GIS 共通サービスインタフェース仕

様に基づき連携する。 

  健康管理協力店申請機能 禁煙協力店、栄養成分表示店等の申請が、住民向

け特定健診ポータルサイトからワンストップで可能

となること。本機能は、「4.健康管理協力店申請サ

ービス」と「地域情報プラットフォーム標準仕様書

V2.0」の技術仕様に基づき連携する。 

また、本機能には健康管理協力店登録申請の新着

情報機能なども含むこととする。 
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（1） 健診システム（健診ユニット） 

福岡市では１９９２年に稼働した既存の健診システムが存在する。制度改正等に柔軟に

対応できる仕組みがあり、特定健診・特定保健指導のデータにも対応ができている。 

実際の運用では、各区の保健福祉センター等での集団健診の健診結果データが階層

化されて管理されると共に、医療機関での個別健診による健診結果も福岡市医師会でデ

ータ化・階層化され、市の健診システムに取り込まれる。健診システムは、未受診者への受

診勧奨を目的としたコールセンター（「市国民健康保険ご案内センター」）のシステムや汎

用統計システムとも連動しており、特定健診のインフラとして機能しているものである。 

実証実験では、福岡市より実運用のシステムとは別に健診システムのプログラムを借用

し、健診結果情報の提供のためのインタフェースを追加した。インタフェースは、「地域情

報プラットフォーム標準仕様書 V2.0」を考慮しつつ、既存システムの様式を基に設計・作

成した。実証実験においては、住民情報や健診結果情報はダミーデータで実施した。 

福岡市（健診システム）福岡市（健診システム）各区
保健福祉センター

各区
保健福祉センター

コールセンターコールセンターコールセンターコールセンター

 

健診データ

特定健診・特定保健指導の情報を管理特定健診・特定保健指導の情報を管理

福岡市医師会福岡市医師会
 

健診データ

特定健診・特定保健指導の情報を管理特定健診・特定保健指導の情報を管理

健診結果
階層化
データ

医療機関
（健診機関）

未受診者
データ

A病院

B病院

C病院

特定健診受診履歴取得ＩＦ

特定健診対象者認証ＩＦ

特定健診受診結果取得ＩＦ

実証実験用
に実装

 

図 3-5 健診システムの概要と実装 IF 
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（2） 健診予約サービス 

健診予約サービスは、サービスを導入する健診施設ごとにシステム構築（サーバの導

入）を行うことを前提とし、システム設計を行った。すなわち、これは、一つのポータルサー

バに対して、複数の予約管理サーバ（健診予約サービス）が接続されても対応できることを

意味している。例えば、複数の健診施設に対して ASP 方式による健診予約サービスを提

供する事業者などを想定する場合でも、対応可能である。 

ただし、今回の実証実験においては、全健診施設の予約サービスを 1 台のサーバ（保

健福祉センター）に集約して管理することとする。複数の健診施設の予約サービスを 1 台

のサーバで管理する形態でシステム設計を行うことで、システム運用面での汎用性を高め

ることができた。（図 3-6） 

また、今回の実証実験における健診予約サービスは、健診システムと同じサーバへ実

装することとしたが、システム設計上は個別のサーバへ機能を実装することを前提としてい

る。 

図 3-6 健診予約サービス 健診施設（保健福祉センター）設置状況と予約管理画面 
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上記の内容について、図 3-7に実運用を想定した場合の健診予約サービス部システム構成と、

今回の実証実験における同システム構成の違いをイメージにて示す。 

受診結果照会
特定健診対象者認証

実験用健診システム

特定健診対象者認証

受診結果管理

 

実験用健診システムサーバ

健診予約サービス
予約スケジュール管理

予約申込管理

住民向け
特定健診ポータル

ポータルサーバ  

予約関連処理

実証実験用ＩＤＣ

○ 実証実験におけるシステム構成

受診結果入力
（実証実験用内部処理）

保険福祉センターＡ

保険福祉センターＢ

保険福祉センターＣ

複数の健診施設に関する
予約管理処理を担う

受診結果照会
特定健診対象者認証

実験用健診システム

特定健診対象者認証

受診結果管理

 

実験用健診システムサーバ

健診予約サービス
予約スケジュール管理

予約申込管理

住民向け
特定健診ポータル

ポータルサーバ  

予約関連処理

実証実験用ＩＤＣ

○ 実証実験におけるシステム構成

受診結果入力
（実証実験用内部処理）

保険福祉センターＡ

保険福祉センターＢ

保険福祉センターＣ

複数の健診施設に関する
予約管理処理を担う

保険福祉センターＡ

保険福祉センターＢ

保険福祉センターＣ

複数の健診施設に関する
予約管理処理を担う

自治体

健診施設Ａ
予約管理サーバ

  

  健診施設Ｂ
予約管理サーバ

  健診施設Ｃ
予約管理サーバ

  健診施設Ｄ
予約管理サーバ

健診予約サービス

予約スケジュール管理

予約申込管理

健診予約サービス

予約スケジュール管理

予約申込管理

  健診施設Ｅ
予約管理サーバ

実験用健診システム

特定健診対象者認証

受診結果管理

実験用健診システム

特定健診対象者認証

受診結果管理

施設毎に健診予約サービスを構築し、
それぞれにおける予約スケジュールや、
予約申込の管理を行う。

受診結果入力については既存処理
にて、個別に行うことが前提。

※図中のサーバ名は仮称とする。

受診結果入力
（既存処理）

予約関連処理

健診システムサーバ

受診結果照会
特定健診対象者認証

各健診施設

住民向け
特定健診ポータル

ポータルサーバ
 

住民向け
特定健診ポータル

ポータルサーバ
 

 

自治体

○ 実用を想定したシステム構成

 

図 3-7 健診予約サービスのシステム構成 

（3） GISユニット 

（i） GISユニット機能一覧 

今回の実証実験で導入した GIS ユニットは、「地域情報プラットフォーム標準仕様 V2.0

／GIS 共通サービス標準仕様 V2.0」に準拠するものである。標準仕様で規定されたインタ

フェースと、今回の実証実験での利用状況を以下に示す。
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表 3-4 機能一覧（メッセージ利用状況） 

サービス 機能 メッセージ 機能説明
本実証実験における

利用有無

GS.1
地名辞典

GS.1.1 地理識別子検索 SearchPI 検索語句などに対応する地名辞典内の地理識別子を検索する。 有

GS.1.2 場所インスタンス取得 GetLocationInstance 地名辞典名称と地理識別子などから、座標などを取得する。 有

GS.1.3 場所インスタンス登録 AddLocationInstance 地名辞典に新たに地理識別子と位置座標などを登録する。 ―

GS.1.4 場所インスタンス更新 UpdateLocationInstance 地名辞典で管理されている地理識別子と位置座標などを更新する。 ―

GS.1.5 場所インスタンス削除 DeleteLocationInstance 地名辞典で管理されている地理識別子と位置座標などを削除する。 ―

GS.1.6 サービスメタデータ取得 GetCapabilities 地名辞典サービスメタデータを取得する。 ―

GS.2
地図表示

GS.2.1 地図画像取得 GetMap 地図画像を取得する。 ―

GS.2.2 地図画像URL 取得 GetMapUrl 地図画像へアクセスするためのURL を取得する。 有

GS.2.3 凡例画像取得 GetLegendImage レイヤの凡例画像を取得する。 ―

GS.2.4 地物情報取得 GetFeatureInfo 地図画像上より地物の情報を取得する。 有

GS.2.5 サービスメタデータ取得 GetCapabilities 地図表示サービスメタデータを取得する。 ―

ＧＩＳユニット

業務名機能一覧
（メッセージ利用状況）

 

（ii） 実証実験におけるインタフェース利用実例概要 

住民向け特定健診ポータルサイトにおける、GIS ユニットインタフェースの利用実例概

要を次に示す。ここでは概要のみを示し、利用実例詳細については、「実用仕様案」に記

載する。 

実験用ＧＩＳ
ユニット

地物情報表示

地図表示

周辺施設リスト表示

地図画像（URL）取得

[GS.2.2]GetMapUrl

場所インスタンス取得

[GS.1.2]GetLocationInstance

地図画像（URL）取得

[GS.2.2]GetMapUrl

地図画像（URL）取得

[GS.2.2]GetMapUrl

地図表示
サービス

地名辞典
サービス

実験用ＧＩＳ
ユニット

地物情報表示

地図表示

周辺施設リスト表示

地図画像（URL）取得

[GS.2.2]GetMapUrl

地図画像（URL）取得

[GS.2.2]GetMapUrl

場所インスタンス取得

[GS.1.2]GetLocationInstance

場所インスタンス取得

[GS.1.2]GetLocationInstance

地図画像（URL）取得

[GS.2.2]GetMapUrl

地図画像（URL）取得

[GS.2.2]GetMapUrl

地図画像（URL）取得

[GS.2.2]GetMapUrl

地図画像（URL）取得

[GS.2.2]GetMapUrl

地図表示
サービス
地図表示
サービス

地名辞典
サービス
地名辞典
サービス

 

図 3-8 GIS 共通サービスの利用場面 

（iii） GISユニットのデータ準備 

本実証実験における GIS ユニットのデータは、福岡市より借用した既存の統合型 GIS

データ（都市計画基本図など）、住居表示データ、目標物データ及び健康管理協力店デ

ータなどを利用している。 



第 3 章 実証実験モデルの設計 

3.2 システム構成 

［51］ 

GIS ユニットのデータと、借用データとの関係を図 3-9 に示す。 

地図表示サービス

地名辞典サービス

住居表示データ

目標物データ

住所情報地名辞典

識別子番号地名辞典

健康管理協力店
データ

・禁煙協力店
・栄養成分表示店
・ＡＥＤ設置施設

・特定健診施設
・禁煙協力店
・栄養成分表示店
・ＡＥＤ設置施設

アイコンレイヤ情報

・特定健診施設
・禁煙協力店
・栄養成分表示店
・ＡＥＤ設置施設

地図レイヤ管理データ

地図画像
データ

ＷｅｂＧＩＳ

地図レイヤ管理データ

地図画像
データ

統合型ＧＩＳ

データ変換

データ変換

特定健診受診施設
データ データ変換

データ移行

地図表示サービス

地名辞典サービス

住居表示データ

目標物データ

住所情報地名辞典

識別子番号地名辞典

健康管理協力店
データ

・禁煙協力店
・栄養成分表示店
・ＡＥＤ設置施設

健康管理協力店
データ

・禁煙協力店
・栄養成分表示店
・ＡＥＤ設置施設

・特定健診施設
・禁煙協力店
・栄養成分表示店
・ＡＥＤ設置施設

アイコンレイヤ情報

・特定健診施設
・禁煙協力店
・栄養成分表示店
・ＡＥＤ設置施設

地図レイヤ管理データ

地図画像
データ

地図画像
データ

ＷｅｂＧＩＳ

地図レイヤ管理データ

地図画像
データ

統合型ＧＩＳ

地図レイヤ管理データ

地図画像
データ

地図画像
データ

統合型ＧＩＳ

データ変換

データ変換

特定健診受診施設
データ

特定健診受診施設
データ データ変換

データ移行

 

図 3-9 GIS ユニットのデータ準備 
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（4） 健康管理協力店申請サービス 

健康管理協力店申請サービスは、将来的にＢＰＭ機能を持つ基盤製品の導入がなさ

れることを想定し、健康管理協力店申請用ＢＰＭ機能と、健康管理協力店申請ユニットの

機能を個別のサーバへ機能実装することを前提として、システム設計を行った。ただし、今

回の実証実験においては、それらの機能を１台のサーバへ配置している。 

実証実験における健康管理協力店申請サービス部の論理構成を図 3-10 に示す。 

栄養成分表示店申請ユニット

 

住民向け
特定健診ポータル

ポータルサーバ
 

住民向け
特定健診ポータル

ポータルサーバ
 

申請用ＢＰＭユニット
 

禁煙協力店申請ユニット

登録申請
登録申請状況照会

 

ＡＥＤ設置施設申請ユニット

 

申請承認申請承認

担当課職員担当課職員担当課職員

申請承認申請承認

申請承認申請承認

担当課職員担当課職員担当課職員

担当課職員担当課職員担当課職員

ポータルとの連携を目的としたインタフェース

ＢＰＭとの連携を目的としたインタフェース

ポータルとの連携を目的としたインタフェース

ＢＰＭとの連携を目的としたインタフェース

※図中のユニット名は仮称とする。

一覧情報提供
新着情報提供

登録申請
登録申請状況照会

一覧情報提供
新着情報提供

登録申請
登録申請状況照会

一覧情報提供
新着情報提供

登録申請・登録申請
状況照会受付機能

論理構成

 

図 3-10 健康管理協力店申請サービスの論理構成 
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（5） 住民向け特定健診ポータルサイト 

住民向け特定健診ポータルサイトの画面構成を表 3-5 に、画面イメージを図 3-11 に

示す。 

表 3-5 住民向け特定健診ポータルサイトの画面構成一覧 

No 画面 概要 

１ ログイン認証 ポータルサイトへのログインを行う。(ﾕｰｻﾞｰ ID/ﾊﾟｽﾜｰ

ﾄﾞの入力) 

２ 新規ユーザー登録 ポータルサイトユーザーの新規登録を行う。 

３ 健康管理ＭＡＰ 地図表示を行い、受診施設や健康管理店の検索を

行う。 

４ 特定健診サービスメニュー 

４－１ 特定健診受診予約 受診施設選択、受診日を選択し、特定健診受診対象

者認証を行った上で予約申込を行う。 

４－２ 特定健診サービス利用状況

照会 

サービス利用状況をフローイメージで表示する。 

４－３ 特定健診受診予約キャンセ

ル 

申込を行った予約情報のキャンセルを行う。 

４－４ 特定健診受診結果照会 特定健診の受診結果に対して、検歴選択、詳細表

示、時系列表示を行う。 

５ 健康管理協力店申請サービスメニュー 

５－１ 健康管理協力店申請 禁煙管理協力店、栄養成分表示店、ＡＥＤ設置施設

の登録申請を行う。 

５－２ 健康管理協力店申請状況照

会 

禁煙管理協力店、栄養成分表示店、ＡＥＤ設置施設

の登録申請状況をフローイメージで表示する。 

５－３ 健康管理協力店一覧 禁煙管理協力店、栄養成分表示店、ＡＥＤ設置施設

の登録済み情報を一覧表示する。 

６ 新着情報一括表示 禁煙管理協力店、栄養成分表示店、ＡＥＤ設置施設

の新着登録情報のタイトルを一覧表示する。 

６－１ 禁煙協力店新着情報表示 禁煙管理協力店の新着登録情報を表示する。 

６－２ 栄養成分表示店新着情報表

示 

栄養成分表示店の新着登録情報を表示する。 

６－３ ＡＥＤ設置施設新着情報表

示 

ＡＥＤ設置施設の新着登録情報を表示する。 
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図 3-11 住民向け特定健診ポータルサイトの画面 

代表的な画面の動作イメージを図 3-12～図 3-14 に示す。 

特定健診受診施設選択

地図表示

特定健診受診予約日付選択

予約日付選択カレンダー表示

特定健診受診者認証

特定健診受診者の認証

予約内容確認・申込

予約内容の入力・申込

特定健診ポータル特定健診ポータル

 

特定健診ポータル特定健診ポータル

 

ポータルユーザポータルユーザポータルユーザポータルユーザ

メ
ニ
ュ
ー

健診予約施設の選択健診予約施設の選択

予約申込み予約申込み

予約申込み認証予約申込み認証

利用者の自宅周辺の施設
が、地図とともに表示される

カレンダー表示上で受診
予約可能な日を確認

 

図 3-12 特定健診予約の動作イメージ 
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特定健診サービス利用情報照会

利用状況取得処理

特定健診予約キャンセル

予約キャンセル処理

特定健診受診結果照会

受診歴表示処理
受診結果時系列表示処理
受診結果詳細表示処理

ポータルユーザポータルユーザポータルユーザポータルユーザ

メ
ニ
ュ
ー

特定健診ポータル特定健診ポータル

 

特定健診ポータル特定健診ポータル

 

受診履歴時系列表示受診履歴時系列表示

受診結果詳細表示受診結果詳細表示

現在まで（過去３ヵ年分）の
健診結果が表示される

 

図 3-13 健診結果照会の動作イメージ 

 

健康管理協力店申請

ポータルユーザポータルユーザポータルユーザポータルユーザ

メ
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ー

メ
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ー

申請実行

個別申請内容の入力

施設情報（共通内容）入力

※申請種別毎に申請有無選択を行う

特定健診ポータル特定健診ポータル

 

特定健診ポータル特定健診ポータル

 

健康管理協力店申請状況照会

利用状況取得処理

健康管理協力店一覧

一覧情報取得処理（禁煙、栄養、ＡＥＤ）

地図表示処理

市担当職員市担当職員市担当職員市担当職員

健康管理協力店申請情報承認画面

健康協力店申請情報一覧

健康協力店申請情報詳細表示・承認

健康管理協力店申請情報承認画面

健康協力店申請情報一覧

健康協力店申請情報詳細表示・承認

※申請種別に応じた決裁
担当部署の職員が実施

申請施設情報入力申請施設情報入力

健康協力店一覧表示健康協力店一覧表示

担当職員用承認画面担当職員用承認画面

複数種類の申請が一度に
申請可能になる

申請種別ごとに、異なる部署の
職員の決裁が可能になる

 

図 3-14 健康管理協力店申請の動作イメージ 
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3.2.3. インタフェース設計概要 

構築システム全体のインタフェース構成を図 3-15 に示す。 

健診予約サービス

健康管理協力店申請サービス

健康管理協力店申請用ＢＰＭ

健康管理協力店申請ユニット

禁煙協力店
申請ユニット

栄養成分表示店
申請ユニット

ＡＥＤ設置施設
申請ユニット

実験用健診システム

予約スケジュール取得ＩＦ

予約申込ＩＦ

特定健診受診履歴取得ＩＦ

特定健診対象者認証ＩＦ

特定健診受診結果取得ＩＦ

一覧情報取得ＩＦ

新着情報取得ＩＦ

登録申請ＩＦ

登録申請状況
取得ＩＦ

（一括）登録申請ＩＦ

（一括）登録申請状況取得ＩＦ

「禁煙協力店申請ユニット」
と同等のＩＦ設計

ポータルとの連携を目的としたインタフェース

ポータル以外との連携を目的としたインタフェース

実験用ＧＩＳユニット

地名辞典サービスＩＦ 地図表示サービスＩＦ

住民向け特定健診ポータル

「禁煙協力店申請ユニット」
と同等のＩＦ設計

 

図 3-15 インタフェース構成 

上記で示したインタフェースの設計に当たっては、「地域情報プラットフォーム標準仕様

V2.0／自治体業務アプリケーションユニット標準仕様 V2.0」に倣い、個別詳細設計を実施

した。 
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3.2.4. データ設計概要 

構築システム全体のデータ構成を図 3-16 に示す。 

実験用ＧＩＳユニット
健康管理協力店申請サービス

健
康
管
理
協
力
店
申
請
用
Ｂ
Ｐ
Ｍ

健康管理協力店申請ユニット

禁煙協力店申請ユニット

○禁煙協力店申請情報

栄養成分表示店申請ユニット

○栄養成分表示店申請情報

ＡＥＤ設置施設申請ユニット

○ＡＥＤ設置施設申請情報

○地図画像情報
○レイヤ管理情報

○地名辞典情報

（地名辞典サービス） （地図表示サービス）

健診予約サービス実験用健診システム

○受診歴情報
○受診結果情報
○健診対象者情報

○予約スケジュール情報
○予約管理情報

住民向け特定健診ポータル
○ポータルユーザ情報
○受診施設管理情報

○特定健診予約管理情報
○その他画面表示管理情報

 

図 3-16 データ構成 
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3.3. 実証実験システム制約事項等 

実証実験システム構築にあたっての制約事項等を以下に示す。 

3.3.1. 実証実験システム環境の制約事項 

（1） 全般 

 サービス利用にあたってのユーザーID、パスワードは、ある特定の機関等により一元

的に管理されるものではなく、特定健診ポータルサイトで独自に設定・管理するもの

とする。 

 将来的には、社会保障カード番号などの導入が想定される。 

 健診予約、健康管理協力店申請時の申請者の本人確認機能（署名検証など）は実

証実験では対象外とするが、将来的には公的個人認証等の導入が想定される。 

（2） 健診システム 

 実証実験で利用する健診システムはダミーのデータを投入し、実験用の IDC に配置

する。 

 分野横断基盤として健診ユニットインタフェースを実装するにあたっては、健診シス

テムの内部データ構造に影響のない範囲で行うものとする。 

 健診結果照会機能は、「特定健診」の健診結果照会のみを対象とする。 

（3） 健診予約サービス 

 予約対象健診機関の登録・修正・削除の機能については実証実験では実現せず、

あらかじめ登録しておくものとする。 

 健診予約の変更機能は、キャンセルした上で再度予約するものとする。 

 予約申込時の「付加コースコード」は、本来であれば健診と同時に検査をする項目

（がん検診等）を示しているが、実証実験では擬似申請項目として扱い、健診予約

サービス、健診システムへの影響は無いものとする。 

 予約申込時の特定健診対象者認証機能は、受診券整理番号と被保険者番号のみ

の照合と、それ以上の本人確認機能は実証実験では対象外とする。 

（4） 健康管理協力店申請サービス 

 申請情報の重複登録に対するシステム上での抑制は実証実験では対応せず、申
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請・承認業務画面での運用による抑制を想定する。 

 登録機能のみの対応とする。削除、変更機能は直接 DB 操作での対応とする。 

 健康管理協力店申請に必要とされる添付資料については、実証実験では対応しな

い。 

3.3.2. GISユニットに関する事項 

（1） GISユニットの利用モデル 

本実証実験で導入した GIS ユニットは、GIS 共通サービス IF を通したポータルサイトへ

の地図画像・地物情報の提供以外にも、そのデータを共用することで庁内外業務等での

利用を目的とした高度な WebGIS 機能も併せ持つことが可能である。ワンストップサービス

における GIS ユニットの位置付けと、その利用モデルのイメージを以下に示す。 

正規化された住所データ

地名辞典データ導入モデル

基幹系システム

外国人登録

住民基本台帳

基幹系システム

外国人登録

住民基本台帳住民基本台帳

住居表示
データ ※

住居表示
データ ※

実験用ＧＩＳユニット

実験用
ＷｅｂＧＩＳ
実験用

ＷｅｂＧＩＳ

住民向け
特定健診ポータル

 

 

住民住民住民

庁内庁内庁内

実験用ＧＩＳユニット利用モデル

※今回の実証実験では、住居表示データから地名辞典データを作成

地名辞典
データ

ＧＩＳ共通サービスＩＦＧＩＳ共通サービスＩＦ

地名辞典データの登録

地名辞典
データ

地図表示
データ

 

図 3-17 実験用 GIS ユニット利用モデル 

（2） データの同期に関する制限 

GIS ユニットにおいて、地図表示サービスで利用される地図データと、地名辞典サービ

スで利用される地名辞典データは一般に独立しているが、利用側がそれぞれのサービス

を十分かつ容易に活用する上ではそれぞれのサービスのデータ間で同期が取れることが

望ましい。以下に課題の具体的イメージとその解決方策について示す。 
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地図表示
データ

地名辞典
データ

基幹系システム

住民基本
台帳など

基幹系システム

住民基本
台帳など
住民基本
台帳など

データ
更新

ポータル
コンテンツ用
施設情報

健康管理
協力店情報

など

健康管理
協力店情報

など

健康管理
協力店情報

など

住所情報データ更新系のインタフェースは、
地名辞典サービスにのみ定義されている

ポータル画面

不整合が発生！

ＧＩＳユニット

地域情報ＰＦ/ＩＦ

× アイコンは追加されない

地図画像内のアイコンを、地図表示サービスの
「レイヤ情報」として表示している場合・・・

【例：地図画像内アイコン表示】

○ リストに追加される！

【例：周辺施設一覧表示】

地名辞典サービス「SearchPI」を利用して、施
設一覧を表示している場合・・・

ＧＩＳユニット内でのデータ同期処理は未導入

ここでは、実証実験における具体例
として、康管理協力店情報が追加
された場合を想定する

追加

 

図 3-18 地名辞典と地図データの同期 

解決案１ 

GIS ユニットの内部処理として、地名辞典データ更新時に地図表示データにも更新を

反映する処理を導入することで、データの同期化を図る。 

地図表示
データ

地名辞典
データ

基幹系システム

住民基本
台帳など

基幹系システム

住民基本
台帳など
住民基本
台帳など

データ
更新

ポータル
コンテンツ用
施設情報

健康管理
協力店情報

など

健康管理
協力店情報

など

健康管理
協力店情報

など

住所情報

ポータル画面

ＧＩＳユニット

地域情報ＰＦ/ＩＦ

追加

地名辞典データ更新時に地図表示
データにも更新を反映する処理を導入

データ
更新

データの同期化

 

図 3-19 解決案１（地図表示データにも更新を反映する処理を導入） 

解決案２ 

現状の GIS 共通サービス標準仕様に対して、地図表示サービス用データ更新インタフ

ェースを追加することで、双方へのデータ更新を可能とする。（更新側で双方へのデータ

更新処理が必要） 
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地図表示
データ

地名辞典
データ

基幹系システム

住民基本
台帳など

基幹系システム

住民基本
台帳など
住民基本
台帳など

データ
更新

ポータル
コンテンツ用
施設情報

健康管理
協力店情報

など

健康管理
協力店情報

など

健康管理
協力店情報

など

住所情報

ポータル画面

ＧＩＳユニット

地域情報ＰＦ/ＩＦ

追加

地図表示サービス用データ更新インタ
フェースを追加する

データ
更新

データの同期化

地域情報ＰＦ/ＩＦ

 

図 3-20 解決案２（地図表示サービス用データ更新インタフェースを追加） 

解決案３ 

両サービス（地図表示、地名辞典）に対してのデータ登録用ドライバを導入し、そのドラ

イバを介した GIS データ（地理空間情報）の一元管理を図る。 

地図表示
データ

地名辞典
データ

基幹系システム

住民基本
台帳など

基幹系システム

住民基本
台帳など
住民基本
台帳など

データ
更新

ポータル
コンテンツ用
施設情報

健康管理
協力店情報

など

健康管理
協力店情報

など

健康管理
協力店情報

など

住所情報

ポータル画面

ＧＩＳユニット

追加

地図表示サービス用データ更新インタ
フェースを追加する

データ
更新

データの同期化

データ登録用ドライバ

 

図 3-21 解決案３（データ登録用ドライバの導入） 

（3） 地名辞典サービス利用時の住所の揺らぎ 

GIS ユニットの地名辞典は、庁内の各システムからの利用される際の住所の揺らぎを解
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消するために、地域情報プラットフォームガイドライン（別冊 GIS 共通サービスガイドライン）

では、住民基本台帳等の基幹系システムで持つ住所情報から整備されることが推奨され

ている。住所の揺らぎの例としては、「○○県△△市□□区 1 丁目 2 番 3 号」と「△△市□

□区 1-2-3」などがある。これらは、都道府県を含むものと含まないものと違いや、地番の

表し方が異なるものの同じ住所を示すものである。 

本実証実験では、福岡市より提供を受けた住居表示データから住所情報の地名辞典

を構築した。住所表記は揺らぎを持たず正規化された状態で地名辞典が構築されている。

この地名辞典が地域ポータルサイトなどの外部システムから利用されることを想定した場合、

地名辞典サービスに入力される住所表記は必ずしも一定ではなく、地名辞典内の住所表

記と一致しないことが想定される。以下に課題の具体的イメージとその解決方策について

示す。 

地名辞典
データ

地名辞典
データ

要求された住所表記で完全一致するデー
タを提供する。

正規化された住所データ

基幹系システム

外国人登録

住民基本台帳

基幹系システム

外国人登録

住民基本台帳住民基本台帳

ＧＩＳユニット

地名辞典データ内の正規化住所情報イメージ

住民住民住民

地図画像表示機能において、
「住所の揺らぎ」が問題となる具体例

同じ住所を示していても、住所表記が異
なることで座標情報を取得できない

自宅住所を中心とした
地図画像を要求できない・・・

○○県○○市○○区○○1丁目2番3号

○○市○○区○○1-2-3

×

同じ住所を示していても、住所表記が異
なることで座標情報を取得できない

自宅住所を中心とした
地図画像を要求できない・・・

○○県○○市○○区○○1丁目2番3号

○○市○○区○○1-2-3

○○県○○市○○区○○1丁目2番3号

○○市○○区○○1-2-3

×

ポータルユーザが画面から入力する住所
文字列は、様々な表記となる

住民向け
特定健診ポータル

 

住民向け
特定健診ポータル

 

自宅周辺の
地図が見たい

自宅周辺の
地図が見たい

自宅住所を中心とした
地図画像を要求できる

地名辞典データと同じ住所表記であれば
座標情報の取得は可能

○

○○県○○市○○区○○1-2-3

○○県○○市△△区○○1235

○○県○○市××区××3-104

○○県○○市××区××2-1-23

○○県○○市○○区△△１-9-12

○○県○○市○○区○○1-2-31

○○県○○市△△区○○1235

○○県○○市××区××3-104

○○県○○市××区××2-1-23

○○県○○市○○区△△１-9-12

○○県○○市○○区○○1-2-31

 

図 3-22 地名の揺らぎ 

解決案１ 

標準仕様では、機能として表記の揺らぎを吸収する事は規定していないが、GIS ユニッ

ト内部の処理として、「住所正規化処理」を導入することで、表記が揺らいでいる住所であ

っても、データ取得できることを可能である。 

ただし、この場合には、提供サービスの内容を公開するサービスメタデータ等により利

用者側に住所正規化処理が組み込まれていることを知らせる事が必要である。 
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解決案 2 

ポータルサイトの画面にて、住所の入力を自由入力とするのではなく、条件を絞り込ん

だ上での選択方式などを採用することで、ポータルから GIS ユニットに要求するときの住所

表記と、地名辞典データの住所表記とを一致させる。 

地名辞典データを親子関係で階層化し実装する事が望ましい。 
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第 4 章 実証実験による効果測定と課題解決方法の検討 

4.1. 測定指標の設定 

4.1.1. 効果測定方法 

本実証実験における効果の測定にあたっては、公共サービスや政策を体系的に測

定・評価するための理論である「ロジック・モデル」による「電子行政の評価フレームワー

ク」（図 4-1）を使用した評価方法を採用した。 

ロジック・モデルでは、単に、「どれだけ多くの特定健診対象者（ワンストップサービス

の標的集団）に対し、どれだけのサービスを提供したか。」という観点の評価だけではなく、

ワンストップサービスの目標を明確にした上で、住民向け特定健診ポータルサイトの構築

を通じて、その目標に対してどの程度の成果が上がったのか（達成できたのか）どうかを

評価・分析するものである。 

 

 

（参考：「：電子行政の評価フレームワークと電子申請の利用促進方法の分析結果」 

首相官邸 IT 戦略本部 電子政府評価委員会（平成 19 年度 第２回）会議資料より） 

図 4-1 ロジック・モデルについて 

これを踏まえ、本事業のミッションとして、①受診率の向上、②疾病予防（生活習慣病

医療費負担の適正化）、③市民の健康増進活動の育みによる地域活性化の 3 つを定め、

これを実現するための戦略・政策、施策・事業、活動・プロセス、およびそれらの効果を

測定する指標を図 4-2 のとおり設定した。 
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＜予算＞ ＜活動・プロセス＞ ＜施策・事業＞ ＜戦略・政策＞ ＜ミッション＞
●健康管理ポータルの開発・
運用予算

●健康管理ポータルによる
サービスの提供

●健康増進活動の呼びかけ ●健康増進活動の実施 ●受診率向上

●ＧＩＳの導入・運用予算 ●ＧＩＳを利用した分析・評価 ●保健分野に関する現状の把
握・分析と対応策の

●個々人へのきめ細やかな保
健指導

●疾病予防（生活習慣病医療
費負担の適正化）

●健康管理ポータルの利便性
向上

●健康増資に関するサービス
の提供

●市民の健康増進活動の育
みによる地域活性化

＜インプット＞ ＜スループット＞ ＜アウトプット＞ ＜中間アウトカム＞ ＜最終アウトカム＞
●IT費用 ●健康管理ポータルによる

サービスの提供
●健康増進活動の呼びかけ ●健康増進活動の実施 ●受診率の向上

□ポータル導入費用
□ポータル運用費用
□健診予約システム等の
導入・運用費用
□ＧＩＳ導入・運用費用

□健診予約機能の提供
□結果閲覧機能の提供
□健康管理協力店の情報
提供
□各種健康情報サービス
の提供
□健康管理協力店の申請

□参加企業・団体･個人の
数

□市民の健康意識の向上
□健康増進サービスの提
供

□受診率

●人件費 ●ＧＩＳを利用した分析・評価 ●保健分野に関する現状の把
握・分析と対応策検討

●個々人へのきめ細やかな保
健指導

●疾病予防（生活習慣病医療
費負担の適正化）

□運用に関する人件費 □ＧＩＳデータ整備 □現状把握・分析の効率化
と確実性

□保健指導の実施 □生活習慣病医療負担額

●健康管理ポータルを利便性
の向上

●健康増進に関するサービス
の提供

●市民の健康増進活動の育
みによる地域活発化

□操作のしやすさ
□健診予約のしやすさ
□結果閲覧の利便性
□コンテンスの豊富さ
□健康増進サービスへの
興味

□健診予約・結果閲覧サー
ビスの充実
□健康増進に関するコンテ
ンツの充実

□健康増進関連分野の市
場規模

結
果

（
評
価
フ
レ
ー

ム
ワ
ー

ク

）

立
案

 

図 4-2 本事業における評価フレームワーク 
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4.1.2. 測定指標の設定 

実証実験システムは、特定健診に焦点をあて、「特定健診の予約の向上」、「過去か

ら現在までの健診結果閲覧の利便性の向上」、「健康増進活動への参加誘導」の 3 点の

実現を目指したものである。これを踏まえ、評価フレームワークで設定した指標のうち、

「健診予約のしやすさ」、「結果閲覧の利便性」、「履歴閲覧の利便性」、「健康増進サー

ビスへの興味」、「コンテンツの豊富さ」を実証実験における評価の対象とした。（以下、

評価指標という） 

評価フレームワークで挙げた 3 つのミッションは、主として市民の活動に関わるもので

あるため、実証実験の評価の対象も市民を対象とした。 

表 4-1 実証実験における測定指標  

ミッション 

ロジッ

ク・モデ

ル 

実績目標  測定指標（目標値） 

受 診 率 の

向上  

アウトプ

ット 

健 康 管

理ポータ

ル の 利

便 性 の

向上  

特定健診の予

約の向上  

健診予約のしやす

さ 

65％ 

（実証実験フィール

ドの福岡市が目 指

す平成 24 年の受

診率の目標値） 

操作のしやすさ 

疾病予防  

（生 活 習 慣

病 医 療 費

負 担 の 適

正化） 

過 去から現 在

までの健 診 結

果閲覧の利便

性の向上  

結 果 閲 覧 の 利 便

性 

履 歴 閲 覧 の 利 便

性 

市 民 の 健

康 増 進 活

動 の 育 み

による地域

活性化  

健康増進活動

への参加誘導  

健康増進サービス

への興味 

コンテ ンツ の 豊 富

さ 
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4.2. 実証実験の実施内容 

4.2.1. 実証実験の実施項目の設定 

前項表 4-1 で設定した測定指標を確認する方法として、実証実験の被験者に対し

てアンケートを実施することとした。なお、アンケート用紙を巻末に添付する。 

設定した測定指標を確認するために、それぞれの測定指標に対し、以下のような項

目を設定した。 

表 4-2 測定指標を確認するためのアンケート項目  

ミッション 測定指標  アンケート項目  

受診率向上  

健 診 予 約 の し

やすさ 

＜受診機会向上への寄与＞ 

自宅のパソコンや携帯電話を利用して、健康診断の受診日

や受診施設を予約できるしくみがあれば、使ってみたいと思

いますか。 

操 作 の し や す

さ 

＜システムの操作性＞ 

システムの操作性について、操作しやすいと思いますか。 

＜画面のみやすさ＞ 

システムの画面内容について、見やすいと思いますか。 

＜地図（GIS）の有効性＞ 

自宅のパソコンや携帯電話を利用して、自宅周辺の健康診

断の受診施設を地図上で確認できるしくみがあれば、使っ

てみたいと思いますか。 

疾病予防（生

活 習 慣 病 医

療 費 負 担 の

適正化） 

結果閲覧の利

便性  

＜結果閲覧の利便性＞ 

自宅のパソコンや携帯電話を利用して、受診した健康診断

の健診結果が閲覧できるしくみがあれば、便利だと思いま

すか。 

＜履歴閲覧の利便性＞ 

自宅のパソコンや携帯電話を利用して、過去数年分の健康

診断の健診結果の推移が確認できる事ができれば、便利

だと思いますか。 

＜パソコン等の利用ができない人に対する利便性＞ 

区役所等の窓口で健康診断の予約や健診結果の閲覧が

できると、便利だと思いますか。 
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市 民 の 健 康

増 進 活 動 の

育みによる地

域活性化  

健康増進  

サービスへの 

興味  

＜健康増進サービスへの興味＞ 

福岡市では「禁煙協力店」や「栄養成分表示の店」という取

り組み行っています。自宅のパソコンや携帯電話を利用し、

地図上で「禁煙協力店」や「養成分表示の店」の位置確認

や、その店の情報入手ができると便利だと思いますか。 

コンテンツの 

豊富さ 

＜コンテンツの豊富さ＞ 

システムのコンテンツ内容は充実していると思いますか。 

なお、アンケート項目としては、被験者の特性を把握する目的で、以下の項目も設定

した。 

表 4-3 被験者の特性把握に対するアンケート項目  

確認事項  アンケート項目  

国民健康保険被保険者かど

うか 

あなたのご加入されている健康保険の種別を教えてください。 

健康意識について 
あなたは、普段からご自分の健康には気をつけていますか？ 

健康に気をつけるために、普段から何をしていますか？ 

特定健診の認知度  
平成 20 年 4 月から「特定健診」が開始していますが、特定健

診を知っていますか？ 

特定健診の受診状況  

あなたは、今年度（平成 20 年度）に特定健診もしくは、同等の

健診を受診しましたか？ 

（または、受診する予定ですか？） 

特定健診未受診の理由 
受診していない（受診する予定がない）のは、どの様な理由で

すか？ 

システムの利用効果の前提と

なるパソコン利用率  

普段から、ご自宅や職場などでパソコンを利用していますか？ 

普段から、携帯電話を利用していますか？ 

普段から、携帯電話のメール機能を利用していますか？普段

から、”i-mode”等の携帯サイトを利用していますか？ 

 

 



第 4 章 実証実験による効果測定と課題解決方法の検討 

4.2 実証実験の実施内容 

［69］ 

4.2.2. 実証実験の被験者の設定 

福岡市に於いては、健康増進活動への理解を深め、健康意識を向上させることで受

診率そのものを向上させる取り組みを行っている。 

一方、本事業のミッションの一つに、“特定健診”の受診率向上が掲げられており、実

証実験における受診率向上を評価する指標として、「健診予約のしやすさ」、「操作のし

やすさ」を挙げている。すなわち、これらの向上が、健康意識を向上させることにつなが

れば、受診率向上に寄与することになる。これは、国民健康保険被保険者に限ったこと

ではない。 

実証実験の対象者は、直接的な対象者である国民健康保険被保険者だけに限定

すると、十分なサンプル数が収集できないことが懸念されたため、国民健康保険被保険

者以外の方も被験者に含めて実施することにした。 

なお、本事業は ICT を利用したものであるため、被験者は ICT のスキル（パソコンの

利用経験）をある程度持った人が望ましい。 

以上を踏まえ、実証実験の被験者については、以下のように区分し、実証実験を実

施することにした。 

①国民健康保険被保険者で、かつパソコンを使えるスキルのある人 

本実証実験システムにより、効果が大きく得られる方 

②国民健康保険被保険者で、かつパソコンを使えない人 

パソコンの代替手段として携帯電話での閲覧等を想定して質問に回答することで

本実証実験システムの効果を確認する 

③国民健康保険被保険者以外で、かつパソコンを使えるスキルある人 

本実証実験システムの直接的な想定利用者ではないものの、パソコンを利用でき

るスキルがある点において、「①国民健康保険被保険者で、かつパソコンを使える

スキルのある人」と共通の特性を有していると考えられるため、「①国民健康保険

被保険者で、かつパソコンを使えるスキルのある人」の傾向をつかむためのサンプ

ルとして補完が可能である。 

④国民健康保険被保険者以外で、かつパソコンを使えない人 

本実証実験システムの直接的な想定利用者ではないものの、パソコンを使えない

点において、「②国民健康保険被保険者で、かつパソコンを使ない人」と共通の特

性を有していると考えられるため、「②国民健康保険被保険者で、かつパソコンを
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使ない人」の傾向をつかむためのサンプルとして補完が可能である。 

 

図 4-3 実証実験の対象者のパターン分類  

4.2.3. 実証実験の実施方法 

前項図 4-3 で示した被験者のパターン分類を踏まえ、次の 3 つの方法により実証実

験をおこなった。3 つの方法の被験者の網羅性を図 4-4 に示す。 

女女女女

７４歳

男男男男

④PC未利用
者

③PC利用者②PC未利用
者

① PC利用者

４０歳未満

４０歳

６５歳

国民健康保険 被保険者以外国民健康保険 被保険者

女女女女

７４歳

男男男男

④PC未利用
者

③PC利用者②PC未利用
者

① PC利用者

４０歳未満

４０歳

６５歳

国民健康保険 被保険者以外国民健康保険 被保険者

方法１）

方法２）

方法３）

：特定健診の直接的な対象者

 40 歳から 74 歳未満：特定健診対象者 

65 歳以上：介護予防健診対象者 

図 4-4 実証実験の対象者の網羅性  
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また、各実証実験の方法に対応する被験者の属性およびパターン分類の対応関係

を表 4-4 に示す。 

表 4-4 被験者の属性およびパターン分類の対応関係  

方法 実証実験の被験者の属性 パターン分類 

１） パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、特定健診対象世代

の国民健康保険被保険者である人を対象 

①・② 

２） 年代、パソコンを使えるスキルの有無および国民健康保険被保

険者であるかどうかに関わらず、全ての人を対象 

①・②・③・④ 

３） パソコンを使えるスキルがあり、特定健診対象世代の国民健康

保険被保険者以外である人を対象 

③ 

 

（1） 方法１）商店街推進活動での確認 

表 4-5 の内容で実施した。被験者の特性は、以下のとおりである。 

 全員が、国民健康保険の被保険者である。 

 被験者全員が、40 歳以上で特定健診対象者である。 

 年代比では 60 代が 40％を占める。 

 普段から自宅や職場でのパソコンの利用状況に関する問の結果から、パソコ

ンの利用者は、約 5 人に 1 人（20％弱）であり、方法 2 の被験者（年代、パソコ

ンを使えるスキルの有無および国民健康保険被保険者であるかどうかに関わ

らず、全ての人を対象）が約 40％程度であるのに比べ割合が低い。 

表 4-5 方法１）による実施内容  

項目  説明  

方法  福岡市が実施する商店街での出前健診において、アンケートを配布し測定指

標を確認する。 

実施日  3 月 3 日 

実施場所  上川端の商店街  

被験者  商店街で就労されている方、および近隣住民で、国民健康保険被保険者を対

象 

実施内容  アンケート調査  

実施概要  実証実験システムの画面イメージや内容を簡単に示したイラストを挿入したア

ンケート用紙に、実証実験システムの効果に関する簡単な質問について、回

答いただく（回答は選択式） 
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被験者数  全体 47 名 
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被験者の年代構成

21.3%

19.1%

42.6%

17.0%

40代

50代

60代

70～74

 
被験者の健康保険証の種別

100.0%

国民健康保険

 
普段から自宅や職場で

パソコンを利用していますか。

19.1%

63.8%

17.0% はい

いいえ

無回答

 

図 4-5 方法１）の被験者の特性  
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（2） 方法２）特定健診プロモーションイベントでの確認 

表 4-6 の内容で実施した。被験者の特性は、以下のとおりである。 

 被験者が 20 歳代から７０代（75 歳以上）まで幅広い。 

 特定健診の受診対象者外の被験者が含まれている。 

 年代比では 60 代が多く 36％を占める。 

 国民健康保険の被保険者は 2 人に 1 人（約 43％） 

 パソコンの利用者割合は、半数弱（約 43％）である。 

表 4-6 方法 2）による実施内容  

項目  説明  

方法  福岡市がショッピングセンター等で実施する特定健診プロモーションイベントに

おいて、アンケートを配布し確認する。 

実施日  2 月 12・13 日 2 月 14 日・15 日 2 月 20・21 日 

実施場所  ダイエー福重店・ダイエーマリナタウン店・イオン香椎浜店 

被験者  一般来場客  

（加入している保険・年齢・性別問わず） 

実施内容  アンケート調査  

実施概要  実証実験システムの画面イメージや内容を簡単に示したイラストを挿入したア

ンケート用紙に、実証実験システムの効果に関する簡単な質問について、回答

いただく（回答は選択式） 

被験者数  全体 113 名 

 

図 4-6 特定健診プロモーションイベントにおけるアンケート調査の風景  

参考までに、国民健康保険被保険者のみを抽出した場合、パソコンの利用状況は方

法１（パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、特定健診対象世代の国民健康保険被

保険者である人を対象）の被験者と同程度となる（図 4-8 参照）。
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被験者の年代構成

0.7% 8.0%

12.7%

22.0%

38.0%

15.3%

3.3%

20代

30代

40代

50代

60代

70～74

75以上

 
被験者の健康保険証の種別

43.7%

27.2%

8.7%

1.0%

7.8%

6.8%
4.9% 国民健康保険

組合管掌健康保険

全国健康保険協会管掌健保

船員保険

共済組合

その他

無回答

 
普段から自宅や職場で

パソコンを利用していますか。

42.7%

55.3%

1.9%

はい

いいえ

無回答

 

図 4-7 方法 2）の被験者の特性
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被験者の年代構成

7.0%

18.6%

51.1%

18.6%

4.7%

40代

50代

60代

70～74

75以上

 

普段から自宅や職場で
パソコンを利用していますか。

25.6%

72.1%

2.3%

はい

いいえ

無回答

 

図 4-8 方法 2）の被験者のうちの国民健康保険被保険者の特性  
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（3） 方法３）モニター募集による確認 

表 4-7 の内容で実施した。被験者の特性は、以下のとおりである。 

 福岡市の職員向けのメタボリック対策運動に参加されている 40 歳以上の職員

と職員 OB に協力頂いたため、被験者が 40 歳代から 60 歳代までとなる。 

 国民健康保険被保険者は含まれていない。 

 年代比では 50 代が 45％を占める。 

表 4-7 方法 3）による実施内容  

項目  説明  

方法  福岡市職員向けのメタボ対策運動の参加者に、実証実験システムを実際

に利用して頂き、詳細なインタビュー等で確認する。 

実施日  3 月 3 日～10 日 

実施場所  参加者の自宅のパソコン 

被験者  メタボ対策運動に参加の福岡市職員＋職員 OB（160 名程度）の中からご協

力をいただけた方 

業務及びご自宅で一般的な PC 利用スキルがある方 

実施内容  実証実験システムのサイトへ直接アクセスしてもらい、操作していただく。 

実施概要  「住民向け特定健診ポータルサイト」操作手引き（簡略版）を参加者に配布

し、実際に実証実験サイトで、各機能を操作していただく。 

被験者数  全体 17 名（詳細にご意見・ご指摘をお寄せいただいた方） 

被験者の年代構成

47.1%

41.2%

11.8%

40代

50代

60代

 

図 4-9 方法 3）の被験者の特性  
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4.3. 測定結果 

方法１～方法３のそれぞれの実証実験の結果については、巻末に整理する。 

ここでは、設定した各指標に対しての結果を示す。 

なお、ミッション・測定指標・各実施方法とアンケート項目との関係をに示す。 

表 4-8 ミッション・測定指標・各実施方法とアンケート項目との関係  

ミッション 測定指標  方法 1) 方法 2) 方法 3) 

受診率の向上  健診予約のしやすさ 問 3-3.2 問 3-3.2 問 2-2 

操作のしやすさ 問 3-3.1 問 3-3.1 問 2-1 

問 4-1 

問 4-3 

疾病予防  結果閲覧の利便性  問 3-3.3 

問 3-3.4 

問 3-3.3 

問 3-3.4 

問 2-3 

問 2-4 

地域活性化  健 康 増 進 サ ー ビ ス へ

の興味 

問 3-3.5 問 3-3.5 問 2-5 

コンテンツの豊富さ － － 問 4-5 

受診率の向上、疾病予防  問 3-4 問 3-4 － 

4.3.1. 受診率向上 

（1） 健診予約のしやすさ 

実証実験では、以下の質問により、健診予約システムが受診機会の向上へ寄与する

かどうかを調査した。 

 ご自宅のパソコンや携帯電話を利用して、健康診断の受診日や受診施設を

予約できるしくみ（システム）があれば、使ってみたいと思いますか 

【グラフ解説】 

 健診予約システムを利用してみたいとの回答は、方法２（年代、パソコンを使え

るスキルの有無および国民健康保険被保険者であるかどうかに関わらず、全

ての人を対象）では「ぜひ使ってみたい」と「少し思う」を合わせて約 60％の人

から得られたものの、方法１（パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、特定

健診対象世代の国民健康保険被保険者である人を対象）では約 30％に留ま

った。 

 未受診、もしくは受診の予定のない人は、利用したいとの回答が低い傾向に
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あるが、それでも「ぜひ使ってみたい」と「少し思う」を合わせて、方法１（パソコ

ンを使えるスキルの有無に関わらず、特定健診対象世代の国民健康保険被

保険者である人を対象）では約 25％、方法 2（年代、パソコンを使えるスキルの

有無および国民健康保険被保険者であるかどうかに関わらず、全ての人を対

象）では約 50％が使ってみたいと回答している。 

 パソコン利用者に限定した場合（図 4-11）は、「ぜひ使ってみたい」と「少し思

う」を合わせて、方法１（パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、特定健診

対象世代の国民健康保険被保険者である人を対象）では約 30％、方法 2（年

代、パソコンを使えるスキルの有無および国民健康保険被保険者であるかどう

かに関わらず、全ての人を対象）では約 90％が使ってみたいと回答しており、

より高い評価となった。 

【結果考察】 

 未受診、もしくは受診の予定のない人でも、25～50％が使ってみたいと回答し

ていることを考えると、受診率向上への効果が期待できる。 

 方法１（パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、特定健診対象世代の国民

健康保険被保険者である人を対象）と方法 2（年代、パソコンを使えるスキルの

有無および国民健康保険被保険者であるかどうかに関わらず、全ての人を対

象）の差は、パソコンの利用者の差である可能性が考えられたが、パソコン利

用者に限定した場合も、方法１と方法２で 60％近くの差があり同様の傾向が見

られた。これは、方法１）商店街と方法２）ショッピングセンターのそれぞれの被

験者における、自宅のパソコンや携帯電話を利用した健康診断の受診日や受

診施設を予約できるしくみ（システム）の存在を受診予約のしやすさとして捉え

る際の捉え方に関する特性の違いと考えることができるため、受診率向上に向

けての対策にあたっては、これらの特性を十分把握・分析した上で、どのよう

すれば、効果的に健診予約のしやすさが、これらの方々にとって受診機会の

向上へ寄与するか、検討する必要があると考えられる。
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方法１）商店街推進活動での確認  

13.2 11.1 15.0

15.8 22.2
10.0

23.7

33.3

15.0

15.8

11.1

20.0

10.5

5.6

15.0

21.1
16.7

25.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

全体（商店街） 受診済・受診予定 非受診・予定無

無回答

⑤わからない

④全く思わない

③あまり思わない

②少し思う

①ぜひ使ってみたい

 

方法２）特定健診プロモーションイベントでの確認  

41.0
46.5

34.3

23.1

30.2

14.3

16.7

7.0

28.6

10.3
11.6

8.6

3.8
2.3

5.7

5.1 2.3
8.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全体（ショッピングセンター） 受診済・受診予定 非受診・予定無

無回答

⑤わからない

④全く思わない

③あまり思わない

②少し思う

①ぜひ使ってみたい

 

図 4-10 健診予約のしやすさに対する測定結果  
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2人

28人
30人1人

12人

13人

4人

4人

8人2人

2人

0%

20%

40%

60%

80%

100%

方法１） 方法２） 全体［方法１+方法２］

④全く思わない

③あまり思わない

②少し思う

①ぜひ使ってみたい

 

図 4-11 （参考）パソコン利用者に限定した場合の測定結果  

方法１ 方法 2 全体  
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（2） 操作のしやすさ 

（i） システムの操作性 

以下の質問により、システムの操作性について調査をした。 

 システムの操作性について、操作しやすいと思いますか 

【グラフ解説】 

 方法３（パソコンを使えるスキルがあり、特定健診対象世代の国民健康保険被

保険者以外である人を対象）でシステムの操作性については、操作しやすい

との回答は「強く思う」と「少し思う」を合わせて 47％に留まり、残りの被験者のう

ち無回答を除き 47%の方がたが「あまり思わない」という回答となった。 

【結果考察】 

 操作性については、有効回答の半数が操作しやすいと回答しているが、より

操作性の向上を図るため、表 4-9 に挙げられた意見を、今後のシステム開発

に役立てる。 

システムの操作性について、操作しやすいと思いますか。

12%

35%47%

6% ①強く思う

②少し思う

③あまり思わない

無回答

 

図 4-12 操作のしやすさに対する測定結果  
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表 4-9 自由記述による操作性に関する意見  

画
面
・
入
力
に
つ
い
て 

右側の受診医療機関をもっと増やして表示して欲しい。（せめて区毎に選択の余地が

増える）（50 歳代男性） 

整理番号は半角で、被保険者番号の先頭全角ひらがなで後ろの数字は半角で入れな

いとダメでした。面倒。（40 歳代女性） 

メニューが漢字ばかり並んでいて見づらい。（40 歳代男性） 

字が小さい。行間が詰まっている。（40 歳代男性） 

緑系の色しか使用されておらず安っぽい。（40 歳代男性） 

ボタンの改善や文字の濃さや大きさなど改善が必要と思われます。（40 歳代女性） 

ポータルログイン画面 キーボード入力が半角か全角かわかるようにして欲しい。 

（50 歳代女性） 

受診予約-認証画面 キーボード入力が半角か全角かわかるようにして欲しい。 

（50 歳代女性） 

障害や思った通りにならなかった時の「ヘルプモード」ができたら良くなると思う。 

（50 歳代男性） 

シ
ス
テ
ム
化
自
体
に
関
す
る
ご
意
見 

システム化自体の有効性に疑問。受診結果についてはシステム化し、最近ではパソコ

ンから閲覧可能としている例もみるが、受診者本人にとっては、各医療機関からの個

別の受診結果を紙でもらったほうがいいという人も多いのではないか。（実際紙の時よ

り活用されていない）（50 歳代女性） 

全体的にインパクトがなく、お年寄りなどパソコンの操作に不慣れな人には難しそう。 

（40 歳代女性） 

特定健診受診予約や結果を見ることができるのは便利だと思います。若い人はよいと

思いますがパソコンが苦手な人は操作するでしょうか。（60 歳代女性） 

パソコンからの予約検索や診断歴の確認を試みる方は世代的にも比較的若年層と限

定的であるかも知れません。したがって本件の有用性はあっても汎用性には今は未だ

乏しいと考えます。（60 歳代男性） 

そ
の
他
の
ご
意
見 

予約申込みが完了した画面を印刷できるようにして欲しい。（40 歳代女性） 

協力店の情報更新はどうなるのでしょうか。（40 歳代女性） 

マニュアルなしではどこをどう操作していのか「見出し」がわかりにくい。（50 歳代女性） 

操作手引書を参照しなくても操作できるシステムにする必要があると思う。（40 歳代 

男性） 

検歴選択、時系列データ表示画面、受診日を時系列で並べること。（50 歳代女性） 

健診結果が確認できませんでした。（50 歳代男性） 
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（ii） 画面のみやすさ 

以下の質問により、画面のみやすさについて調査をした。 

 システムの画面表示内容について、見やすいと思いますか。 

【グラフ解説】 

 方法３（パソコンを使えるスキルがあり、特定健診対象世代の国民健康保険被

保険者以外である人を対象）でシステムの表示内容について見やすいとの回

答は、「強く思う」と「少し思う」を合わせて約 47％に留まり、約半分の被験者か

らは「全く思わない」と「あまり思わない」という回答となった。 

【結果考察】 

 画面のみやすさについては、約半数が見やすいと回答している。しかし、ポー

タル画面としての見栄えや背景図の見易さ、目標物の確認のし易さ等に加え、

表 4-10 に挙げられた意見も参考に画面設計する必要がある。 

システムの画面内容について、見やすいと思いますか。

6%

41%

41%

6%

6% ①強く思う

②少し思う

③あまり思わない

④全く思わない

無回答

 

図 4-13 画面の見やすさに対する測定結果  
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表 4-10 自由記述による画面表示に関する意見  

地
図
表
示
に
つ
い
て 

地図の色彩が乏しく字も薄くて小さいので非常に見づらい。（40 歳代女性） 

協力店の表示が赤一色なので区別がつきにくい。（40 歳代女性） 

地図の拡大縮小に時間がかかる。短時間で地図が見えるようにして欲しい。（50 歳代

女性） 

地図情報がわかりにくいので四角、または枠内外に『ＯＯ方面』が入るとよい。（50 歳代

男性） 

地図の意味はあまり感じない。地図よりも住所・電話番号、健診項目や内容、オプショ

ンなどの情報を持たせて欲しい。（50 歳代女性） 

地図は一覧表から詳しい場所や交通機関を知る際に詳細ボタンから飛ぶようにしたほ

うがよい。（50 歳代女性） 

全市を一つの地図では大きすぎる。中央区から東区や西区にドラッグでたどり着くのは

無理。Ｏ区Ｏ町など住所概要を入力して、近隣地図が出るのならまだ使える。（50 歳代

女性） 

地図の動作が鈍い。（50 歳代男性） 

地図を住所等による検索が出来るようにして欲しい。（50 歳代男性） 

 

（iii） 地図（ＧＩＳ）の有効性 

以下の質問により、地図（GIS）の有効性について調査をした。 

 ご自宅のパソコンや携帯電話を利用して、自宅周辺の健康診断の受診施設

を地図上で確認できるしくみ（システム）があれば、使ってみたいと思います

か。 

【グラフ解説】 

 「健診予約のしやすさ」の測定結果とほぼ同じ結果であり、地図を確認できるし

くみを利用してみたいとの回答は、「ぜひ使ってみたい」と「少し思う」を合わせ

て、方法２（年代、パソコンを使えるスキルの有無および国民健康保険被保険

者であるかどうかに関わらず、全ての人を対象）では約 60％の人から得られた

ものの、方法１（パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、特定健診対象世

代の国民健康保険被保険者である人を対象）では約 20％に留まった。 

 パソコン利用者に限定した場合（図 4-15）は、より高い評価となったものの、

「ぜひ使ってみたい」と「少し思う」を合わせて、方法２（年代、パソコンを使える

スキルの有無および国民健康保険被保険者であるかどうかに関わらず、全て

の人を対象）では約 90％、方法１（パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、

特定健診対象世代の国民健康保険被保険者である人を対象）では約 30％に
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留まった。 

【結果考察】 

 カーナビゲーションや携帯電話でのナビゲーション、パソコンでの地図検索シ

ステム等の普及から、電子地図の利便性を実感している人が多く、地図に健

康診断の受診施設が表示されることの有効性を見出している人が多いと考え

られる。 
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方法１）商店街推進活動での確認  
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方法２）特定健診プロモーションイベントでの確認  
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図 4-14 地図（GIS）の有効性に対する測定結果  
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図 4-15 （参考）パソコン利用者に限定した場合の測定結果  
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4.3.2. 疾病予防（生活習慣病医療費負担の適正化） 

（1） 結果閲覧の利便性の測定結果 

（i） 結果閲覧の利便性 

以下の質問により、結果閲覧の利便性について調査した。 

 ご自宅のパソコンや携帯電話を利用して、受診した健康診断の健診結果が 

閲覧できるしくみ（システム）があれば、便利だと思いますか 

【グラフ解説】 

 健診結果の閲覧を利用してみたいとの回答は、「ぜひ使ってみたい」と「少し

思う」を合わせて、方法２（年代、パソコンを使えるスキルの有無および国民健

康保険被保険者であるかどうかに関わらず、全ての人を対象）では約 60％強

の人から得られたものの、方法１（パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、

特定健診対象世代の国民健康保険被保険者である人を対象）では約 30％に

留まった。 

 方法 2（年代、パソコンを使えるスキルの有無および国民健康保険被保険者で

あるかどうかに関わらず、全ての人を対象）の場合、受診済みもしくは受診予

定の人の場合は、「ぜひ使ってみたい」と「少し思う」を合わせて、80％以上が

利用したいと回答した。 

 方法１(パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、特定健診対象世代の国民

健康保険被保険者である人を対象)では、未受診、もしくは受診の予定のない

人の方が、利用したいという回答がわずかながら多く、「ぜひ使ってみたい」と

「少し思う」を合わせて、約 35％あった。方法 2（年代、パソコンを使えるスキル

の有無および国民健康保険被保険者であるかどうかに関わらず、全ての人を

対象）では、「ぜひ使ってみたい」と「少し思う」を合わせて、約 45％が使ってみ

たいと回答している。 

 パソコン利用者に限定した場合（図 4-17）は、より高い評価となり、「ぜひ使っ

てみたい」と「少し思う」を合わせて、方法２（年代、パソコンを使えるスキルの有

無および国民健康保険被保険者であるかどうかに関わらず、全ての人を対

象）では約 85％の人から得られたものの、方法１（パソコンを使えるスキルの有

無に関わらず、特定健診対象世代の国民健康保険被保険者である人を対

象）では約 55％に留まった。 

【結果考察】 

 未受診、もしくは受診の予定のない人でも、35～45％が使ってみたいと回答し
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ていること、また方法 2（年代、パソコンを使えるスキルの有無および国民健康

保険被保険者であるかどうかに関わらず、全ての人を対象）の受診済み、もし

くは受診予定の人の場合は 80％以上が使ってみたいと回答していることを考

えると、健康意識の向上に有効であると考えられる。 

 方法１（パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、特定健診対象世代の国民

健康保険被保険者である人を対象）と方法 2（年代、パソコンを使えるスキルの

有無および国民健康保険被保険者であるかどうかに関わらず、全ての人を対

象）の差は、パソコンの利用者の差である可能性が考えられたが、パソコン利

用者に限定した場合も、方法１と方法２で 30％近くの差があり同様の傾向が見

られた。これは、方法１）商店街と方法２）ショッピングセンターのそれぞれの被

験者における、自宅のパソコンや携帯電話を利用した健康診断結果が閲覧で

きるしくみ（システム）を疾病予防（生活習慣病医療費負担の適正化）として捉

える際の捉え方に関する特性の違いと考えることができるため、受診率向上に

向けての対策にあたっては、これらの特性を十分把握・分析した上で、どのよ

うすれば、効果的に受診結果の閲覧が、これらの方々にとって疾病予防（生活

習慣病医療費負担の適正化）へ寄与するか、検討する必要があると考えられ

る。 
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方法１）商店街推進活動での確認  
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方法２）特定健診プロモーションイベントでの確認  
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図 4-16 結果閲覧の利便性の測定結果  
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図 4-17 （参考）パソコン利用者に限定した場合の測定結果  

（ii） 履歴閲覧の利便性 

以下の質問により、履歴閲覧の利便性について調査した。 

 ご自宅のパソコンや携帯電話を利用して、過去数年分の健康診断の健診結

果の推移が確認できるしくみ（システム）があれば、便利だと思いますか 

【グラフ解説】 

 健診結果の履歴閲覧を利用してみたいとの回答は、「ぜひ使ってみたい」と

「少し思う」を合わせて、方法２（年代、パソコンを使えるスキルの有無および国

民健康保険被保険者であるかどうかに関わらず、全ての人を対象）では約

60％強の人から得られたものの、方法１（パソコンを使えるスキルの有無に関

わらず、特定健診対象世代の国民健康保険被保険者である人を対象）では

約 30％に留まった。 

 方法 2（年代、パソコンを使えるスキルの有無および国民健康保険被保険者で

あるかどうかに関わらず、全ての人を対象）の場合、受診済みもしくは受診予

定の人の場合は、「ぜひ使ってみたい」と「少し思う」を合わせて、80％以上が

利用したいと回答した。 

 方法１（パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、特定健診対象世代の国民

健康保険被保険者である人を対象）では、未受診、もしくは受診の予定のない



第 4 章 実証実験による効果測定と課題解決方法の検討 

4.3 測定結果 

［93］ 

人の方が利用したいという回答がわずかながら多く、「ぜひ使ってみたい」と

「少し思う」を合わせて、約 40％あった。方法 2（年代、パソコンを使えるスキル

の有無および国民健康保険被保険者であるかどうかに関わらず、全ての人を

対象）では、「ぜひ使ってみたい」と「少し思う」を合わせて、約 45％が使ってみ

たいと回答している。 

 パソコン利用者に限定した場合（図 4-19）は、より高い評価となり、「ぜひ使っ

てみたい」と「少し思う」を合わせて、方法２（年代、パソコンを使えるスキルの有

無および国民健康保険被保険者であるかどうかに関わらず、全ての人を対

象）では約 90％の人から得られたものの、方法１（パソコンを使えるスキルの有

無に関わらず、特定健診対象世代の国民健康保険被保険者である人を対

象）では約 45％に留まった。 

【結果考察】 

 未受診、もしくは受診の予定のない人でも、「ぜひ使ってみたい」と「少し思う」

を合わせて、40～45％が使ってみたいと回答していること、また方法 2（年代、

パソコンを使えるスキルの有無および国民健康保険被保険者であるかどうか

に関わらず、全ての人を対象）の受診済み、もしくは受診予定の人の場合は

80％以上が使ってみたいと回答していることを考えると、健康意識の向上に有

効であると考えられる。 

 方法１（パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、特定健診対象世代の国民

健康保険被保険者である人を対象）と方法 2（年代、パソコンを使えるスキルの

有無および国民健康保険被保険者であるかどうかに関わらず、全ての人を対

象）の差は、パソコンの利用者の差である可能性が考えられたが、パソコン利

用者に限定した場合も同様の差が見られた。前項の「（i）結果閲覧の利便性」

と同様に、これは商店街（方法１）とショッピングセンター（方法 2）の被験者の

に関する特性の違いと考えることができるため、受診率向上に向けての対策

にあたっては、このような特性を十分把握・分析することが重要であると考えら

れる。 
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方法１）商店街推進活動での確認  
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方法２）特定健診プロモーションイベントでの確認  
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図 4-18 履歴閲覧の利便性の測定結果  
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図 4-19 （参考）パソコン利用者に限定した場合の測定結果  
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（iii） パソコン等の利用ができない人に対する利便性 

以下の質問により、パソコン等の利用ができない人に対する利便性について調査し

た。なお、この調査は、普段パソコンや携帯電話を利用しない人に限定して実施した。 

 商店街やショッピングモールなどで、健康診断の予約や健診結果の閲覧がで

きれば利用できますか。 

【グラフ解説】 

 方法２（年代、パソコンを使えるスキルの有無および国民健康保険被保険者で

あるかどうかに関わらず、全ての人を対象）では、未受診、もしくは受診予定な

しの人でも、約 70％強の人が利用したいと回答した。  

【結果考察】 

 実証実験の被験者設定のパターン分類に基づくと、「②国民健康保険被保険

者で、かつパソコンを使えない人」及び「③国民健康保険被保険者以外で、か

つパソコンを使えるスキルある人」に該当する、普段パソコンを利用しない層や、

携帯電話やメールサービスを利用しない層でも、健診の予約、健診結果が自

治体の窓口で閲覧できるようになることについて大きな関心と利用希望がある

ことがわかる。 

 したがって、パソコン等に限定せず、駅等の公共施設のような人々が普段利

用するような様々な場所や、街頭や店舗内に設置される情報キオスク端末な

どの媒体から利用できるようにすることで、健康意識の向上につながる可能性

がある。 

11人

6人

5人

5人

1人

4人

2人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

2人
2人

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全体（ショッピングセンター） 受診済・受診予定 非受診・予定無

無回答

⑤わからない

④全く思わない

③あまり思わない

②少し思う

①強く思う

 

図 4-20 パソコン等の利用ができない人に対する利便性の測定結果  
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4.3.3. 市民の健康増進活動の育み（健康情報の活用）による地域活性化 

（1） 「健康増進サービスへの興味」の測定結果 

実証実験では、以下の質問により健康増進サービス、例えば、健康情報増進に寄与

する情報の提供等に興味を持ってもらえるかどうかについて調査した。 

 ご自宅のパソコンや携帯電話を利用して、地図上で「福岡市禁煙協力店」や

「福岡市栄養成分表示の店」の位置の確認や、その店の情報が入手できる

と、よいと思いますか 

【グラフ解説】 

 店舗・施設の位置や情報の入手にしたいとの回答は、方法２（年代、パソコン

を使えるスキルの有無および国民健康保険被保険者であるかどうかに関わら

ず、全ての人を対象）では約 50％強の人から得られたものの、方法１（パソコン

を使えるスキルの有無に関わらず、特定健診対象世代の国民健康保険被保

険者である人を対象）では約 30％弱に留まった。 

 未受診、もしくは受診の予定のない人は、利用したいとの回答が低い傾向に

あるが、それでも方法１（パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、特定健診

対象世代の国民健康保険被保険者である人を対象）では約 20％、方法 2（年

代、パソコンを使えるスキルの有無および国民健康保険被保険者であるかどう

かに関わらず、全ての人を対象）では約 40％が使ってみたいと回答している。 

【結果考察】 

 方法 2（年代、パソコンを使えるスキルの有無および国民健康保険被保険者で

あるかどうかに関わらず、全ての人を対象）の結果からは、健康管理協力店等

の情報に興味を持っている人が多いことが伺える。 

 一方で、方法１（パソコンを使えるスキルの有無に関わらず、特定健診対象世

代の国民健康保険被保険者である人を対象）の結果のように、興味が薄い人

たちも多く、単なる情報提供だけに留まらない仕掛けが必要と考えられる。 
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方法１）商店街推進活動での確認  
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10.5

11.1

10.0

5.3

5.6

5.0

31.6
22.2

40.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

全体（商店街） 受診済・受診予定 非受診・予定無

無回答

⑤わからない

④全く思わない

③あまり思わない

②少し思う

①ぜひ使ってみたい

 

方法２）特定健診プロモーションイベントでの確認  

39.7
46.5

31.4

15.4

20.9

8.6

19.2

11.6

28.6

11.5
9.3

14.3

7.7 4.7
11.4

6.4 7.0 5.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

全体（ショッピングセンター） 受診済・受診予定 非受診・予定無

無回答

⑤わからない

④全く思わない

③あまり思わない

②少し思う

①ぜひ使ってみたい

 

図 4-21 健康増進サービスへの興味の測定結果  
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27人

27人
4人

9人

13人
4人

6人
10人

1人
1人

1人
1人

1人 1人

0%

20%

40%

60%

80%

100%

方法１） 方法２） 全体［方法１+方法２］

無回答

⑤わからない

④全く思わない

③あまり思わない

②少し思う

①ぜひ使ってみたい

 

図 4-22 （参考）パソコン利用者に限定した場合の測定結果  
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（2） 「コンテンツの豊富さ」の測定結果 

実証実験では、以下の質問により、コンテンツの豊富さについて調査した。 

 システムのコンテンツ内容は充実していると思いますか 

【グラフ解説】 

 システムのコンテンツ内容について約 40％の人が充実しているとの回答が得

られているが、無回答を除き、約 50％の人は充実していないとの回答を得て

いる。 

【結果考察】 

 コンテンツ内容が充実しているかとの質問に対し、約 40%の人が「少し思う」と

いう消極的であるが肯定的な回答をしている。しかし、今回の実証実験のコン

テンツは、健康管理協力店・施設が主であることを踏まえると、現状では健康

増進に関するコンテンツが充実していないと捉えるのが自然である。 

システムのコンテンツ内容について、充実していると思いますか。

41%

41%

12%

6% ②少し思う

③あまり思わない

⑤わからない

無回答

 

図 4-23 コンテンツの豊富さの測定結果
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表 4-11 自由記述によるコンテンツの豊富さに関する意見  

地
理
空
間
情
報
（
地
図
表
示
）
の
内
容
に
関
し

て 

公共施設についてはリンクできるようにしたらいいと思う。（50 歳代女性） 

禁煙や栄養のみではなく運動や歩くためのマップなどがあれば近くを歩いてみようと思

うのではないでしょうか。（60 歳代女性） 

特定健診のできる病院自体が限られてくると思うので、探さなくても自宅の近くならわ

かりそう。（40 歳代女性） 

健康管理協力店や受診機関施設へのアクセス方法もあったらいい。（50 歳代女性） 

バス停名がわかればバス会社のＨＰからバス発着時間がわかる。また駐車場情報も

欲しい。（50 歳代女性） 

ベビーカーで入店、障害者用トイレの有無、盲導犬の入店有無  ・・・・など、地図情報

に付加価値をつけたらよいと思う。（50 歳代男性） 

健
診
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て 

検査結果の改善に役立つコンテンツやアドバイスがあると良いと思う。（40 歳代男性） 

受診結果の閲覧で、受診項目毎にその検査の基準値や説明をつけて欲しい。 

（50 歳代男性） 

予約が完了したら、医療機関から確認の返信メールが来るのでしょうか。（40 歳代女

性） 

そ
の
他 

禁煙の店を探せるのはいいと思いますが、わざわざＡＥＤのある店を選んで行くことは

ない。（40 歳代女性） 

こういったサイトを利用できるくらいのレベルの人なら必要ないし、反対にできそうにな

い人に使ってもらうのであれば、使い勝手を考える必要がある。（40 歳代女性） 

何に重きを置くかをはっきりさせて、それを中心にしたサイトにしたほうがいいと思う。や

や総花的な気がする。（50 歳代女性） 
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4.4. 評価 

今回のアンケート結果が、実証実験フィールドにおける福岡市民の一般的な傾向を

示しているものと想定し、実証実験フィールドの福岡市が目指す平成 24 年の受診率の

目標値である 65％に目標値を設定し、それとの比較評価をおこなった。 

なお、方法１）商店街での調査結果と、方法２）ショッピングセンターでの調査結果で

明らかな差異が認められたため、ここでの評価も両者を区別しておこなった。 

4.4.1. 受診率の向上に対する評価 

パソコンの利用者に限定した場合には、健診予約のしやすさ、および操作のしやす

さのうち，地図（GIS）の有効性は目標値を上回り、有効性が期待できる結果となった。し

かし、システムの操作性や画面のみやすさについては、評価が低く、実運用に対しては

課題があることが分かった。 

表 4-12 受診率の向上に対する評価  

ロジック 

・モデル 
測定指標  

目標

値 
対象  

達成

度 
評価  

ア ウ ト プ

ット 

健 康 管 理 ポ

ー タ ル の 利

便性の向上  

健 診 予 約 のしや

すさ 
65% 

方法１） 29.0% × 

方法２） 64.1% △ 

方法３） 81.1% ○ 

操 作

の し

や す

さ 

システム

操作性  
65% 

－ 45% × 

画 面 の

み や す

さ 

65% 

－ 36% × 

地 図

（GIS）の

有効性  

65% 

方法１） 23.1% × 

方法２） 60.2% △ 

方法３） 75.9% ○ 
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4.4.2. 疾病予防（生活習慣病医療費負担の適正化）に対する評価 

パソコンの利用者に限定した場合には、閲覧結果の利便性、履歴閲覧の利便性とも

評価が高く、疾病予防（生活習慣病医療費負担の適正化）に対して有効性が期待できる

結果となった。 

ショッピングセンターの来場者からは、概ね目標値に近い評価を頂いたが、商店街

の方々の評価が低いため、疾病予防（生活習慣病医療費負担の適正化）に対して別途

取り組みが必要と考えられる。 

表 4-13 疾病予防（生活習慣病医療費負担の適正化）に対する評価  

ロジック 

・モデル 
測定指標  目標値  対象  

達成

度 
評価  

ア ウ ト プ

ット 

健 康 管 理

ポ ー タ ル

の利 便 性

の向上 

結

果

閲

覧

の

利

便

性 

結果閲覧の利

便性  
65% 

方法１） 31.6% × 

方法２） 64.1% △ 

方法３） 81.2% ○ 

履歴閲覧の利

便性  
65% 

方法１） 34.2% × 

方法２） 65.4% ○ 

方法３） 83.0% ○ 

パ ソ コ ン 等 の

利 用 が で き な

い 人 に 対 す る

利便性  

65% － 83.9% ○ 

4.4.3. 市民の健康増進活動の育みによる地域活性化に対する評価 

パソコンの利用者に限定した場合には、評価が高く、地域活性化に対して有効性が

期待できる結果となった。しかしコンテンツの豊富さについては評価が低いため、実運用
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に当たってはコンテンツの拡充が必要である。 

表 4-14 市民の健康増進活動の育みによる地域活性化に対する評価  

ロジック 

・モデル 
測定指標  

目標

値 
対象  

達成

度 
評価  

アウトプット 

健康管理ポ

ー タ ル の 利

便性の向上  

健 康 増 進

サービスへ

の興味 

65% 

方法１） 26.4% × 

方法２） 55.1% × 

方法３） 75.4% ○ 

コ ン テ ン ツ

の豊富さ 
65% － 36.0% × 
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4.5. 課題と解決策 

4.5.1. ミッションの達成に向けての課題と対策 

実証実験により、受診率の向上や地域の活性化に対しては、操作性の向上や画面

のみやすさ、コンテンツの量について、より一層の改善が必要ということがわかった。パソ

コンの利用者にとっては、有効性が期待できる結果であったため、これらの改善によりミ

ッションの達成が期待できる。 

その一方で、商店街での実証実験の結果は、パソコンの利用・未利用に関わらず、

効果が高くないという結果となった。つまり、情報システムの整備だけでは効果が期待で

きない可能性があるため、評価フレームワーク（図 4-2）で挙げたように、現状の把握・分

析と対応策の検討をしっかりと行い、健康増進活動の呼びかけ・実施およびきめ細やか

な保健指導を並行しておこなっていく必要があると考えられる。 

特に現状の把握・分析については、実証実験の対象となった商店街が他地域と比較

した場合にどのような特性があるのか分析する必要があると考えられる。そのような地域

特性の分析には、GIS が有効であるため、福岡市で保有する保健福祉 GIS や地区診断

サポートシステムのデータを利用して、分析し、行動につなげることが必要と考えられる。

図 4-24 に GIS を利用した地域特性の分析事例を示す。 

 

 

図 4-24 GIS を利用した地域特性の分析事例  

 

※福岡市で保有する保健福祉 GIS や地区診断サポートシステムのデータを利用して、平成 20

月 5 月から 8 月までの特定健診受診率を小学校区ごとに分析した結果  



第 4 章 実証実験による効果測定と課題解決方法の検討 

4.5 普及啓発活動 

［106］ 

4.5.2. 次期モデルの実現に向けて 

実証実験システムでは、3.3 で述べたとおり、いくつかの制約を設けた上で実証実験を

実施した。したがって次期モデルを実現するには、実現に向けた対応をとることで、これら

の制約事項を取り除く必要がある。 

次期モデルの実現に向けての対応（案）について、表 4-15 に整理した。 

表 4-15 次期モデルの実現に向けての対応（案） 

 制約事項 次期モデル実現に向けての対応（案） 

全般 サービス利用にあたってのユーザーID、パス

ワードは、一元的に管理されるものではなく、

特定健診ポータルで独自に設定・管理するも

のとする。 

【制度】 

社会保障カード番号などの導入。 

予約、申請時の申請者の本人確認機能（署名

検証など）は実証実験では対象外とする。 

【制度】 

公的個人認証等の導入。 

その他 【運用】 

ワンストップポータルの運用体制の構

築が必要。 

健診シス

テム 

実証実験で利用する健診システムは、ダミー

データを投入し、実験用の IDC に配置する。 

【運用】 

医療機関に対して、健診予約システム

導入の呼びかけたうえで、その導入が

必要。 

健診予約システム導入・運用のため

の費用の確保（各医療機関において

実施していただく）が必要。 

業務システム間を連携するための地域情報プ

ラットフォーム標準仕様書に準拠した分野横断

基盤として、健診ユニットインタフェースを実装

するにあたっては、健診システムの内部データ

構造に影響のない範囲で行うものとする。 

【技術】 

ベンダー側において、健診システムの

改良が必要になる場合がある。 

健診結果照会機能は、「特定健診」の健診結

果照会のみを対象とする。 

【運用】 

照会可能な情報の拡充。 

【技術】 

照会可能な情報の拡充に対応したシ

ステム等の整備。 
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 制約事項 次期モデル実現に向けての対応（案） 

健 診 予

約サービ

ス 

予約対象健診機関の登録・修正・削除の機能

については実証実験では実現せず、あらかじ

め登録しておくものとする。 

【運用】 

医療機関に対する健診予約システム

導入の呼びかけと導入が必要。 

予約対象健診機関の運用制度（届出

制度）のルールづくり。 

健診予約の変更機能は実証実験では実現せ

ず、変更する場合は、キャンセルした上で再度

予約するものとする。 

【技術】 

健診予約の変更機能の実現。 

予約申込時の「付加コースコード」は擬似申請

項目であり、健診予約サービス、健診システム

への影響は無いものとする。 

【運用】 

医療機関の検査対応能力に基づいた

付加コース選択項目の設定機能の実

現 

予約申込時の特定健診対象者認証機能は、

受診券整理番号と被保険者番号のみの照合

と、それ以上の本人確認機能は実証実験では

対象外とする。 

【技術】 

社会保障カード、公的個人認証等の

導入に応じた確認機能の実現。 

健 康 管

理 協 力

店 申 請

サービス 

申請情報の重複登録に対するシステム上での

抑制は実証実験では対応しない。申請・承認

業務画面での運用による抑制を想定する。 

【技術】 

ベンダー側において、重複登録等の

チェック機能の実現が必要。 

登録機能のみの対応とする。削除、変更機能

は直接 DB 操作での対応とする。 

【技術】 

ベンダー側において、削除、変更機能

の実現が必要。 

申請に必要とされる添付資料については実証

実験では対応しない。 

【技術】 

ベンダー側において、資料添付機能

の実現が必要。 

その他 【運用】 

技術仕様の策定。 

BPM による申請サービスを導入する

場合には、行政機関内部において内

部手続き方法の変更が必要。 
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第 5 章 今後の展開にむけて 

本事業の実証フィールドの福岡市は、健診制度の周知・受診しやすい環境づくり・受診

することによるメリットといった観点に力をいれ、市民の健康増進に向けた取り組みを推進

している。福岡市の取り組みの目的は、市民が自らの健康への意識を高め、健康増進に

努力することで、活力ある健康な生活が送れるようすることである。この目標の一つとして、

健診受診率の向上や、疾病予防（生活習慣病医療費の適正化）、地域の活性化がある。 

本章では、地域情報プラットフォーム技術の活用や展開が、これらの目標に向けた取り

組みに対して、どの様に寄与できるかについて整理する。 

5.1. 市民の健康づくり活動の支援 

市民の健康意識の向上を図り、健康づくり活動を支援・啓発していくためには、地域の

住民や企業、医療機関、行政、専門研究機関などが一体となり、社会全体で市民の健康

増進の意識を高めていくための仕掛けが必要となる。 

この仕掛けの一部として地域情報プラットフォームが果たせる役割について検討する。 

5.1.1. ポータルサイトを活用した地域課題への取り組みの支援 

実証実験システムは、地域情報プラットフォームの技術的検証の視点から、ポータルサ

イトの形式による健診予約や健診結果の閲覧の Web 化の開発を行ったものであるが、実

証実験システムで開発したこれらの予約機能や健診結果の閲覧機能は、すでに私たちの

生活の様々な場面において、これらの機能と同様なものが運用されている。 

これらのシステムが運用されることで、予約の手間が省略できたり、いつでも･どこからで

も予約ができたりするなど、その利便性が向上することは明らかといえる。しかし、予約シス

テムを導入･運用すること自体は、「予約をしたい」という意欲を駆り立てるものにつながると

は限らないと考えられる。 

つまり、ＩＣＴ技術を活用する事により、健診の予約がしやすく、手軽に自分自身の健康

状態を確認できると、自分自身の健康状態に関心を持ちやすくするための環境を提供で

きる。しかし、同時に、その活用が実際の行動に結びつくようにするための取り組みが別途

重要となる。 

実証フィールドである福岡市においては、現状調査において示したように、すでに特定

健診推進応援団が結成され、地域の企業や医師会、行政、ＮＰＯ、住民が一体となり、社
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会全体で健康づくりの重要さを認識する機運を盛り上げ、特定健診の受診率を向上させる

ための運動が活発に繰り広げられている。 

そこで、図 5-1 に示すように、これらの運動と、ＩＣＴ技術を活用した健康管理ワンストッ

プサービスポータルサイトとの連携を図ることが重要となる。 

具体的な取り組みとしては、特定健診応援団のホームページと特定健診ポータルサイ

トとの相互連携、あるいは両者を一体化したポータルサイトの構築などを展開していくこと

が、案として考えられる。 

 

図 5-1 特定健診推進応援団と健康管理ワンストップサービスとの連携 

5.1.2. 健診システムとの連携 

多くの自治体においては、福岡市のように、特定健診受診率の把握をほぼリアルタイム

で行うことができるシステムの導入は、ほとんど行われていない。健診受診者の把握につ

いても十分に行われていないケースもある。このような状況をふまえると、この“福岡市モデ

ル”の健診システムは、システムの仕組みとして、他の自治体においても十分参考になると

考える。 

福岡市においては、既に健診受診率の把握をほぼリアルタイムで行うことができ、次の

段階として、これらの健診システムに蓄積される健診結果等の情報を住民の健康管理のた

めに役立てるしくみを構築することが有効であると考える。 
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このための方法としては、図 5-2 に示すように、現在、国や関係機関等で広く検討が

進められている健康情報活用基盤や PHR の仕組みと、健診システムに蓄積された情報を

地域情報プラットフォームにより、連携させることが考えられる。 

これにより、特定保健指導等の実際の場面において、指導対象者の健診結果に加え

て、過去の健診結果を含む生涯健康情報基盤に蓄積された健康情報を、指導の際に役

立てることができるようになり、より適切な保健指導を行うことができると考えられる。 

生涯健康情報
基盤

特定保健指導
へ活用

健診結果閲覧

健診の予約

健康増進関連施設
の確認

福岡市福岡市
健診

システム

市民（健診対象者）

住民向け
特定健診ポータル

生涯健康情報基盤の
しくみを活用した

特定保健指導の実施

地域情報PF

 

図 5-2 健診システムデータの市民の健康づくりへの利用 

さらに、国において検討が進む”電子私書箱”が実現されれば、個人のプライバシーに

関わる健診結果を、十分にセキュアな環境で取り扱うことができるようになる。 

図 5-3 に示すように、電子私書箱のしくみを利用して、住民が自身の生涯健康情報基

盤にアクセスし、自己の健康情報を入手、登録、閲覧、活用できる環境を整えることで、生

涯健康情報基盤に登録されている、健診結果等の自己の健康情報を利用し、自身の健

康づくりに関するアドバイスを受けることも可能となる。 
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電子私書箱を利用し
た自己の健康情報の
登録・活用・閲覧

生涯健康情報
基盤

特定保健指導
へ活用

健診結果閲覧

健診の予約

健康増進関連施設
の確認

福岡市福岡市
健診

システム

市民（健診対象者）

住民向け
特定健診ポータル

電子私書箱電子私書箱

地域情報PF
 

図 5-3 市民による健康づくりのための電子私書箱の利用 
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5.2. 行政内での取り組み 

行政内での取り組みとしては、住民に関連する各種情報を活用し、地域の現状を適切

に把握・分析することで、各種計画の策定や施策の実施に活かしていくことが重要である。 

5.2.1. GIS を利用した事業計画立案と支援 

福岡市では既に、個別システムのGISである保健福祉GISを導入している。この保健福

祉 GIS は、福岡市におけるコミュニティの基礎的な単位である小学校区ごとに、情報を集

約し、施策立案の基礎的なデータを整備することができるようになっている。 

また、健診システムのサブシステムである地区診断サポートシステムは、受診率や健診

結果などの統計データを作成することが可能であり、地区ごとの担当の保健師への情報提

供や、住民向けの説明会等に活用されている。 

今回の実証実験において、地区診断サポートシステムの統計情報と保健福祉GISの小

学校のポリゴンデータを使用して、今年度の小学校区ごとの特定健診の受診率の推移や、

昨年度の実績値に基づくメタボリック対象者の傾向の GIS による可視化を試行した。（図 

5-4） 

これを市の担当職員に確認したところ、可視化されて情報の有効性が確認できた。これ

らの結果から、事業計画の立案と行政支援に GIS が活用できると考えられる。 

この試作は、地区診断サポートシステムと保健福祉 GIS の異なる個別システムを連携さ

せることで可能となる。今後庁内における様々なデータを地域情報プラットフォームにより

連携し、GIS ユニットを用いて必要なデータを様々なシステムから取り入れ、それらを可視

化できるようにすることで、さらに行政支援や事業計画の立案に有効なものとなると考え

る。 
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図 5-4 学校区別に月ごとの特定健診の受診率の推移 

これらのしくみを実現するための課題は、現在庁内の各部署で管理されているデータ

について、部署間を跨ぐ利用についての制限等のルールを決めておくことや、どの部署に

はどの様なデータベースがあるのかという情報を、庁内において共有できるしくみを構築

することである。 

今後の展開として、これの課題を解決することでGISを利用した事業計画立案と支援が

実効性を有することになると考えられる。 

5.2.2. 統合型 GIS との連携 

前節に示したように、庁内における様々なデータを地域情報プラットフォームにより連携

し、可視化することは、行政支援や事業計画の立案に有効なものとなる。 

実証フィールドの福岡市では、すでに統合型 GIS が導入されている。各部署において

管理されている主題的なデータと、統合型 GIS から供給される福岡市の現況を示す基盤

的な地理空間情報との重ねあわせにより、行政事務の効率化や、他部署との情報連携に

も有効に機能している。 

今回の実証実験においても、地域情報プラットフォームに準拠した GIS ユニットを使用

して、ポータルサイト上に統合型 GIS において整備された地理空間情報と健診施設や医

療機関等の情報を重ねあわせて表示し、その有効性を検証している。（図 5-5） 
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統合型 GIS との連携を進めることで、可視化された情報を他の関連部署との間で共有

することも可能となり、課題の解決に向けた行政全体での取り組みが可能となる。 

 

図 5-5 地域情報プラットフォームとの連携による情報の可視化と共有 

5.2.3. 地名辞典の有効活用 

地名辞典の活用に関して、図 5-6 に示すように今回の実証実験システムの開発にお

いては、ユーザーが住所情報を登録することで、ユーザーのログインと同時に地図表示を

登録された住所付近に設定させることができるように機能を実装した。 
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住所情報

yyyy.yyyxxxx.xxx福岡市中央区○○1-1-4
yyyy.yyyxxxx.xxx福岡市中央区○○1-1-3
yyyy.yyyxxxx.xxx福岡市中央区○○1-1-2
yyyy.yyyxxxx.xxx福岡市中央区○○1-1-1
Y座標X座標地理識別子

yyyy.yyyxxxx.xxx福岡市中央区○○1-1-4
yyyy.yyyxxxx.xxx福岡市中央区○○1-1-3
yyyy.yyyxxxx.xxx福岡市中央区○○1-1-2
yyyy.yyyxxxx.xxx福岡市中央区○○1-1-1
Y座標X座標地理識別子

識別番号

yyyy.yyyxxxx.xxx○○商店

yyyy.yyyxxxx.xxx○○商店

yyyy.yyyxxxx.xxx○○商店

yyyy.yyyxxxx.xxx○○商店

Y座標X座標地理識別子

yyyy.yyyxxxx.xxx○○商店

yyyy.yyyxxxx.xxx○○商店

yyyy.yyyxxxx.xxx○○商店

yyyy.yyyxxxx.xxx○○商店

Y座標X座標地理識別子

地名辞典住民向け特定健診ポータル

場
所
イ
ン
ス
タ
ン
ス
取
得

地
理
識
別
子
検
索

場
所
イ
ン
ス
タ
ン
ス
取
得

地
理
識
別
子
検
索

住所

座標

座標範囲

施設名称リスト

住所や空間範
囲を問い合わ
せる

座標値や、空間
範囲に該当する
施設の名称が
かえされる  

図 5-6 地名辞典の利用 

このしくみは、すでに述べたとおり、福岡市において整備の進んでいた住居表示デー

タ（フロンテージ）のうち、個人情報に関わる部分を削除したものを提供頂き、地名辞典とし

て整備することで可能となった。 

この様に、地名辞典を整備することで、登録された住所付近から空間検索を行い特定

健診受診機関や健康協力店の位置を検索することができるなど、住民向け特定健診ポー

タルサイトにおける住民へのサービスの向上や利便性の確保が期待できる。 
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図 5-7 地域情報プラットフォームにより複数のシステムにより共有される地名辞典 

住所による位置検索や位置特定は、このような健康増進分野に限った話ではなく、行

政事務の全般で行われている行為である。図 5-7 に示すように、住所だけではなく、施設

名称等でも検索をしている例があることから、行政で使用する住所や施設名のデータベー

ス（地名辞典）を共通に整備し、地域情報プラットフォームにより各種行政情報を取り扱うシ

ステムを連携させることで、行政事務全体の効率化や住民サービスの向上につながると考

えられる。 

なお、地名や住所の表記については、行政内で使用されている公的文書等において

必ずしも統一した表記となっていないこともあり、同一の地点を示しているにも関わらず、そ

の地点に対する呼称方法や表記方法が異なることで、同一地点であることの認識ができな

いなど、異なる部署間における情報の連携を妨げる原因となりうる。地名辞典の整備の際

には、これらの点に留意する必要がある。 
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第 6 章 地域情報プラットフォームの普及に向けて 

6.1. 相互接続検証 

6.1.1. 住民向け特定健診ポータルサイトにおける相互接続検証 

「住民向け特定健診ポータルサイト」や関係業務ユニットのインタフェース、および GIS

ユニットのインタフェースを、分野横断基盤として構築し、その相互接続性を検証した。検

証にあたっては、個別設計にて策定した、地域情報プラットフォーム標準仕様V2.0に準拠

する業務サービスインタフェースを実装した上で、分野横断基盤を通してデータの取得・

更新が想定どおりに行われるかを確認した。 

ここでの相互接続テストモデルは、業務ユニット系相互接続テストモデルを適用した。

テストモデルの適用イメージを図 6-1 に示す。 

テストドライバ
（ポータル機能）

ＰＦ通信機能
（リクエスタ）
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・SOAP通信

BPM機能を介して同期
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以下を確認。
・WSDL1.1で提示され
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図 6-1 テストモデルの適用イメージ 
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（1） 相互接続確認対象 

相互接続確認を実施する機能を表 6-1 に示す。 

表 6-1 相互接続確認対象 

No 機能 パターン リクエスタ レスポンダ 

1 地図表示機能 （業務１） 住民向け特定健診ポ
ータルサイト 

GIS ユニット 

2 健診結果確認機能 （業務１） 住民向け特定健診ポ
ータルサイト 

健診ユニット（健診システ
ム） 

3 特定健診予約機能 （業務１） 住民向け特定健診ポ
ータルサイト 

特定健診予約サービス 

4 新着情報表示機能 （業務１） 住民向け特定健診ポ
ータルサイト 

各業務ユニット 

5 健康管理協力店申請
機能 

（業務３） 住民向け特定健診ポ
ータルサイト 

健康管理協力店申請サ
ービス 

 

表 6-1中の「No」は、図 6-2に示すインタフェース設計概要図中の「□囲みの番号」に

対応するものとする。 

健診予約サービス

健康管理協力店申請サービス

健康管理協力店申請用ＢＰＭ

健康管理協力店申請ユニット

禁煙協力店
申請ユニット

栄養成分表示店
申請ユニット

ＡＥＤ設置施設
申請ユニット

実験用健診システム

予約スケジュール取得ＩＦ

予約申込ＩＦ

特定健診受診履歴取得ＩＦ

特定健診対象者認証ＩＦ

特定健診受診結果取得ＩＦ

一覧情報取得ＩＦ

新着情報取得ＩＦ

登録申請ＩＦ

登録申請状況
取得ＩＦ

（一括）登録申請ＩＦ

（一括）登録申請状況取得ＩＦ

「禁煙協力店申請ユニット」
と同等のＩＦ設計

ポータルとの連携を目的としたインタフェース

ポータル以外との連携を目的としたインタフェース

実験用ＧＩＳユニット

地名辞典サービスＩＦ 地図表示サービスＩＦ

住民向け特定健診ポータル

「禁煙協力店申請ユニット」
と同等のＩＦ設計

 

図 6-2 インタフェース設計概要図 

 

３ 

２ 

１ 
４ 

５ 
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（2） 相互接続検証のための方法 

地域情報プラットフォームに準拠した相互接続性を確認するためには、サービスの送

信側（リクエスタ）側と受信側（レスポンダ側）の双方でやりとりされたメッセージの内容を確

実に確認できる必要があり、以下の方法により、相互接続の検証を実施した。 

（i） 通信ログ監視取得 

ポータルおよびサービス（業務ユニット）にて、HTTP/SOAP 通信で送受信されるメッセ

ージを監視しログとして取得。 

（ii） メッセージ比較 

ログとして取得した、ポータル及びサービス（業務ユニット）で送受信されたメッセージ

（XML データ）の比較を行い、表 6-2 の組み合わせで差異がないことを確認。 

表 6-2 メッセージの比較 

送信ログ 受信ログ 確認内容 

ポータル サービス 
（業務ユニット） 

サービスへの要求メッセージの確認 

サービス 
（業務ユニット） 

ポータル ポータルサイトへの応答メッセージの確認 

（3） 標準仕様準拠性確認 

ログとして取得した、ポータル及びサービス（業務ユニット）で送受信されたメッセージ

（XML データ）に対して、標準仕様への準拠性の観点で確認を行う。（共通ヘッダの対応

など） 
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6.1.2. 基準分野横断基盤との相互接続検証 

本実証実験で構築した分野横断基盤と、他分野で構築した基準分野横断基盤の間で

地域情報プラットフォーム標準仕様に準拠した相互接続性を検証すると同時に、マルチベ

ンダ環境での相互接続の検証も目的とした。 

ただし、ここでの検証は地域情報プラットフォーム標準仕様の通信標準仕様に準拠し

た技術の検証を対象とし、業務シナリオそのものの相互接続検証は対象外である。 

今回の相互接続検証は、基準分野横断基盤側を株式会社日立製作所が担当、分野

横断基盤側を国際航業株式会社が担当し、検証作業実施した。 

相互接続検証の実施概要を、図 6-3 に示す。 
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図 6-3 相互接続検証の実施概要図 
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（1） 対象とする技術仕様 

本検証における技術仕様の実施対象を、表 6-3 に示す。 

表 6-3 技術仕様と実施対象 

No 技術仕様名 相互接続検証実施対象 

1 SOAP、XML、WSDL ○ 

2 SSL × 

3 MEP(Message Exchange Protocol) × 

4 共通ヘッダ処理 ○ 

5 添付ファイル処理 × 

表 6-3 で示した技術仕様の実施対象は、実証実験におけるインタフェース設計に基

づき決定した。 

（2） 対象とする技術仕様（テストモデル） 

本検証では、表 6-4のテストモデルを実施範囲とし、相互にリクエスタとレスポンダの立

場で確認を行うものとした。 

表 6-4 テストモデルと実施対象 

No テストモデル 相互接続検証実施対象 

1 ＴＭ１（PF 通信 + PF 規定の XML パターン） ○ 

2 ＴＭ２（PF 通信の MEP 基本テスト(３種類）) × 

3 ＴＭ３（PF 通信＋ SSL（サーバ認証、クライアント認証）） × 

4 ＴＭ４（PF 通信＋PF 規定添付ファイル） × 

表 6-4 で示したテストモデルの実施対象は、実証実験におけるインタフェース設計に

基づき決定した。 

実施対象テストモデル（ＴＭ１）のイメージを図 6-5 に示す。
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図 6-4 分野横断基盤をリクエスタとした場合のテストモデル 
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図 6-5 分野横断基盤をレスポンダとした場合のテストモデル 

このような、技術対象、実施テストモデルに対応する相互接続検証用テストドライバを作

成し、検証を実施した。また、検証用テストドライバには、通信障害検知と障害対策対応は

組み込んでいない。 

（3） 相互接続検証実施手順 

（i） 相互接続検証実施時のシステム構成図 

相互接続検証実施時のシステム構成図を図 6-6 に示す。また、ネットワークは、インタ

ーネットなどの外部接続は行わず、ローカル環境下で実施した。 
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図 6-6 システム構成図 

（ii） 実施手順 

相互接続検証は、「事前検証」として基本的な接続確認などを実施した後、「総合テス

ト・相互接続検証」を実施した。相互接続検証実施手順のフローイメージを図 6-7 に、総

合テスト・相互接続検証における確認シーケンスを図 6-8 に、検証で使用したテストデー

タを図 6-9 に示す。 
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事前検証

① PINGコマンドによるネットワーク接続確認
PINGコマンドを入力し、互いが接続できていることを確認。

② エンドポイントURLへの接続確認

Webブラウザを利用して、WebサービスエンドポイントURLの呼出と、その応答を確認。

③ 相互検証用WSDL/XSDファイルによる接続確認
TM1で使用するWSDL/XSDを活用した、リクエスト・レスポンス型同期型レスポンス（同期

2Way）の検証。

総合テスト・相互接続検証

① 相互検証用WSDL/XSDファイルによる接続確認
事前検証③の手順と同様。

確認した結果は、「接続確認チェックリスト」に記入。

※システム時刻の同期をとる。

事前検証

① PINGコマンドによるネットワーク接続確認
PINGコマンドを入力し、互いが接続できていることを確認。

② エンドポイントURLへの接続確認

Webブラウザを利用して、WebサービスエンドポイントURLの呼出と、その応答を確認。

③ 相互検証用WSDL/XSDファイルによる接続確認
TM1で使用するWSDL/XSDを活用した、リクエスト・レスポンス型同期型レスポンス（同期

2Way）の検証。

総合テスト・相互接続検証

① 相互検証用WSDL/XSDファイルによる接続確認
事前検証③の手順と同様。

確認した結果は、「接続確認チェックリスト」に記入。

※システム時刻の同期をとる。

 

図 6-7 相互接続検証実施手順フロー 
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図 6-8 総合テスト・相互接続検証確認シーケンス 
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■TM1_IN

＃ テストデータ属性 テストデータ案
1 PFサイト間電子封筒形式
2 共通ヘッダ
3 To タグ省略
4 MsgID タグ省略
5 RelatesTo タグ省略
6 ReplyTo タグ省略
7 受付番号 テストドライバの設定値（固定） 20090310BB@0001
8 共通コリレーションセット タグ省略
9 ビジネスプロセス制御情報 タグ省略
10 業務サービス結果情報 タグ省略
11 結果情報 タグ省略
12 システムエラー報告 タグ省略
13 メッセージ属性 表示可能１バイトコードのみ設定
14 属性名 テストドライバの設定値（固定） userID
15 属性値 テストドライバの設定値（固定） pf0001
16 メッセージ属性 表示可能２バイトコードのみ設定
17 属性名 テストドライバの設定値（固定） 地域情報プラットフォーム相互接続検証用メッセージ
18 属性値 テストドライバの設定値（固定、全角空白含む） 健康増進　情報提供

■TM1_OUT

＃ テストデータ属性 テストデータ案
1 PFサイト間電子封筒形式
2 共通ヘッダ
3 To タグ省略
4 MsgID タグ省略
5 RelatesTo タグ省略
6 ReplyTo タグ省略
7 受付番号 テストドライバの設定値（リクエスト側の受付番号を設定） 20090310BB@0001
8 共通コリレーションセット タグ省略
9 ビジネスプロセス制御情報 タグ省略
10 業務サービス結果情報 テストドライバの設定値（固定） 100
11 結果情報 テストドライバの設定値（固定）　※正常"0"、異常"1"　 0　　
12 システムエラー報告 タグ省略
13 メッセージ属性 表示可能１バイトコードのみ設定
14 属性名 テストドライバの設定値（固定） userID
15 属性値 テストドライバの設定値（固定） pf0001
16 メッセージ属性 表示可能２バイトコードのみ設定
17 属性名 テストドライバの設定値（固定） 地域情報プラットフォーム相互接続検証用メッセージ
18 属性値 テストドライバの設定値（固定、全角空白含む） 健康増進　情報提供

項目

項目

 

図 6-9 検証用テストデータ（ＴＭ１） 

（iii） 検証用テストドライバＵＩ 

今回の相互接続検証用に作成し、検証作業に使用したリクエスタ用テストドライバのユ

ーザーインタフェースを、図 6-10 に示す。 

また、レスポンダにおいては、ユーザーインタフェースは準備していなく、ログファイル

出力による検証作業を実施した。 
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図 6-10 レスポンダ用テストドライバＵＩ 

（4） 相互接続検証結果報告 

本節では検証実施の記録、及び結果を検証結果報告として示す。 

（i） 事前検証 

（A） PINGコマンドによるネットワーク接続確認 

分野横断基盤から基準分野横断基盤に対し、PING コマンドを実行することで、ネットワ

ーク接続の確認を実施した（IP アドレス指定とホスト名指定を実行）。基準分野横断基盤か

ら分野横断基盤に対しての同確認作業も実施し、正常にネットワーク接続できていることを

確認した。 
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分野横断基盤における PING コマンド実行時の（コマンドプロンプト）キャプチャイメージ

を、図 6-11 に示す。 

 

図 6-11 【検証結果報告】 PING コマンドによる接続確認時画面 

 

（B） エンドポイントURLへの接続確認 

分野横断基盤から、基準分野横断基盤のＷｅｂサービスエンドポイント（URL）に

対して、Ｗｅｂブラウザを利用した閲覧（接続）ができることを確認した。基準分野横

断基盤から分野横断基盤に対しての同確認作業も実施し、正常に閲覧（接続）がで

きることを確認した。 

ただし、分野横断基盤のＷｅｂサービスエンドポイント接続確認時に、以下の事

象が発生しており、その内(2)については実施手順のミスとして、障害表に挙げるこ

ととした。 

 

（１） 分野横断基盤に実装したＷｅｂサービスアプリケーションの仕組み上、ブラウザで

のエンドポイント確認は、「エンドポイント URL＋”?wsdl”」とすることで接続を確認

できるものとする。 

（2） 初回確認時に、エンドポイントのブラウザ閲覧が不可となったが、これは、分野横

断基盤用テスト端末におけるＯＳのファイアウォール設定が有効となっていたこと

が原因であり、ファイアウォール設定を無効とすることで正常閲覧を確認した。 

***** 

***** 



第 6 章 地域情報プラットフォームの普及に向けて 

6.1 普及啓発活動 

［127］ 

分野横断基盤における基準分野横断基盤エンドポイントのブラウザ閲覧確認時のキャ

プチャイメージを、図 6-12 に示す。 

 

図 6-12 【検証結果報告】 エンドポイント URL 確認画面 

（C） 相互検証用WSDL/XSDファイルによる接続確認 

確認チェックリストに従い、分野横断基盤の送受信ログと基準分野横断基盤の

送受信ログを採取した上で、「送信したデータと受信したデータが同じ内容であるこ

と」、「同期通信ができていること」などの確認を実施した。 

以下に、分野横断基盤にて出力した事前確認時の送受信ログを示す。 

① リクエスタ：分野横断基盤（弊社担当）／レスポンダ：基準分野横断基盤 

 

図 6-13 【検証結果報告】 リクエスタにおける送信ログ[要求メッセージ] 
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図 6-14 【検証結果報告】 リクエスタにおける受信ログ[応答メッセージ] 

 

② リクエスタ：基準分野横断基盤／レスポンダ：分野横断基盤（弊社担当） 

 

図 6-15 【検証結果報告】 レスポンダにおける受信ログ[要求メッセージ] 

 

図 6-16 【検証結果報告】 レスポンダにおける送信ログ[応答メッセージ] 
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（ii） 総合テスト・相互接続検証 

（A） 相互検証用WSDL/XSDファイルによる接続確認 

事前検証における、「相互検証用 WSDL/XSD ファイルによる接続確認」と同様の内容

を、相互接続検証試験の本番として実施し、その結果相互接続通信が正常に行われるこ

とを確認した。以下に、分野横断基盤にて出力した送受信ログを示す。 

① リクエスタ：分野横断基盤（弊社担当）／レスポンダ：基準分野横断基盤 

 

図 6-17 【検証結果報告】 リクエスタにおける送信ログ[要求メッセージ] 

 

図 6-18 【検証結果報告】 リクエスタにおける受信ログ[応答メッセージ] 
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② リクエスタ：基準分野横断基盤／レスポンダ：分野横断基盤（弊社担当） 

 

図 6-19 【検証結果報告】 レスポンダにおける受信ログ[要求メッセージ] 

 

図 6-20 【検証結果報告】 レスポンダにおける送信ログ[応答メッセージ]
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（B） 確認チェックリスト 

テストドライバで出力した送受信ログとテストデータを比較した結果を記入した確認チェックリストを、図 6-21 に示す。 

No. 確認

1 （TM1）： PF通信 + PF規定のXMLパターン

同期通信に相当するメッセージ 同期通信に相当するメッセージが実行できたこと OK

1-1 リクエスト　【送信メッセージ】 指定したエンドポイントに送信していること。 OK

1-2 ＸＭＬ 送信したメッセージがXML（TM1-IN用テストデータXML）の内容と同じであること。 OK

1-3 ドキュメント／リテラル ドキュメント／リテラル形式のXMLをリクエストメッセージとして送受信して問題が無いこと。 OK

1-4 日本語タグ 日本語タグを含むXMLをリクエストメッセージとして送受信して問題が無いこと。 OK

1-5 規定されたかたかなを含む 値が正しく送信できること。 OK

1-6 規定された漢字を含む 値が正しく送信できること。 OK

1-7 タグ内の値 日本語タグ値を含むXMLを送受信して問題が無いこと。 OK

1-8 表示可能１バイトコードのみ 値が正しく送信できること。 OK

1-9 表示可能２バイトコードのみ 値が正しく送信できること。 OK

1-10 空白（全角）を含む 値が正しく送信できること。 OK

1-11 レスポンス　【受信メッセージ】 同期通信のレスポンスメッセージとして送受信して問題がないこと。 OK

1-12 ＸＭＬ 同期応答したメッセージがXML（TM1-OUT用テストデータXML）の内容と同じであること。 OK

1-13 ドキュメント／リテラル ドキュメント／リテラル形式のレスポンスメッセージとして送受信して問題がないこと。 OK

1-14 日本語タグ 日本語タグを含むXMLを受信して問題が無いこと。 OK

1-15 規定されたかたかなを含む 値が正しく送信できること。 OK

1-16 規定された漢字を含む 値が正しく送信できること。 OK

1-17 タグ内の値 日本語タグ値を含むXMLを送受信して問題が無いこと。 OK

1-18 表示可能１バイトコードのみ 値が正しく送信できること。 OK

1-19 表示可能２バイトコードのみ 値が正しく送信できること。 OK

1-20 空白（全角）を含む 値が正しく送信できること。 OK

※今回の検証作業において、「添付ファイル」は対象外とする。

2009/3/10 属性名/属性値(2ﾊﾞｲﾄ系)、添付書類名称

2009/3/10 ﾒｯｾｰｼﾞ属性2ﾊﾞｲﾄｴﾘｱ（属性値）

2009/3/10

2009/3/10 受付番号、属性名/属性値(1ﾊﾞｲﾄ系)、添付ファイル名称

2009/3/10 共通ヘッダ、メッセージ属性、添付ファイル名称、業務サービス結果情報

2009/3/10 受付番号、結果情報、属性名/属性値(2ﾊﾞｲﾄ系)、添付書類、添付書類名称、添付書類内容

2009/3/10

2009/3/10

2009/3/10

2009/3/10 TM1_OUT.xml

2009/3/10 属性名/属性値(2ﾊﾞｲﾄ系)、添付書類名称

2009/3/10 ﾒｯｾｰｼﾞ属性2ﾊﾞｲﾄｴﾘｱ（属性値）

2009/3/10

2009/3/10 受付番号、属性名/属性値(1ﾊﾞｲﾄ系)、添付ファイル名称

2009/3/10 共通ヘッダ、メッセージ属性、添付ファイル名称

2009/3/10 受付番号、属性名/属性値(2ﾊﾞｲﾄ系)、添付書類、添付書類名称、添付書類内容

2009/3/10

2009/3/10

2009/3/10

2009/3/10 TM1_IN.xml

2009/3/10

項　目 確　認 実施日 確認データ項目

TM1-IN用テスト
データですべて
確認するように
する

TM1-OUT用テ
ストデータです
べて確認するよ
うにする

 

図 6-21 確認チェックリスト
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6.2. 実用仕様案 

6.2.1. 実用仕様案の範囲と構成 

本実証実験の成果を活用し、健康増進分野における住民向けワンストップサービスの

実現に向け、実用仕様案を提案する。 

実用仕様案は、以下の３種類を策定する。 

① 特定健診の予約及び健診結果提供に関する実用仕様案 

特定健診の予約機能と健診結果提供に関するインタフェースを、実用仕様案と

して定義する。 

② 健康管理協力店ワンストップサービスに関する実用仕様案 

BPM と GISユニットの連携活用提案を提示する。 

③ GIS ユニットを利用した地域ポータル構築モデル 

GISユニットを活用した地域ポータルサイトの構築実例を提示する。 

実証実験で構築したシステムと、上記の実用仕様案の対応関係を図 6-22 に示す。 

市職員市職員

健康管理
協力店舗

健康管理
協力店舗
健康管理
協力店舗

健康管理
協力店舗

特定健診対象者

健診予約 ユーザ
登録

地図情報
表示

健診結果
の閲覧

ユーザ登録機能ユーザ登録機能

特定健診予約機能特定健診予約機能

協力店申請

健康管理協力店
申請機能

健康管理協力店
申請機能

実験用健診システム
(健診ユニット)

健診結果
データ

健診結果
データ

地図表示機能地図表示機能

コンテンツ
新着
情報表示

新着情報表示機能

栄養成分
表示店情報

栄養成分
表示店情報

健康管理協力店申請機能

健診予約

ＡＥＤ設置
施設情報

ＡＥＤ設置
施設情報

禁煙協力店
情報

禁煙協力店
情報

住民向け特定健診ポータル

特定健診
予約機能

健康管理協力店申請サービス

ユーザ管理情報ユーザ管理情報

コンテンツ情報コンテンツ情報

ユーザ管理情報ユーザ管理情報

コンテンツ情報コンテンツ情報

ＢＰＭ

予約サービス
ＩＦ

予約サービス
ＩＦ

予約情報の
提供

健診予約データ健診予約データ

健康管理
ユニットＩＦ

健康管理
ユニットＩＦ

健診結果提供機能

実験用ＧＩＳユニット

地図表示機能

健診予約サービス

ＩＦＩＦＩＦＩＦ ＩＦＩＦ

GISDBGISDB

地名辞典機能

新着情報
提供機能
新着情報
提供機能

申請ユニット
ＩＦ

申請ユニット
ＩＦ

健診システムに
健診結果を登録

保健福祉
センター

保健福祉
センター

予約情報
処理機能

ＧＩＳ
ユニットＩＦ

ＧＩＳ
ユニットＩＦ

申請承認機能

受診

健康管理協力店
申請データ登録ＩＦ

健康管理協力店
申請データ登録ＩＦ

健診結果確認機能健診結果確認機能

特定健診の予約及び健診結果提供に関する実用仕様案

ＧＩＳユニットに関する利用実例

ワンストップサービスにおけるＧＩＳユニット活用提案

①

②

③

市職員市職員

健康管理
協力店舗

健康管理
協力店舗
健康管理
協力店舗

健康管理
協力店舗

特定健診対象者

健診予約 ユーザ
登録

地図情報
表示

健診結果
の閲覧

ユーザ登録機能ユーザ登録機能

特定健診予約機能特定健診予約機能

協力店申請

健康管理協力店
申請機能

健康管理協力店
申請機能

実験用健診システム
(健診ユニット)

健診結果
データ

健診結果
データ

地図表示機能地図表示機能

コンテンツ
新着
情報表示

新着情報表示機能

栄養成分
表示店情報

栄養成分
表示店情報

健康管理協力店申請機能

健診予約

ＡＥＤ設置
施設情報

ＡＥＤ設置
施設情報

禁煙協力店
情報

禁煙協力店
情報

住民向け特定健診ポータル

特定健診
予約機能

健康管理協力店申請サービス

ユーザ管理情報ユーザ管理情報

コンテンツ情報コンテンツ情報

ユーザ管理情報ユーザ管理情報

コンテンツ情報コンテンツ情報

ＢＰＭ

予約サービス
ＩＦ

予約サービス
ＩＦ

予約情報の
提供

健診予約データ健診予約データ

健康管理
ユニットＩＦ

健康管理
ユニットＩＦ

健診結果提供機能

実験用ＧＩＳユニット

地図表示機能

健診予約サービス

ＩＦＩＦＩＦＩＦ ＩＦＩＦ

GISDBGISDB

地名辞典機能

新着情報
提供機能
新着情報
提供機能

申請ユニット
ＩＦ

申請ユニット
ＩＦ

健診システムに
健診結果を登録

保健福祉
センター

保健福祉
センター

予約情報
処理機能

ＧＩＳ
ユニットＩＦ

ＧＩＳ
ユニットＩＦ

申請承認機能

受診

健康管理協力店
申請データ登録ＩＦ

健康管理協力店
申請データ登録ＩＦ

健診結果確認機能健診結果確認機能

特定健診の予約及び健診結果提供に関する実用仕様案

ＧＩＳユニットに関する利用実例

ワンストップサービスにおけるＧＩＳユニット活用提案

①

②

③
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図 6-22 実用仕様案適用範囲 

6.2.2. 特定健診の予約及び健診結果提供に関する実用仕様案 

（1） サービスの概要 

本節では、特定健診の予約及び健診結果提供に関する自治体業務アプリケーション

ユニット標準仕様を、実用仕様案として示す。これらの仕様案は、実証実験で構築した「実

験用健診システム（健診ユニット）」と「健診予約サービス」に基づき策定したものとする。 

本実用仕様案で策定する特定健診の予約及び健診結果提供に関するサービスの概

要を図 6-23 に示す。 

利用者（住民）

【特定健診ユニット】

特定健診結果

情報照会

 

<自治体>

【特定健診予約ユニット】

特定健診予約

 

<医療機関>

地
域
ポ
ー
タ
ル

 

利用者（住民）

【特定健診ユニット】

特定健診結果

情報照会

 

<自治体>

【特定健診予約ユニット】

特定健診予約

 

<医療機関>

地
域
ポ
ー
タ
ル

 

地
域
ポ
ー
タ
ル

地
域
ポ
ー
タ
ル

 

 

図 6-23 特定健診、特定健診予約のサービス概要 
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（2） 「特定健診ユニット」「特定健診予約ユニット」の定義と位置づけ 

地域情報プラットフォーム上の各業務ユニットからの要求に応じて、特定健診受診結果

情報など用いた共通的な処理を行う業務ユニットを「特定健診ユニット」として定義する。 

また、同じく地域情報プラットフォーム上の各業務ユニットからの要求に応じて、特定健

診の受診予約などの処理を共通的に行う業務ユニットを「特定健診予約ユニット」として定

義する。 

また将来的には、本実用仕様案は自治体業務アプリケーションユニット標準仕様 V2.0

で定義されている「健康管理ユニット（業務ユニット番号：19）」の成人検診機能に統合され

ることが望まれる。 

地域情報プラットフォームのアーキテクチャ上における、両業務ユニットの位置付けと、

実用仕様案として策定しているインタフェース定義の位置づけを、図 6-24 に示す。 

<民間企業>

ＰＦ通信機能ＰＦ通信機能
ＳＯＡＰＳＯＡＰ セキュリティセキュリティ 高信頼性通信高信頼性通信 ・・・

ＢＰＭ機能ＢＰＭ機能 ＳＳ ＥＥ

プロセス制御プロセス制御 メッセージ交換パターンメッセージ交換パターン ・・・

ＰＦ共通機能ＰＦ共通機能
ユーティリティユーティリティ 認証・許可認証・許可 モニタリングモニタリング

統合ＤＢ機能

サービス基盤

フロント系
業務ユニット

フロント系
業務ユニット

バック系
業務ユニット

バック系
業務ユニット

共通系
業務ユニット

共通系
業務ユニット

業務ユニット

業務ユニット間
インタフェース

業務ユニット間
インタフェース

業務ユニットインタフェース
業務サービスインタフェース

業務ユニットインタフェース
業務サービスインタフェース

サービス基盤

地域ポータル

サービス基盤

民間業務アプリ民間業務アプリ

サービス基盤

バック系
業務ユニット

バック系
業務ユニット

フロント系
業務ユニット

フロント系
業務ユニット

共通系
業務ユニット

共通系
業務ユニット

業務
ユニット

＜Ｂ自治体＞

＜Ａ自治体＞
利用者住民

業務ユニット間インタフェース業務ユニット間インタフェース

開発

ワンストップ
連携定義

ワンストップ
連携定義

運用

システム運用システム運用

業務ユニット間
インタフェース

業務ユニット間
インタフェース

<ポータル事業者>

特定健診ユニット

特定健診予約ユニット

バック系
業務ユニット

バック系
業務ユニット

<民間企業>

ＰＦ通信機能ＰＦ通信機能
ＳＯＡＰＳＯＡＰ セキュリティセキュリティ 高信頼性通信高信頼性通信 ・・・

ＢＰＭ機能ＢＰＭ機能 ＳＳ ＥＥ

プロセス制御プロセス制御 メッセージ交換パターンメッセージ交換パターン ・・・

ＰＦ共通機能ＰＦ共通機能
ユーティリティユーティリティ 認証・許可認証・許可 モニタリングモニタリング

ＰＦ通信機能ＰＦ通信機能
ＳＯＡＰＳＯＡＰ セキュリティセキュリティ 高信頼性通信高信頼性通信 ・・・ＰＦ通信機能ＰＦ通信機能
ＳＯＡＰＳＯＡＰ セキュリティセキュリティ 高信頼性通信高信頼性通信 ・・・

ＢＰＭ機能ＢＰＭ機能 ＳＳ ＥＥ

プロセス制御プロセス制御 メッセージ交換パターンメッセージ交換パターン ・・・

ＢＰＭ機能ＢＰＭ機能 ＳＳ ＥＥＳＳ ＥＥ

プロセス制御プロセス制御 メッセージ交換パターンメッセージ交換パターン ・・・

ＰＦ共通機能ＰＦ共通機能
ユーティリティユーティリティ 認証・許可認証・許可 モニタリングモニタリングＰＦ共通機能ＰＦ共通機能
ユーティリティユーティリティ 認証・許可認証・許可 モニタリングモニタリング

統合ＤＢ機能

サービス基盤

フロント系
業務ユニット

フロント系
業務ユニット

バック系
業務ユニット

バック系
業務ユニット

共通系
業務ユニット

共通系
業務ユニット

業務ユニット

業務ユニット間
インタフェース

業務ユニット間
インタフェース

業務ユニットインタフェース
業務サービスインタフェース

業務ユニットインタフェース
業務サービスインタフェース

フロント系
業務ユニット

フロント系
業務ユニット

バック系
業務ユニット

バック系
業務ユニット

共通系
業務ユニット

共通系
業務ユニット

業務ユニット

業務ユニット間
インタフェース

業務ユニット間
インタフェース
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図 6-24 地域情報ＰＦアーキテクチャ上における各業務ユニットの位置づけ 
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（3） 策定範囲 

本実用仕様案を実現する為の業務インタフェース概略と共に、特定健診ユニットと特定

健診予約ユニットの業務サービスインタフェースの策定範囲を図 6-25 に示す。 
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図 6-25 実用仕様案インタフェースと策定範囲概要 
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（4） 策定方針 

（i） 前提とする標準・規格 

本実用仕様案の策定にあたっては、以下に示す地域情報プラットフォーム標準仕様

V2.0 の各種仕様に準拠するものとする。 

 アーキテクチャ標準仕様 V2.0 

 プラットフォーム通信標準仕様 V2.0 

 自治体業務アプリケーションユニット標準仕様 V2.0 

（ii） 引用する仕様・規格 

本実用仕様案は、以下の仕様・規格を引用する。 

 特定健診の電子的なデータ標準様式 

（特定健診情報ファイル仕様説明書 Version 1.27） 

[H18-19 年度厚生労働科学研究「疾病予防サービスの制度に関する研究」

分担研究班「検診データの整備に関する検討」] 

実用仕様案を作成するにあたって、「特定健診の電子的なデータ標準様式」で定義さ

れた特定健診情報ファイル仕様を引用することで、実証実験フィールド独自の仕様（コード

体系、データ様式）を汎用化するものとする。 

（A） 特定健診の電子的なデータ標準様式 

特定健診の電子的なデータ標準様式の規格についての説明を以下に示す。 

① 特定健診の電子的なデータ標準様式の概要 

特定健診の電子的なデータ標準様式は、特定健診情報を健診機関が保険者ま

たは代行機関に対して電子的に提出（報告）する際に使用する、電子的なデータ標

準様式を、XML規格に基づいた標準フォーマットとして定義されている。 

この標準フォーマットは、特定健診の結果情報を健診機関から保険者に提出す

るケースを第１の目的としている。しかし、労働安全衛生法に基づいて実施された健

診結果の全項目を格納することも可能となるように設計されているので、そのような

健診結果を送信する目的で使用することも出来るほか、その他の各健診事業のほと

んどに対応できるように設計されている。 

またこの標準フォーマット仕様は、HL７ CDA R2 規格1

特定健診情報ファイル仕様の全体構成概要を

に完全準拠しており、HL7 

CDA R2 規格で定義されるXMLスキーマに対して特定健診固有のさらなる制約を課す

ことで実現されている。 

図 6-26に示す。 

                             
1 HL7 Clinical Document Architecture Release 2（ANSI/HL7 CDA R2-2005 4/21/2005版） 
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図 6-26 特定健診情報ファイル仕様の全体構成概要1

② 特定健診の電子的なデータ標準様式の特徴 

 

特定健診の電子的なデータ標準様式の記述例（サンプル）を図 6-27に示す。 

                             
1 「特定健診情報ファイル仕様説明書 Version 1.27」（page7）より引用 
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<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="false">

<code code="9E101000000000011" displayName="眼底検査ＫＷ分類"/>

<value xsi:type="CO" code="2" codeSystem="1.2.392.200199.6.2110" displayName="Ｉ"/>

</observation>

</entry>

※「特定健診情報ファイル仕様説明書 Version 1.27」（Page49）より引用

【対象記述部】 検査結果セクションエントリ部

◇ 「/ClinicalDocument/component/section/entry/～」

【検査項目（code要素）：眼底検査（キースワグナー分類） 】

◆検査項目コード

◇ （code属性値） 「code=“9E101000000000011” 」

※コード値は、「検査項目コード表」にて定義

◆検査項目コード表示名

◇ （displayName属性値） 「displayName=“眼底検査ＫＷ分類”」

【測定値（value要素）：分類Ⅰ 】

◆検査結果データ型

◇ （xsi:type属性値） 「xsi:type=“CO”」

※コード値「CO」は、「順序付きコード値」を示す。

◆結果

◇ （code属性値） 「code=“2”」

◆結果コード体系OID

◇ （codeSystem属性値） 「codeSystem=“1.2.392.200199.6.2110”」

※コード値は、「特定健診項目コード表（XML用）」にて定義

◆検査結果コード表示名

◇ （displayName属性値） 「displayName=“Ｉ”」

※１

※２

<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="false">

<code code="9E101000000000011" displayName="眼底検査ＫＷ分類"/>

<value xsi:type="CO" code="2" codeSystem="1.2.392.200199.6.2110" displayName="Ｉ"/>

</observation>

</entry>

※「特定健診情報ファイル仕様説明書 Version 1.27」（Page49）より引用

【対象記述部】 検査結果セクションエントリ部

◇ 「/ClinicalDocument/component/section/entry/～」

【検査項目（code要素）：眼底検査（キースワグナー分類） 】

◆検査項目コード

◇ （code属性値） 「code=“9E101000000000011” 」

※コード値は、「検査項目コード表」にて定義

◆検査項目コード表示名

◇ （displayName属性値） 「displayName=“眼底検査ＫＷ分類”」

【測定値（value要素）：分類Ⅰ 】

◆検査結果データ型

◇ （xsi:type属性値） 「xsi:type=“CO”」

※コード値「CO」は、「順序付きコード値」を示す。

◆結果

◇ （code属性値） 「code=“2”」

◆結果コード体系OID

◇ （codeSystem属性値） 「codeSystem=“1.2.392.200199.6.2110”」

※コード値は、「特定健診項目コード表（XML用）」にて定義

◆検査結果コード表示名

◇ （displayName属性値） 「displayName=“Ｉ”」

※１

※２

 

図 6-27 特定健診の電子的なデータ標準様式の記述例 

図 6-27 に示される「検査項目コード（※１）」は、本適用仕様とは別に公開される「特定

健診項目コード表（XML用）」の項目コードに収載されており、JLAC101

特定健診項目コード表（XML 用）における、検査項目コードと、結果コード体系 OID の

記載イメージを、

-17 桁コードに基

づいて厚生労働省及び関連団体で特定健診項目コードとして取り決めたコードを使用す

る。また、「結果コード体系OID」も同コード表にて取り決めた項目コードOIDを使用する。 

図 6-28 示す。 

                             
1日本臨床検査医学会臨床検査項目分類コード 
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 ※１ ※２※１ ※２

 

図 6-28 特定健診項目情報（XML 用）[XMLhc08tab からの抜粋] 

（5） 策定手順 

実用仕様案の策定手順の概要を図 6-29 に示す。 

 

図 6-29 策定手順概要 

（i） WSDL/XMLスキーマファイルの分離 

実証実験で構築した「実験用健診システム（健診ユニット）」と「健診予約サービス」用イ

ンタフェースを定義したWSDL/XMLスキーマ（XSD）ファイルは、両サービスを同一サーバ

に実装したこともあり、それぞれ１ファイルに全ての定義を記述したものとしている。 
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実用仕様案用WSDL/XSDファイルを策定するにあたって、本来の運用想定に基づき、

業務ユニット用インタフェース（サービス）ごとに１ファイルずつ用意するものとした。 

（ii） コード体系及びメッセージの汎用化 

（A） 受診券整理番号 

（受診券整理番号） A A B C C C C C C C C

実施年度（西暦下２桁）

健診区分（「1：特定健診」固定で運用）

健診対象者を一意に識別する番号

（＝整理番号）

（受診券整理番号） A A B C C C C C C C C

実施年度（西暦下２桁）

健診区分（「1：特定健診」固定で運用）

健診対象者を一意に識別する番号

（＝整理番号）

 

図 6-30 受診券整理番号のコード体系 

【実証実験仕様】 

図 6-30 に示した受診券整理番号のコードは、インタフェース定義上「半角文字列／１

１桁」という１つの項目として定義されている。 

【実用仕様案】 

このコード体系を明示的に定義するため、標準仕様の項目セット辞書に「受診券整理

番号情報」を追加定義した。また、整理番号については健診対象者を統一的に管理する

番号となる為、標準仕様記載ルールに則り、項目名称を「識別番号」に変更した。項目セッ

ト辞書への追加定義記述部を図 6-31 示す。 

最小 最大

1 受診券整理番号情報 対象年度 X 4 1 1

健診区分 ○ X 4 1 1

識別番号 X 4 1 1

特定健診実施区分

健診対象者を統一的に管理する番号

項目の説明

年度（西暦下２桁）

項
番

データ型CD項目名項目セット名 桁数
出現回数

 

図 6-31 項目セット辞書への追加定義記述部 

（B） 各メッセージの汎用化 

実証実験における一部のメッセージ定義は、特定健診ポータルの機能実現の為

に独自の仕様となっている。実用仕様案策定においては、これら独自のメッセージ

に対する汎用化を行った。 

メッセージ汎用化に関する実例を図 6-32、及び図 6-33に示す。 
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「特定健診受診状況」も取得できる
メッセージとなっている｡ 特定健診対象者情報の提供のみを目的とした

メッセージに変更。汎用化仕様/処理が煩雑
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「特定健診受診状況」も取得できる
メッセージとなっている｡ 特定健診対象者情報の提供のみを目的とした

メッセージに変更。汎用化仕様/処理が煩雑
 

図 6-32 「特定健診対象者情報メッセージ」の汎用化イメージ 
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図 6-33 「健診結果情報メッセージ」の汎用化イメージ 

（iii） 特定健診の電子的なデータ標準様式の引用 

特定健診の電子的なデータ標準様式の引用には、標準フォーマットに準拠した、特定

健診結果 XML ファイルを、添付ファイルとして送受信する方式を採用する。 

添付ファイル形式を利用した通信仕様は、プラットフォーム通信標準仕様 V2.0 で定義

された電子封筒形式に準拠するものする。（「通信モデル／添付ファイルがある場合の電

子封筒形式／メッセージ本体格納型」を採用。） 

それにより、地域情報プラットフォーム標準仕様 V2.0 と特定健診の電子的なデータ標

準様式の仕様への相互干渉を防ぎ、それぞれの仕様準拠を容易にした。 
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特定健診の電子的なデータ標準様式の引用概要、及び通信仕様の概要を図 6-34 示

す。 

健診結果
閲覧機能

利用者
（住民）

特定健診
ポータル

受診

健診結果
閲覧

特定健診ユニット

実用仕様案で策定した

ＸＭＬスキーマ定義

特定健診結果

ＸＭＬファイル

特定健診結果

ＸＭＬファイル

地域情報ＰＦ標準仕
様準拠フォーマット

医療機関

自治体

特定健診ユニット

①①

②②

実
用
仕
様
案
策
定
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

① 特定健診の電子的なデータ標準様式に準拠した健診
結果ファイルを出力。【実用仕様案対象外】

② 特定健診ユニットでは、①で作成された健診結果ファ
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報に関する編集を簡略化する。

③ 自治体などへの健診結果報告においても、特定健診
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イルを添付ファイルとして取り込むことで、健診結果情
報に関する編集を簡略化する。

③ 自治体などへの健診結果報告においても、特定健診
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図 6-34 地域情報 PF における特定健診の電子的なデータ標準様式の引用概要 

 

 

図 6-35 実用仕様案で採用した添付ファイルを扱うための電子封筒形式 
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（6） 実用仕様案成果物報告 

本実用仕様案では、自治体業務アプリケーションユニット標準仕様 V2.0 で定める表 

6-5 の設計書を策定するものとする。 

表 6-5 実用仕様案策定設計書一覧 

項番 設計書名称 内容 

1 機能一覧 各業務ユニットが提供する機能を一覧形式にて説明したもの 

2 機能構成図 
（DMM） 

機能一覧に従い、各業務ユニットの機能を明示的に階層化し、そ
の構成を表したもの 

3 機能情報関連図 
（DFD） 

業務ユニット間の情報の相関関係と連携（流れ）を階層単位に示
したもの。 

4 インタフェース仕様 業務ユニット間のデータ連携におけるデータ項目とその入出力状
況を明細化したもの 

5 データ一覧 各業務ユニットが所管するデータにおいて、他の業務ユニットから
データ連携（SOAP 呼び出し）にて参照されるものを集約したもの 

6 インタフェース一覧 各業務ユニット間にてデータ連携するインタフェース（SOAP 呼び
出し）を定義したもの 

7 XML スキーマ データ一覧に従い生成したＸＭＬスキーマ 

8 WSDL 定義 インタフェース一覧に従い生成した、各業務ユニット間インタフェ
ースのＷＳＤＬ定義 

9 項目セット辞書 各業務ユニット間の連携データ項目において、共通的なリファレ
ンスとなるデータ項目の型を定義した辞書 
※本実用仕様案にて追加定義した項目のみとする 

10 コード辞書 各業務ユニット間の連携データ項目において、共通的なリファレ
ンスとなるデータ項目のコードを定義した辞書 
※本実用仕様案にて追加定義した項目のみとする 

 

また、上記策定設計書における「業務ユニット番号」は、「特定健診ユニット」を「75 番」、

「特定健診予約ユニット」を「76 番」と仮定する。（業務ユニット番号における「70～89 番」は、

「プライベート領域」に割り当てられており、自治体その他の利用者が独自に定義した業務

ユニットに対して付番することができるものと規定されている。1

                             
1自治体業務アプリケーションユニット標準仕様 V2.0 【標準仕様の記載ルール】にて規定。 

） 
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6.2.3. ワンストップサービスにおけるＧＩＳユニット活用提案 

（1） 実用仕様案の策定概要 

本節では、健康管理協力店サービスと GIS ユニットに関するワンストップサービスの連

携定義を、実用仕様案として示す。これらの定義は、実証実験で構築した「健康管理協力

店申請サービス」と「実験用 GIS ユニット」に基づき策定したものとする。 

本実用仕様案で策定するワンストップサービス連携定義の概要を以下に示す。 
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地
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ＢＰＭ （ビジネスプロセス制御）
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場所インスタンス取得
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ＢＰＭ （ビジネスプロセス制御）
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登録

健康管理協力店
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登録

ＧＩＳユニット
（地名辞典）

場所インスタンス取得

場所インスタンス登録

地理識別子検索

 

図 6-36 健康管理協力店サービス概要図 

 

（2） 「健康管理協力店ワンストップサービス」の定義と位置づけ 

健康管理協力店ワンストップサービスは、地域ポータルなどからの電子申請の受付、申

請処理を進捗する BPM（ビジネスプロセス制御）、実際の業務処理を行う各業務ユニットか

らなるワンストップサービスと定義する。 

地域情報プラットフォームのアーキテクチャ上における、健康管理協力店ワンストップサ

ービスの位置づけを、図 6-37 に示す。 
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<民間企業>
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図 6-37 地域情報ＰＦアーキテクチャ上におけるワンストップサービスの位置づけ 

 

（3） 策定範囲 

本実用仕様案では、地域ポータルや庁内総合窓口などからの健康管理協力店電子申

請業務インタフェース定義と、申請処理を進捗する BPM 定義について策定するものとす

る。 

自治体サービスのサービス形態としては従来の申請手続きを基に構築される「申請手

続き型」のサービスを策定範囲とする。また、実際の健康管理協力店申請業務を処理する

業務ユニット定義（自治体業務アプリケーションユニット標準仕様に準拠）については、業

務インタフェース定義のみを策定範囲とする。 

本実用仕様案を実現する為の業務インタフェース概略と共に、健康管理協力店サービ

スのワンストップサービス連携定義の策定範囲を、図 6-38 に示す。 
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図 6-38 実用仕様案インタフェースと策定範囲概要 

（4） 策定方針 

（i） 前提とする標準・規格 

本実用仕様案の策定にあたっては、以下に示す地域情報プラットフォーム標準仕様

V2.0 の各仕様書に準拠するものとする。 

 アーキテクチャ標準仕様 V2.0 

 プラットフォーム通信標準仕様 V2.0 

 自治体業務アプリケーションユニット標準仕様 V2.0 

 地域情報プラットフォームガイドライン V1.0 

 GIS 共通サービス標準仕様 V2.0 

（ii） 実証実験仕様の汎用化 

実証実験における健康管理協力店サービスのインタフェース仕様は、実証実験対象フ

ィールド独自の申請項目に対応したものである。具体的には、健康管理協力店として複数

の種類の健康管理協力店申請（禁煙協力店、栄養成分表示店、ＡＥＤ設置施設）に対応

し、それぞれに独自の申請項目を用意している。 

実用仕様案では、インタフェース仕様を汎用化するにあたって、それら独自の項目は

採用せず、必須項目以外を属性名称、属性値を使って表現することとした。 
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（iii） ワンストップサービスの利用想定 

本実用仕様案で策定するワンストップサービスの利用想定として、システム連携フロー

イメージを図 6-39 に示す。 
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図 6-39 ワンストップサービスのシステム連携フロー 

（5） 実用仕様案成果物報告 

本実用仕様案では、地域情報プラットフォームガイドライン V1.0 の「4.3.2 ワンストップ

サービス連携定義手順」で示される、表 6-6 の設計書を策定するものとする。 

但し、「項番 12：WS-BPEL 定義」は対象外とする。 

表 6-6 実用仕様案策定設計書一覧 

項番 設計書名称 内容 

1 業務処理整理表 ワンストップサービスの対象手続きに関係する業務機能の各種
内容を示す。 

2 ワンストップ DFD 各業務機能間の情報の流れを示す。 

3 機能関連ブロック
図 

ワンストップサービスの業務フローを示す。 

4 ワンストップインタフ
ェース仕様 

各業務機能間で連益するデータ項目と入出力を示す。 

5 機能関連システム
フロー 

PM も含めた各機能及びシステム間の情報及び処理の連携を示
す。 

6 BPMN 図 ビジネスプロセスを示す。 

7 条件分岐定義 ビジネスプロセスにある条件分岐の内容を示す。 

8 インタフェース一覧 Ｗｅｂサービスインタフェースを一覧で示す。 

9 メッセージ定義 インタフェースのメッセージの項目定義を示す。 
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10 XML スキーマ インタフェースの各メッセージとして使用される XML メッセージに
対する XML スキーマ定義。 

11 WSDL 定義 インタフェースに対する WSDL 定義。 

12 WS-BPEL 定義 
【対象外】 

配布用の BPEL 文章（WS-BPEL アブストラクト）。 

 

6.2.4. ＧＩＳユニットを利用した地域ポータル構築モデル 

（1） 概要 

GIS ユニットは、各業務ユニット及び地域ポータルからの処理要求に従って地理空間デ

ータの入出力を処理するものであり、その一連の処理の流れを実現するためのインタフェ

ースが GIS 共通サービスインタフェースとして定義されている。 

しかしながら、そのインタフェース（メッセージ)を連携させて実現するフロント系業務機

能についての仕様・規定や、地理空間データの内部的な実装の仕方については、GIS 共

通サービス標準仕様の定めるところではない。 

本節では、実証実験において構築した実験用 GIS ユニットと特定健診ポータルとの連

携仕様を、GIS ユニットを用いた地域ポータル構築モデルとして示す。それにより、今後の

GIS ユニットを用いた地域ポータルサービス構築の一助となることを目的とする。 

（2） 成果物報告 

ＧＩＳユニットを用いた地域ポータル構築モデルの成果物として、表 6-6 の資料・仕様

書を提示するものとする。 

表 6-7ＧＩＳユニットを用いた地域ポータル構築モデルの成果物 

項番 資料名称 内容 

1 データ構築モデル GIS ユニットのデータ構築事例を示す。 

2 機能連携フローモデル 各業務機能間の連携フローを示す。 

3 インタフェース定義パラメー
タ設定実例 

GIS 標準サービスインタフェースを利用する際の、パラメ
ータ実例を示す。 
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6.3. 普及啓発活動 

普及啓発活動として、以下の活動を実施した。 

（1） 地方自治情報化推進フェア 2008 

（財）地方自治情報センターおよび（社）行政情報システム研究所の主催により開催さ

れた、地方自治情報化推進フェア 2008 のイベントにてベンダープレゼンテーションを実施

し、「自治体の GIS における新たな動き」として、地域情報プラットフォームとその検討状況

および本事業の取り組みを紹介し、普及啓発に務めた。 

（A） 地方自治情報化推進フェア 2008 の開催概要 

（http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/evnt/2008/gaiyou.html より） 

 名称： 地方自治情報化推進フェア 2008 

 テーマ： IT で変わる地域社会 

 開催目的： 住民が IT による変化と恩恵を実感できる最新の各種行政情報

システムの展示・実演並びに学識経験者や地方自治関係者による講演等を

通じて、行政情報化・地域情報化のあり方についての認識を深めていただく

とともに、情報の収集・交換の場として活用していただくことを目的とする。 

 会期： 2008 年 10 月 21 日(火)～22 日（水） 9:30～17:00 

 開催地： 東京ビッグサイト 西展示棟、会議棟 

 対象者： 行政・地方公共団体の関係者等 

 入場料： 無料 

（B） ベンダープレゼンテーションの開催概要 

 内容： ベンダー各社の電子自治体関連システムへの取り組みの解説・事

例発表 

 日時： 2008 年 10 月 21 日（火） 10:00～11:55、15:45～16:30 

     2008 年 10 月 22 日（水） 10:00～16:35 

 会場： 東京ビッグサイト 西展示棟 西 3 ホール 

     情報システム展示会場内「特設会場 A、B、C」 

（C） プレゼンテーション実施の概要 

以下に、国際航業株式会社のプレゼンテーション実施の概要を示す。 

 日時： 2008 年 10 月 21 日（火） 10:00～10:45 

 テーマ： 国際航業が目指す新しい行政サービスの取り組みについて 
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 プレゼンテーションの概要： 

 自治体の GIS 導入を取り巻く状況 

 統合型GISの現状や、地理空間情報活用推進基本法の動きなど自

治体 GIS を巡る国の施策を紹介 

 自治体の GIS における新たな動き 

 地域情報プラットフォームと検討状況、地域情報プラットフォームで

の GIS の役割と活用について紹介 

 国際航業が目指す新しい行政サービスの姿 

 国際航業が提案するGISに対する新しい考え方の一つとして、地域

情報 PF による庁内利用の拡大を提言 

 地域情報プラットフォーム推進事業の一つとしての本実証実験の取

り組みについて説明 

（2） APPLICにおける活動 

財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）のアプリケーション委員会の医療・健

康・福祉ワーキンググループで、EHR（健康領域）プロジェクトチームにメンバとして参画し、

本実証実験の取り組みについて紹介をした。また、成果品である「健康情報活用基盤ユニ

バーサルサービス・モデル基本提案書」において、フィールド実証事業の事例としての本

実証実験の概要についての執筆に協力した。 
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□ 実証実験アンケート用紙 方法１・方法２ 
 

このアンケートは、IT（パソコン等）を用いた健康づくり支援の検討を行うために実施いたします。 
いただいた回答内容は、統計的に処理し、本アンケートの目的以外に使用しません。 
個人情報は適正に管理いたします。 
 

Ａ あなた自身のことについて、おうかがいします。 

次の各項目について、あなたにあてはまる番号をマルで囲んでください。 
 

問1-1 あなたの性別を教えてください。 
 

① 男性 ② 女性 
 

問1-2 あなたの年代を教えてください。 
 

① ２０才代 ② ３０才代 ③ ４０才代 ④ ５０才代 ⑤ ６０才代 

⑥ ７０才～７４才 ⑦ ７５才以上    
 
 

問1-3 あなたのご加入されている健康保険証の種別を教えてください。 

（「その他」については、名称を記載ください。） 
 

① 国民健康保険 ② 組合管掌健康保険 

  （組合健保） 

③ 協会けんぽ 

  （全国健康保険協会管掌健康保険） 

④ 船員保険 ⑤ 共済組合 ⑥ その他 

（名称：                         ） 
 

Ｂ あなたの健康に対する意識について、おうかがいします。 

次の各項目について、あなたにあてはまる番号をマルで囲んでください。 
 

問2-1 あなたは、普段からご自分の健康には気をつけていますか？ 
 

① はい ② いいえ 
 

問2-2 問 2-1 で「はい」と回答した方にお聞きします。 

健康に気をつけるために、普段から何をしていますか？（複数回答可） 

（「その他」については、内容を記載ください。） 
 

① 食事の摂り方に気をつけている ② 適度な運動を心がけている 

③ 睡眠・休養を十分とるように心がけている ④ 定期的に医療機関で健康チェックをしている 

⑤ 日頃から体重を測定している ⑥ その他 

（内容：                           ） 
 

問2-3 平成 20 年 4 月から「特定健診」が開始していますが、特定健診を知っていますか？ 
 

① はい ② いいえ 
 

問2-4 あなたは、今年度（平成 20 年度）に特定健診もしくは、同等の健診を受診しましたか？ 

（または、受診する予定ですか？） 
 

① はい ② いいえ 
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問2-5 問 2-4 で「いいえ」と回答した方にお聞きします。 

受診していない（受診する予定がない）のは、どの様な理由ですか？ 

（「その他」については、理由を記載ください。） 
 

① 元気だから 

   （必要を感じないから） 

② 忙しく受診する時間がない ③ 受診する費用がない 

④ 病院で治療中だから ⑤ 受診方法を知らない ⑥ その他 

（理由：               ） 
 

Ｃ あなたの IT（パソコン等）の利用状況について、おうかがいします。 

次の各項目について、あなたにあてはまる番号をマルで囲んでください。 
 

問2-1 普段から、ご自宅や職場などでパソコンを利用していますか。 
 

① はい ② いいえ 
 

問2-2 問 3-1 で「いいえ」と回答した方にお聞きします。 

問2-2.1 普段から、携帯電話を利用していますか。 
 

① 毎日、利用している ② 時々、利用する 

  （1 週間に１日以上） 

③ 全く利用しない 

  （1 週間に 1 日未満） 
 

問2-2.2 普段から、携帯電話のメール機能を利用していますか。 
 

① 毎日、利用している ② 時々、利用する 

  （1 週間に１日以上） 

③ 全く利用しない 

  （1 週間に 1 日未満） 
 

問2-2.3 普段から、”i-mode”等の携帯サイトを利用していますか。 
 

① 毎日、利用している ② 時々、利用する 

  （1 週間に 1 日以上） 

③ 全く利用しない 

  （1 週間に 1 日未満） 
 

問2-3 問 3-1 で「はい」と回答した方と、問 3-2.1～3-2.3 に、「毎日、利用している」・「時々、利

用する」と回答した方にお聞きします。 

 

問2-3.1 自宅のパソコンや携帯電話を利用して、自宅周辺の健康診断の受診施設を地図上で確認でき

るしくみがあれば、使ってみたいと思いますか。 
 

① ぜひ使ってみたい 

② 少し思う 

③ あまり思わない 

④ 全く思わない 

⑤ わからない 
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問2-3.2 自宅のパソコンや携帯電話を利用して、健康診断の受診日や受診施設を予約できるしくみが

あれば、使ってみたいと思いますか。 

 

① ぜひ使ってみたい 

② 少し思う 

③ あまり思わない 

④ 全く思わない 

⑤ わからない 

 

問2-3.3 自宅のパソコンや携帯電話を利用して、受診した健康診断の健診結果が閲覧できるしくみが

あれば、使ってみたいと思いますか。
 

① ぜひ使ってみたい 

② 少し思う 

③ あまり思わない 

④ 全く思わない 

⑤ わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問2-3.4 自宅のパソコンや携帯電話を利用して、過去数年分の健康診断の健診結果の推移が確認でき

るしくみがあれば、使ってみたいと思いますか。 
 

① ぜひ使ってみたい 

② 少し思う 

③ あまり思わない 

④ 全く思わない 

⑤ わからない 
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問2-3.5 福岡市では「禁煙協力店・施設」や「栄養成分表示の店」という取り組み行ってい

ます。 

自宅のパソコンや携帯電話を利用し、地図上で「禁煙協力店･施設」や「栄養成分

表示の店」の位置確認や、その店の情報が入手できると使ってみたいと思います

か。 
 

① ぜひ使ってみたい 

② 少し思う 

③ あまり思わない 

④ 全く思わない 

⑤ わからない 

 

 

問2-4 普段パソコンも、携帯電話も利用しない方（問 3-2.1～3-2.3 の全てに「全く利用

しない」と回答した方）にお聞きします。 

商店街やショッピングモールなどで、健康診断の予約や健診結果の閲覧ができると

便利だと思いますか。 

 

① 強く思う ② 少し思う ③ あまり思わない ④ 全く思わない ⑤ わからない 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力いただきありがとうございました。 
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□ 実証実験アンケート用紙 方法３ 
 

このアンケートは、IT（パソコン等）を用いた健康づくり支援の検討を行うために実施いたします。 
いただいた回答内容は、統計的に処理し、本アンケートの目的以外に使用しません。 
個人情報は適正に管理いたします。 
 

Ａ 次の各項目について、あなたにあてはまる番号をマルで囲んでください。 
 

問1-4 あなたの性別を教えてください。 
 

① 男性 ② 女性 
 

問1-5 あなたの年代を教えてください。 
 

① ４０才代 ② ５０才代 ③ ６０才代 ④ ７０才～７４才 ⑤ ７５才以上 
 
 

問1-6 あなたはどれにあてはまりますか。 

（「その他」については、名称を記載ください。） 
 

① 福岡市職員 ② 福岡市職員 OB ③ その他 

（名称：                         ） 
 

Ｂ 実証実験システム「住民向け特定健診ポータルサイト」を利用してみた結果、次の各項目に

ついて、あてはまる番号をマルで囲んでください。 
 

問2-5 自宅周辺の健康診断の受診施設を地図上で確認できるしくみについて、便利だと思いますか。 

 

① 強く思う 

② 少し思う 

③ あまり思わない 

④ 全く思わない 

⑤ わからない 

 

問2-6 健康診断の受診日や受診

施設を予約できるしくみ

について、便利だと思いま

すか。 
 

① 強く思う 

② 少し思う 

③ あまり思わない 

④ 全く思わない 

⑤ わからない 
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問2-7 受診した健康診断の健診結果が閲覧できるしくみについて、便利だと思いますか。 
 

① 強く思う 

② 少し思う 

③ あまり思わない 

④ 全く思わない 

⑤ わからない 

 

問2-8 過去数年分の健康診断

の健診結果の推移が確

認できるしくみについ

て、便利だとおもいます

が。 
 

① 強く思う 

② 少し思う 

③ あまり思わない 

④ 全く思わない 

⑤ わからない 

 

問2-9 福岡市における「禁煙協力店・施設」や「栄養成分表示の店」の取り組みについて、地図上で

「禁煙協力店･施設」や「栄養成分表示の店」の位置確認や、その店の情報が入手できるしく

みについて、便利だとおもいますか。 
 

① 強く思う 

② 少し思う 

③ あまり思わない 

④ 全く思わない 

⑤ わからない 
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Ｃ このシステムの機能や掲載情報について、お聞きします。 
 

問4-1 システムの画面内容について、見やすいと思いますか。 
 

① 強く思う ② 少し思う ③ あまり思わない ④ 全く思わない ⑤ わからない 
 

問4-2 システムの画面内容について、気づいた点やご意見をお願いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問4-3 システムの操作性について、操作しやすいと思いますか。 
 

① 強く思う ② 少し思う ③ あまり思わない ④ 全く思わない ⑤ わからない 
 

問4-4 システムの操作性について、気づいた点やご意見をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問4-5 システムのコンテンツ内容は充実していると思いますか。 
 

① 強く思う ② 少し思う ③ あまり思わない ④ 全く思わない ⑤ わからない 
 

問4-6 コンテンツの内容について、気づいた点やご意見をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力いただきありがとうございました。 

 



 

［158］ 
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